
 

別紙２ 
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別紙 2 変更の内容(1号廃棄物埋設施設に埋設を行う廃棄体の種類の追加等) 

 

三、 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量 

イ 第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物で容器に固型化したものの種類 

廃棄物埋設を行う放射性廃棄物で容器に固型化したもの(以下「廃棄体」という。)の種類は、

以下のとおりである。 

・実用発電用原子炉(沸騰水型原子炉及び加圧水型原子炉)の運転に伴い発生する放射性廃

棄物及び 1号廃棄物埋設施設(以下「本施設」という。)の操業に伴って付随的に発生する

放射性廃棄物をセメント、アスファルト又は不飽和ポリエステルで固型化したものである。 

・実用発電用原子炉(沸騰水型原子炉及び加圧水型原子炉)の運転に伴い発生する固体状の

放射性廃棄物(加圧水型原子炉の一次系の浄化系で使用している液体フィルタを除く)及

び本施設の操業に伴って付随的に発生する固体状の放射性廃棄物をセメント系充填材で

一体となるように固型化したものである。 

廃棄物埋設地には東西方向に 5基、南北方向に 8基の計 40基の埋設設備(東西方向の埋設設

備 5基を 1埋設設備群とし、最北部の埋設設備群から順に 1群から 8群の構成とする。)を設

置し、放射性廃棄物をセメント、アスファルト又は不飽和ポリエステルで固型化したもの(以

下「均質・均一固化体」という。)は、1群から 6群までの埋設設備 30基及び 8群の埋設設備

1 基に、固体状の放射性廃棄物をセメント系充填材で一体となるように固型化したもの(以下

「充填固化体」という。)は、7群の埋設設備 5基及び 8群の埋設設備 4基に埋設する。 

これらの放射性廃棄物は、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄

物埋設の事業に関する規則」(以下「事業規則」という。)別表第一の放射能濃度を超えないも

のであって、同規則第八条第 1 項第二号及び第 2 項に定められた廃棄物に該当するものであ

り、以下の仕様を満たすものである。 

(1) 固型化する方法 

(ⅰ) 均質・均一固化体 

a. 固型化材料は、以下のいずれかであること。 

(a) JIS R 5210(1992)若しくは JIS R 5211(1992)に定めるセメント又はこれらと同等

以上の品質を有するセメントであること。 

(b) JIS K 2207(1990)に定める石油アスファルトで針入度が 100以下のもの又はこれ

と同等以上の品質を有するアスファルトであること。 
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(c) スチレンに溶解した不飽和ポリエステル(以下「不飽和ポリエステル樹脂」とい

う。)であること。 

b. 容器は、JIS Z 1600(1993)に定める金属製容器又はこれと同等以上の強度及び密封性

を有するものであること。 

c. セメントを用いて放射性廃棄物を固型化する場合は、固型化された放射性廃棄物の一

軸圧縮強度が 1,470kPa以上であること。 

d. アスファルト又は不飽和ポリエステル樹脂を用いて放射性廃棄物を固型化する場合

は、廃棄体中の固型化材料の重量が廃棄体の重量から容器の重量を差し引いた重量のそ

れぞれ 50%以上又は 30%以上となるようにすること。 

e. 不飽和ポリエステル樹脂を用いて放射性廃棄物を固型化する場合は、固型化された放

射性廃棄物が JIS K 7215に定める方法により測定した硬さ値が 25以上であること。 

f. 固型化に当たっては、固型化材料若しくは固型化材料及び混和材料と放射性廃棄物を

均質に練り混ぜ、又はあらかじめ均質に練り混ぜた固型化材料若しくは固型化材料及び

混和材料と放射性廃棄物を均一に混合すること。この場合において、容器内に有害な空

隙が残らないようにすること。 

(ⅱ) 充填固化体 

a. 固型化材料は、JIS R 5210(1992)若しくは JIS R 5211(1992)に定めるセメント又はこ

れらと同等以上の品質を有するセメントであること。 

b. 容器は、JIS Z 1600(1993)に定める金属製容器又はこれと同等以上の強度及び密封性

を有するものであること。 

c. 固型化に当たっては、あらかじめ均質に練り混ぜた固型化材料若しくは固型化材料及

び混和材料を容器内の放射性廃棄物と一体となるように充填すること。この場合におい

て、容器内に有害な空隙が残らないようにすること。 

 

(2) 廃棄物発生からの経過期間 

均質・均一固化体：実用発電用原子炉で固型化後 6ヶ月以上経過したもの。 

充填固化体   ：実用発電用原子炉で発生後 6ヶ月以上経過したもの。 

 

(3) 廃棄体の表面線量当量率 

10mSv/hを超えないもの。 
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(4) 廃棄体の重量 

1本当たり 500kgを超えないもの。  
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ロ 第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物で容器に固型化したものの数量 

廃棄物埋設を行う廃棄体の数量は、最大 40,960m3(200Lドラム缶 204,800本相当)である。 

 

種類 埋設設備群 数量 

均質・均一固化体 1群から 6群 30,720m3(200Lドラム缶 153,600本相当) 

8群 1,024m3(200Lドラム缶 5,120本相当) 

充填固化体 7群 5,120m3(200Lドラム缶 25,600本相当) 

8群 4,096m3(200Lドラム缶 20,480本相当) 
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ハ 第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度、

総放射能量及び区画別放射能量 

放射性廃棄物に含まれる放射性物質は原子炉冷却材を起源としたものであり、廃棄物埋設を

行う放射性廃棄物に含まれる主要な放射性物質の種類ごとの受入れ時における最大放射能濃

度、総放射能量及び区画別放射能量は、次表に示すとおりである。 

なお、主要な放射性物質の種類は、「廃棄物埋設事業変更許可申請書」(平成 10年 10月 8日

付け、10安(廃規)第 49号をもって事業変更許可)(以下「既許可」という。)の「三、ハ 廃棄

物埋設を行う放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能

量」の放射性物質に、覆土完了後における公衆の受ける線量の評価に基づき、放射性廃棄物に

含まれる放射性物質の種類の中から、最大の線量値を持つ放射性物質の線量の最大値と比較し

て、当該放射性物質の線量の最大値が 1%以上である Cl-36を追加する。  
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放射性物質 

の種類 

最大放射能

濃度 

(Bq/t) 

総放射能量 

(Bq)*1 

区画別放射能量(Bq)*2 

1群から 6群 

(均質・均一

固化体) 

7,8群 

(充填固化体) 

8群 

(均質・均一

固化体) 

8群 

(セメント破

砕物充填固化

体*3) 

H-3 3.0×10
11
 9.9×1013 9.2×10

13
 1.5×1012 3.1×10

12
 3.1×10

12
 

C-14 8.5×10
9
 2.8×1012 2.5×10

12
 1.9×1011 8.4×10

10
 8.4×10

10
 

Cl-36 9.2×107 2.9×1010 2.8×10
10
 2.3×105 9.2×108 9.2×108 

Co-60 2.7×10
12
 9.0×1014 8.3×10

14
 1.5×1013 2.8×10

13
 2.8×10

13
 

Ni-59 8.8×10
9
 2.7×1012 2.6×10

12
 4.9×109 8.7×10

10
 8.7×10

10
 

Ni-63 1.1×10
12
 3.5×1014 3.3×10

14
 5.4×1011 1.1×10

13
 1.1×10

13
 

Sr-90 1.6×10
10
 5.4×1012 5.0×10

12
 6.5×1010 1.7×10

11
 1.7×10

11
 

Nb-94 8.5×10
7
 2.7×1010 2.5×10

10
 7.9×108 8.3×10

8
 8.3×10

8
 

Tc-99 1.8×10
7
 5.9×109 5.6×10

9
 7.2×106 1.9×10

8
 1.9×10

8
 

I-129 2.7×10
5
 8.9×107 8.3×10

7
 8.1×105 2.8×10

6
 2.8×10

6
 

Cs-137 1.0×10
11
 3.3×1013 3.1×10

13
 7.1×1010 1.0×10

12
 1.0×10

12
 

アルファ線

を放出する

放射性物質 
5.5×10

8
 2.0×1011 1.7×1011 2.3×1010 5.8×10

9
 5.8×10

9
 

*1：1群から 8群までの総放射能量は、1群から 6群(均質・均一固化体)、7,8群(充填固化体)、8群

(均質・均一固化体)及び 8群(セメント破砕物充填固化体)の区画別放射能量の合計値を、有効数

字 2桁(3桁以下切り捨て)で示した値である。 

*2：区画別放射能量は、線量評価に用いる値とし、本施設に埋設する廃棄体の種類ごとに設定する。 

*3：セメント破砕物充填固化体は、均質・均一固化体として製作したセメント固化体の破砕物の充填

固化体を示す。 
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四、 廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法 

イ 廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備に関する安全確保のための設計の基本的方針 

(1) 廃棄物埋設施設の構成 

本施設は、廃棄物埋設地及び廃棄物埋設地の附属施設(以下「附属施設」という。)によ

り構成する。 

廃棄物埋設地は、埋設設備、排水・監視設備及び埋設設備の上面及び側面を覆う土砂等

(以下「覆土」という。)により構成する。埋設設備は、外周仕切設備、内部仕切設備、廃

棄体支持架台、セメント系充填材、覆い、コンクリート仮蓋及び内部防水により構成する。

排水・監視設備は、ポーラスコンクリート層、排水管及び点検路により構成する。覆土は、

難透水性覆土、下部覆土及び上部覆土により構成する。 

附属施設は、低レベル廃棄物管理建屋(以下「管理建屋」という。)、放射性廃棄物の受

入施設、放射線管理施設、監視測定設備、廃棄施設、通信連絡設備等により構成する。こ

のうち、放射性廃棄物の受入施設は、一時貯蔵天井クレーン、コンベア、廃棄体取り出し

装置、払い出し天井クレーン、廃棄体一時仮置台、廃棄体検査装置及び埋設クレーンのこ

とを総称していう。 

本施設のうち、変更申請対象となる設備は、埋設設備 7,8群、覆土及び定期的な評価等

に必要なデータを取得する監視測定設備並びに事業所及びその境界付近における放射性物

質の濃度及び線量を表示する設備である。 

附属施設は、放射性廃棄物の受入施設のうち埋設クレーン、監視測定設備のうち廃棄物

埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する設備、通信連絡設備等のうち廃棄物埋設地に設置

する設備を除き、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用

し、既許可からの変更はない。 

なお、排水・監視設備は、既許可から変更はないが、埋設設備 7,8群と合わせて漏出防

止機能に関連する設備として示す。 

 

(2) 安全設計の基本的方針及び安全機能を有する施設 

(ⅰ) 安全設計の基本的方針 

本施設は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「原子炉

等規制法」という。)等の関係法令の要求を満足するとともに、「第二種廃棄物埋設施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(以下「許可基準規則」という。)に適合す
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る構造とする。 

本施設で取り扱う廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本施設の操業に伴って付随

的に発生する放射性廃棄物をセメント系充填材等で金属製の容器に固型化したもので、

その容器が損傷しない限り、放射性物質は漏えいすることはない。また、取り扱う廃棄

体の放射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少ないが、埋設

する廃棄体の数量が多い。そのため、放射性物質の漏出を防止する機能(以下「漏出防止

機能」という。)、廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境

への移行を抑制する機能(以下これらをあわせて「移行抑制機能」という。)並びに遮蔽

機能が喪失した場合には、放射線障害を及ぼすおそれがあることから、これらを安全機

能とする。 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動的な設備・機器は不

要であり、静的な設備・機器によりこれらの安全機能を有するよう設計することとし、

これらの安全機能を適切に組み合わせることによって、安全性を確保することとする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間にお

いて、平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行、本施設からの直接ガンマ

線及びスカイシャインガンマ線並びに周辺環境に対して放出される放射性物質により、

濃縮・埋設事業所(以下「事業所」という。)の事業所敷地(以下「敷地」という。)周辺

の公衆の受ける線量が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規

定に基づく線量限度等を定める告示」(平成 30年 6月 8日 原子力規制委員会告示第 4

号)(以下「線量告示」という。)で定められた線量限度を超えないことはもとより、As 

Low As Reasonably Achievable(ALARA)の考えの下、合理的に達成できる限り十分低く

なるよう、実効線量で50μSv/y以下を達成できる設計とする。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められた線量限度を超えな

い設計とする。 

廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としな

い状態に移行する見通しのある設計とする。廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要と

しない状態とは、廃止措置の開始後の評価において、科学的に合理的と考えられる範囲

の人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、最も可能性が

高いと考えられるパラメータを設定した自然事象シナリオで評価される公衆の受ける

線量が 10μSv/y を超えないこと、科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天
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然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを設定し

た自然事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が300μSv/yを超えないこと、自然

事象シナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏え

い、天然バリア中の移行及び当該掘削後の土地利用を考慮した人為事象シナリオで評価

される公衆の受ける線量が 1mSv/yを超えないことをいう。 

ここで、人工バリアとは、埋設する放射性廃棄物からの放射性物質の漏出の防止又は

低減を行う人工構築物をいう。天然バリアとは、埋設する放射性廃棄物又は人工バリア

の周囲に存在し、埋設する放射性廃棄物から漏出してきた放射性物質の生活環境への移

行の抑制を行う岩盤(鷹架層)をいう。 

(ⅱ) 安全機能を有する施設 

本施設のうち安全機能を有する施設は、埋設設備 7,8群及び覆土とする。 

 

(3) 安全機能及びその安全機能を維持すべき期間 

(ⅰ) 放射性物質の漏出を防止する機能に関する設計方針 

安全機能を維持すべき期間のうち、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の

終了までの間において、放射性物質の漏出を防止する必要があることから、埋設の終了

時期を覆土完了時点とし、覆土完了まで放射性物質の漏出を防止する。 

埋設設備のうち外周仕切設備、セメント系充填材、覆い及び内部防水並びに排水・監

視設備のうちポーラスコンクリート層は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆

土完了までの間において、以下に示す方針に基づき、廃棄物埋設地の限定された区域(埋

設設備)からの漏出防止機能を有する設計とする。 

漏出防止機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間におい

て、水を媒体とした放射性物質の環境への漏出を防止するため、雨水及び地下水と廃棄

体が接触しないよう浸入を防止する設計とし、万一、廃棄体と水が接触した場合にも放

射性物質の漏出を防止する設計とする。 

雨水及び地下水の浸入の防止として、埋設設備内への水の浸入の防止、浸入した水の

排出及び廃棄体と水の接触の防止を行う設計とする。外周仕切設備及び覆いの透水特性

のうち低透水性及びひび割れ抑制並びに内部防水の防水性により埋設設備内への水の

浸入を防止する設計とする。また、埋設設備内に浸入した水はポーラスコンクリート層

により集水し、埋設設備外に排出して回収するとともに、セメント系充填材及び内部防
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水により廃棄体と水の接触を防止する設計とする。 

放射性物質の漏出の防止として、埋設設備外への水の漏出防止及び放射性物質を含む

水の回収を行う設計とする。外周仕切設備及び覆いの透水特性のうち低透水性及びひび

割れ抑制並びに内部防水の防水性により埋設設備外への水の漏出を防止する設計とす

る。また、放射性物質を含む水はポーラスコンクリート層により集水し、埋設設備外へ

排出して回収する設計とする。 

なお、回収した水は、放射性物質の濃度が周辺監視区域外の水中の濃度限度を十分下

回ることを確認して、排水口から事業所外へ放出する。 

(ⅱ) 放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能に関する設計

方針 

埋設設備及び覆土は、以下に示す方針に基づき、覆土完了から廃止措置の開始までの

間にあっては移行抑制機能を維持する設計とし、廃止措置の開始後にあっては移行抑制

機能を期待できる設計とする。 

移行抑制機能は、放射性物質の移行に伴う公衆の受ける線量を低減するため、埋設設

備内からの放射性物質の漏出を低減するとともに、放射性物質の移行を遅延する設計と

する。 

埋設設備内からの放射性物質の漏出の低減として、埋設設備内に流入する地下水の量

を抑制する設計とする。低透水性を有する土質系材料の難透水性覆土及び下部覆土を埋

設設備の上面及び側面に設置することにより埋設設備内に流入する地下水の量を抑制

する設計とする。 

放射性物質の移行の遅延として、収着性を有する材料を用いる設計とする。埋設設備

及び覆土にそれぞれ収着性を有するセメント系材料及び土質系材料を用いる設計とす

る。 

また、埋設設備及び覆土の移行抑制機能の設計に当たっては、天然バリアの移行抑制

機能を考慮して行い、岩盤(鷹架層)を掘り下げて埋設設備を設置することで、岩盤(鷹架

層)の有する低透水性及び収着性を期待する。 

これらにより、放射性物質の漏出の低減及び生活環境への移行の抑制を行い、覆土完

了から廃止措置の開始までの間において、平常時における廃棄物埋設地からの放射性物

質の移行による公衆の受ける線量が、廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシ

ャインガンマ線による公衆の受ける線量並びに周辺環境に対して放出される放射性物
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質による公衆の受ける線量を含め、実効線量で50μSv/y以下となる設計とする。また、

廃止措置の開始後(覆土完了から 300年後)において、埋設した廃棄体に起因して発生す

ることが想定される放射性物質によって公衆の受ける線量が、基準を満たす設計とし、

覆土完了から 300年後に、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行

できる見通しであるものとする。 

(ⅲ) 放射線の遮蔽機能に関する設計方針 

本施設は、敷地周辺の公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の受ける線量並びに管

理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量が、「線量告示」で定められた線量

限度を超えないことはもとより、合理的に達成できる限り低くするため、以下に示す方

針に基づき遮蔽機能を有する設計とする。 

遮蔽機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、

廃棄体の線量当量率、位置等を考慮し、廃棄体を埋設設備に定置することにより、平常

時における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による敷地周辺の公衆の受ける

線量が、周辺環境に対して放出される放射性物質による公衆の受ける線量を含め、実効

線量で 50μSv/y 以下となる設計とする。また、放射線業務従事者の受ける線量が放射

線業務従事者の線量限度を超えないようにするとともに管理区域以外の人が立ち入る

場所に滞在する者の線量を公衆の線量限度以下に低減できる設計とする。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、埋設設備及び覆土により、平常時に

おける直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による敷地周辺の公衆の受ける線量

が、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行による公衆の受ける線量及び周辺環境に対し

て放出される放射性物質による公衆の受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下と

なる設計とする。また、管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を公衆の

線量限度以下に低減できる設計とする。 

なお、周辺監視区域の廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、覆土により、

敷地内に立ち入る公衆の受ける線量を公衆の線量限度以下に低減できる設計とする。 

(ⅳ) 安全機能を維持すべき期間 

本施設に必要となる安全機能を「漏出防止機能」、「移行抑制機能」及び「遮蔽機能」

とし、その機能の維持すべき期間及び考え方は、次表に示すとおりである。廃止措置の

開始後は、移行抑制機能及び遮蔽機能を期待できるように設計する。 
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安全機能 

廃止措置の開始前 
放射性廃棄物の 
受入れの開始から 
覆土完了まで 

覆土完了から 
廃止措置の開始まで 

漏出防止機能 ○ － 

移行抑制機能 － ○ 

遮蔽機能 ○ ○ 

○：安全機能を維持する 

－：考慮しない 

 

(4) 本施設の設計に関して考慮する事項 

(ⅰ) 廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間にあっ

ては放射性物質の漏出を防止し、覆土完了から廃止措置の開始までの間にあっては放射

性物質の漏出を低減するため、以下に留意した設計とする。 

・埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じて、設計

時点において合理的かつ利用可能な最善の建設・施工技術によるものであること 

・劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

・劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様であること 

・放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性物質を

収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないこと 

また、廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物

質により安全機能を損なわない設計とする。 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には、可燃性の化学物質、可燃

性ガスを発生する化学物質を含めないが、安全機能に影響を及ぼす可能性のあるその他

の化学物質として、廃棄体又は埋設設備内に含まれる有機物及び塩並びにセメント系材

料から溶出する高アルカリ成分を含む地下水による影響を考慮し、低透水性及び収着性

への影響を確認した材料を使用する設計とする。 

(ⅱ) 本施設の設計、材料の選定、建設・施工及び検査に当たっては、本施設の安全機能を

確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準に準拠する。ただし、外国の規

格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には、それ

らの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の

妥当性を明らかにし、本施設の安全機能に問題がないことを確認する。 
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本施設の設計等は、「原子炉等規制法」、「事業規則」、「許可基準規則」、「線量告示」等

に基づくとともに、必要に応じて以下の法令、基準等に準拠する。 

・建築基準法 

・労働安全衛生法 

・消防法 

・電気事業法 

・日本産業規格(JIS) 

・日本電機工業会規格(JEM) 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(日本建築学会) 

・建築基礎構造設計指針(日本建築学会) 

・建築工事標準仕様書・同解説(日本建築学会) 

・建築設備耐震設計・施工指針(日本建築センター) 

・コンクリート標準示方書(土木学会) 

・道路橋示方書・同解説(日本道路協会) 

(ⅲ) 本施設の設備を他の原子力施設と共用する場合は、本施設の安全機能を損なわない設

計とする。 

(ⅳ) 異常時の放射線障害の防止については、安全機能を有する埋設設備 7,8群及び覆土は

静的な設備であり、動的な設備・機器ではないことから、故障、誤動作又は誤操作によ

る異常の発生は想定されない。また、本施設で取り扱う廃棄体は、容器に固型化された

ものであり、放射性物質の飛散又は漏えいは起き難いとともに、放射能濃度が低く、個々

の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少ないという特徴があるため、埋設設備及び

覆土が一部破損した場合においても、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。 

そのため、「誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散」及び「その

他機器等の破損、故障、誤動作又は操作員の誤操作等に伴う放射性物質の外部放出等で

あって、公衆の放射線被ばくの観点から重要と考えられる異常」の発生は想定されず、

敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。 
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ロ 廃棄物埋設施設の位置 

敷地及び本施設の設置位置等に変更はなく、本施設の位置は変更申請対象ではないことから、

既許可の「四、イ 廃棄物埋設施設の位置」のとおり。 

ただし、事業所敷地付近概要図を第 1図に示す。また、事業所敷地内配置概要図を第 2図に

示す。 
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ハ 廃棄物埋設施設の一般構造 

(1) 耐震構造 

(ⅰ) 埋設設備 

埋設設備 7,8群の漏出防止対策の追加及び埋設を行う廃棄体の種類の追加に伴う埋設

設備の耐震構造に変更がないことから、既許可の「四、ロ (1) 耐震構造」のとおり。 

(ⅱ) その他の設備 

覆土は、弾性範囲で設計される構造部材ではなく、変形を許容した土質系材料である

ため、耐震重要度の設定及び耐震設計は不要とする。 

また、覆土は、安定した地盤の一部を掘り込んだ箇所に設置するため、地震による損

傷として、地すべりといった損傷は想定されないが、液状化が想定されるため、液状化

し難い材料を用いて適切な管理方法で施工することにより、液状化抵抗性のある設計と

する。 

 

(2) 耐津波構造 

廃棄物埋設地は、大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全機能が損なわれな

いものとする。 

廃棄物埋設地は、海岸線から約 3km離れた標高 30m以上の台地に設置し、断層のすべり

量が既往知見を大きく上回る波源を想定した場合でも、廃棄物埋設地に津波が到達する可

能性はない。 

したがって、津波によって、廃棄物埋設地の安全機能が損なわれるおそれはないことか

ら、耐津波設計は不要とする。 

 

(3) 火災又は爆発の防止に関する構造 

本施設の特徴として、放射性物質の漏出防止機能、移行抑制機能及び遮蔽機能の安全機

能を静的な設備で確保している。ここで、埋設設備は、不燃性のコンクリート構造物及び

不燃性のセメント系充填材で構成している。また、覆土は、不燃性の土質系材料を使用す

る。 

さらに、埋設設備に定置する廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本施設の操業に伴

って付随的に発生する放射性廃棄物を金属製の容器に固型化したものである。 

加えて、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質は使用しないことから、爆発は発
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生しないため、爆発による影響は考慮しない。 

以上の特徴を踏まえて、安全機能を有する施設は火災及び爆発(以下「火災等」という。)

の発生により、本施設の安全性が損なわれるおそれがないよう以下の設計とする。 

(ⅰ) 火災等の発生防止 

埋設設備は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性のコンクリート構

造物及びセメント系充填材を使用する設計とする。 

覆土は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性の土質系材料を使用す

る設計とする。 

なお、可燃物等の物品の持ち込みは必要最小限とし、適切に防火措置を講じることと

する。 

(ⅱ) 火災等の感知及び消火 

埋設設備及び覆土には火災等発生源がないことから感知及び消火のための設備は必

要としない。 

(ⅲ) 火災等の影響軽減 

埋設設備及び覆土には火災等発生源がないことから影響軽減対策は必要としない。 

(ⅳ) 異常時の放射線障害の防止 

「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、埋設設備 7,8群は不燃

性のコンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設計とすること、覆土は不燃

性の土質系材料を使用する設計とすることから、火災により廃棄体が損傷に至ることは

想定し難い。また、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質は使用しないことから、

爆発も発生しない。したがって、火災等による異常の発生は想定されず、敷地周辺の公

衆に放射線障害を及ぼすことはない。 

 

(4) 放射性物質の漏出の防止及び低減に関する構造 

(ⅰ) 放射性物質の漏出の防止に関する構造 

漏出防止機能に関する構造は、雨水及び地下水の浸入を防止する構造及び放射性物質

の漏出を防止する構造を組み合わせ、多様化した構造とする。雨水及び地下水の浸入を

防止する構造は、外周仕切設備、セメント系充填材、覆い、内部防水及びポーラスコン

クリート層により構成し、放射性物質の漏出を防止する構造は、外周仕切設備、覆い、

内部防水及びポーラスコンクリート層により構成する。 
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(ⅱ) 放射性物質の漏出の低減及び生活環境への移行の抑制に関する構造 

移行抑制機能に関する構造は、覆土完了後において、低透水性及び収着性を期待する

人工バリアと天然バリアとの組合せとする。 

人工バリアは、埋設設備、埋設設備の上面及び側面を覆う難透水性覆土、下部覆土並

びに上部覆土により構成する。天然バリアは、埋設設備の底部及び周辺に位置する岩盤

(鷹架層)により構成する。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、平常時における廃棄物埋設地からの

放射性物質の移行による公衆の受ける線量が、廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及び

スカイシャインガンマ線による公衆の受ける線量並びに周辺環境に対して放出される

放射性物質による公衆の受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる設計とす

る。その評価結果は最大で約 3.8μSv/yである。 

 

(5) 放射線の遮蔽に関する構造 

放射線の遮蔽に関する構造の変更はないことから、既許可の「四 ロ (2)その他の主要

な構造」のとおり。 

 

(6) 放射性物質の飛散防止に関する構造 

廃棄体が落下した場合に想定される廃棄体の損傷による敷地周辺の公衆及び放射線業務

従事者への影響を緩和するため、廃棄物埋設地の廃棄体定置時における廃棄体を取り扱う

高さは 7m未満とする。 

 

(7) その他の主要な構造 

(ⅰ) 外部からの衝撃による損傷の防止に関する構造 

安全機能を有する施設の外部からの衝撃による損傷の防止について、自然現象及び事

業所又はその周辺において想定される安全機能を有する施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く)(以下「人

為事象」という。)のうち、降水、低温・凍結、塩害等の平常時の環境条件として考慮す

るものに対して、必要な安全機能が損なわれないように設計する。 

安全機能を有する施設の安全機能に大きな影響を及ぼすおそれがある自然現象及び

人為事象の選定については、国内外の基準及び文献調査により自然現象及び人為事象を
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網羅的に抽出し、検討対象として、洪水、土石流、地すべり、火山の影響及びダムの崩

壊を選定した。検討対象として選定した自然現象及び人為事象について、敷地及び敷地

周辺の自然環境や状況等を考慮して検討した結果、埋設する放射性廃棄物の受入れの開

始から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地の安全機能に大きな影響を及ぼ

す自然現象及び人為事象はないため、外部からの衝撃による損傷の防止に関する構造設

計は不要とする。 

なお、自然現象及び人為事象により、安全機能を有する施設に損傷が発生した際には、

安全上支障のない期間内において、速やかに修復する。 
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ニ 廃棄物埋設地の構造及び設備 

廃棄物埋設地のうち、変更申請対象となる設備は、埋設設備 7,8群及び覆土である。 

(1) 構造及び設備 

廃棄物埋設地は、管理建屋から運搬した廃棄体を埋設する場所であり、埋設設備、排水・

監視設備及び覆土により構成する。 

廃棄物埋設地には、40基の埋設設備を設置し、1基当たり廃棄体約 1,024m3(200Lドラム

缶 5,120 本相当)を埋設する。また、埋設設備 5基を 1 埋設設備群とする埋設設備群 8群

で構成する。 

(ⅰ) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備は、岩盤(鷹架層)を掘り下げて設置するものとし、外周仕切設備、内部仕切

設備、廃棄体支持架台、セメント系充填材、覆い、コンクリート仮蓋及び内部防水によ

り構成する。埋設設備は、低透水性、ひび割れ抑制、充填性、防水性及び遮蔽性を確保

できるように考慮した設計とする。 

埋設設備の構造は、外形寸法が約 24.4m(幅)×約 24.4m(奥行き)×約 6.2m～6.3m(高

さ)であり、底部及び側部は外周仕切設備、上部は覆いにより構成する。埋設設備の内部

は、内部仕切設備により 1基当たり 4行 4列の 16区画とする。 

区画した内部には、廃棄体を定置するための廃棄体支持架台を設置し、8行、5列、8

段積みで廃棄体を定置する。廃棄体の定置後は、有害な空隙が残らないようにセメント

系充填材を充填する。 

廃棄体の定置開始から覆い施工開始までの間において、作業時を除き、区画の開口部

にコンクリート仮蓋を設置する。 

埋設設備概要図を第 3図に示す。 

排水・監視設備は、ポーラスコンクリート層、排水管及び点検路により構成し、排水

性を確保できる設計とする。 

排水性を有するポーラスコンクリート層は、埋設設備の外周仕切設備及び覆いとセメ

ント系充填材との間に設置する。排水管は、集水した水を排水できるよう設置する。点

検路は、鉄筋コンクリート製の構造物で構成し、排水管からの排水を回収できるよう設

置する。 

排水・監視設備概要図を第 4図に示す。 

埋設設備及び排水・監視設備の主要な部位の主な仕様は、次表に示すとおりである。 
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設備 主要な部位 主な仕様*1 

埋設設備 外周仕切設備 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.6N/mm2以上 

水結合材比：55%以下 

最大ひび割れ幅設計目標値：0.1mm 

厚さ：50cm(側壁)、60cm(底版) 

密度：2,100kg/m3以上 

内部仕切設備 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.6N/mm2以上 

厚さ：40cm 

密度：2,100kg/m3以上 

廃棄体支持架台 材料：鉄筋コンクリート 

ポーラスコンクリート層と廃棄体間の厚さ：40cm 

密度：1,600kg/m3以上 

セメント系充填材 材料：モルタル 

モルタルの設計基準強度：10.0N/mm2以上 

流動性：スランプフロー65cm以上 

ポーラスコンクリート層と廃棄体間の厚さ：40cm 

密度：1,600kg/m3以上 

覆い 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.6N/mm2以上 

水結合材比：55%以下 

最大ひび割れ幅設計目標値：0.1mm 

厚さ：50cm 

密度：2,100kg/m3以上 

コンクリート仮蓋 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.0N/mm2以上 

厚さ：60cm 

密度：2,100kg/m3以上 

内部防水 防水性を有する材料を設置 

*1：各部位の厚さは、許容誤差を含まない設計寸法。 



1号－21 

 

設備 主要な部位 主な仕様*1 

排水・監視設備 ポーラスコンクリート層 材料：ポーラスコンクリート及びコンクリート 

ポーラスコンクリートの設計基準強度：10.0N/mm2

以上 

厚さ：10cm 

ポーラスコンクリートの透水係数：1.0×10-3m/s以

上 

排水性：排水管に向かって勾配がついていること 

排水管 材料：ステンレス鋼 

口径：50A 

排水性：外側に向かって勾配がついていること及び

排水回収作業用に弁が設置されていること 

点検路 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.6N/mm2以上 

*1：各部位の厚さは、許容誤差を含まない設計寸法。 

 
(ⅱ) 覆土 

覆土は、掘削された廃棄物埋設地を土砂等で埋め戻すものであり、埋設設備の上面及

び側面に設置する難透水性覆土、これを覆う下部覆土及び上部覆土により構成する。 

難透水性覆土は、埋設設備の底面及び埋設設備間において幅 2.5m 以下となる狭隘部

(以下「埋設設備間狭隘部」という。)を除く外周部に設置する。下部覆土は、難透水性

覆土の外周部及び埋設設備間狭隘部に設置する。上部覆土は、下部覆土の上部に設置す

る。覆土概要図を第 5図に示す。 

移行抑制機能を確保する観点から、覆土の低透水性は、力学的影響及び化学的影響に

よる長期的な性能低下に配慮した設計とする。 

覆土の主な仕様は次表に示すとおりである。 
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設備 主要な部位 主な仕様 

覆土 難透水性覆土 材料：ベントナイト混合土 

透水係数(施工時点)：巨視的透水係数*1 として

1.0×10-10m/s以下 

厚さ：2m以上 

密度：1,100kg/m3以上 

下部覆土 材料：現地発生土に必要に応じてベントナイト、砂

及び砕石を混合 

透水係数(施工時点)：巨視的透水係数*1 として

1.0×10-8m/s以下 

厚さ：2m以上 

密度：1,100kg/m3以上 

上部覆土 材料：現地発生土に必要に応じて砂及び砕石を混合 

透水係数(施工時点)：廃棄物埋設地周辺の第四紀層

の透水係数と同程度 

厚さ：難透水性覆土及び下部覆土とあわせて埋設設

備上面から 6m以上 

*1：空間的なばらつきを考慮しても主要な部位ごとに全体として期待できる透水係数をいう。 

 

(2) 最大埋設能力 

最大埋設能力に変更はないことから、既許可の「四、ニ (2) 最大埋設能力」のとお

り。 
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ホ 坑道の構造 

該当なし。 
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へ 放射性廃棄物の受入施設の構造及び設備 

放射性廃棄物の受入施設は、既許可では記載がないが設置している設備(以下「既設設備」

という。)であり、構造、主要な設備及び機器の種類並びに受け入れる放射性廃棄物の最大受

入能力に変更はなく、変更申請対象ではないことから、既許可の「四、ホ 放射性廃棄物の受

入れ施設の構造及び設備」のとおり。なお、放射性廃棄物の受入施設は、埋設クレーンを除き、

1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 
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ト 放射線管理施設の設備 

放射線業務従事者を放射線から防護するために放射線量を監視及び管理する並びに必要な

情報を適切な場所に表示する放射線管理施設を設置する。放射線管理施設の設備及び主要な機

器の種類は、次表に示すとおりである。 

(1) 屋内管理用の主要な設備及び機器の種類 
(ⅰ) 個人管理用測定設備 

放射線業務従事者及び一時立入者の外部被ばくに係る線量当量を測定するため、個人

線量当量測定器を設置する。 

なお、個人線量当量測定器は既許可から変更がない設備(以下「既許可設備」という。)

であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅱ) 放射線監視・測定設備 

外部放射線に係る線量当量率及び線量当量、空気中の放射性物質濃度並びに作業区域

等の表面の放射性物質の密度を監視及び測定するため、ダストサンプラ及び放射線サー

ベイ機器を設置する。また、空間線量率を測定するため、エリアモニタを設置し、管理

建屋の排気口における放射性物質の濃度を監視及び測定するために排気用モニタを設

置する。さらに、汚染管理を行うために、放射線サーベイ機器を設置する。 

なお、放射線サーベイ機器、エリアモニタ及び排気用モニタは、既許可設備並びにダ

ストサンプラは既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄

物埋設施設で共用する。 

(ⅲ) 試料分析関係設備 

空気中の放射性物質濃度の測定を行うため、放射能測定装置を設置する。 

なお、放射能測定装置は既許可設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及

び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅳ) 出入管理設備 

管理区域への出入管理を行うため、管理建屋にゲートを設置する。 

なお、ゲートは既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃

棄物埋設施設で共用する。 

(ⅴ) 除染設備 

汚染発生時の除染を行うため、シャワーを設置する。 

なお、シャワーは既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号
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廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅵ) 表示設備 

放射線管理に必要な情報を適切な場所に表示するため、廃棄物埋設地等に管理区域を

設定する場合には、壁、柵等の区画物によって区画するほか、外部放射線に係る線量、

空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質の表面密度の基準により区域区分し、管理区

域である旨及び区域区分の状況を示す標識を管理区域の出入り口付近の目のつきやす

い箇所に設置する。 

また、管理区域の設定範囲を表示するとともに、外部放射線に係る線量、空気中の放

射性物質の濃度及び放射性物質の表面密度の基準による区域区分の状況を表示するた

め表示板を管理建屋のゲート付近に設置する。 

なお、標識及び表示板は既設設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び

3号廃棄物埋設施設で共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1：既許可設備 

*2：既設設備 

 

  

設   備 主要な機器 

個人管理用測定設備 個人線量当量測定器*1 

放射線監視・測定設備 

放射線サーベイ機器*1 

ダストサンプラ*2 

エリアモニタ*1 

排気用モニタ*1 

試料分析関係設備 放射能測定装置*1 

出入管理設備 ゲート*2 

除染設備 シャワー*2 

表示設備 
標識*2 

表示板*2 
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(2) 屋外管理用の主要な設備及び機器の種類 
(ⅰ) 個人管理用測定設備 

放射線業務従事者及び一時立入者の外部被ばくに係る線量当量を測定するため、個人

線量当量測定器を設置する。 

なお、個人線量当量測定器は既許可設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、

2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅱ) 放射線監視・測定設備 

外部放射線に係る線量当量率及び線量当量、空気中の放射性物質濃度並びに作業区域

等の表面の放射性物質の密度を監視及び測定するため、ダストサンプラ及び放射線サー

ベイ機器を設置する。また、汚染管理を行うために放射線サーベイ機器を設置する。 

なお、放射線サーベイ機器は既許可設備、ダストサンプラは既設設備であり、1 号廃

棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅲ) 試料分析関係設備 

空気中の放射性物質濃度の測定を行うため、放射能測定装置を設置する。 

なお、放射能測定装置は既許可設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及

び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅳ) 出入管理設備 

管理区域への出入管理を行うため、管理建屋にゲートを設置する。 

なお、ゲートは既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃

棄物埋設施設で共用する。 

(ⅴ) 除染設備 

汚染発生時の除染を行うため、シャワーを設置する。 

なお、シャワーは既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号

廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅵ) 表示設備 

放射線管理に必要な情報を適切な場所に表示するため、廃棄物埋設地等に管理区域を

設定する場合には、壁、柵等の区画物によって区画するほか、外部放射線に係る線量、

空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質の表面密度の基準により区域区分し、管理区

域である旨及び区域区分の状況を示す標識を管理区域の出入り口付近の目のつきやす

い箇所に設置する。 
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また、管理区域の設定範囲を表示するとともに、外部放射線に係る線量、空気中の放

射性物質の濃度及び放射性物質の表面密度の基準による区域区分の状況を表示するた

め表示板を管理建屋のゲート付近に設置する。 

なお、標識及び表示板は既設設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び

3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅶ) その他 

周辺監視区域境界付近における外部放射線に係る線量当量を測定するため、モニタリ

ングポイント(積算線量計)を設置する。 

また、濃縮・埋設事業所敷地内の気象状況を観測するため、気象観測機器を設置する。 

なお、モニタリングポイント(積算線量計)及び気象観測機器は既許可設備であり、1号

廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1：既許可設備 

*2：既設設備 

*3：ウラン濃縮工場と共用 

 

  

設   備 主要な機器 

個人管理用測定設備 個人線量当量測定器*1 

放射線監視・測定設備 
放射線サーベイ機器*1 

ダストサンプラ*2 

試料分析関係設備 放射能測定装置*1 

出入管理設備 ゲート*2 

除染設備 シャワー*2 

表示設備 
標識*2 

表示板*2 

放射線管理設備 モニタリングポイント(積算線量計)*1*3 

その他の設備 気象観測機器*1*3 
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チ 監視測定設備 

(1) 主要な計装設備の種類 

(ⅰ) 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視及び測定 

a. 排水中の放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、埋設設備から

の放射性物質の漏えいを監視するため、排水・監視設備からの排水中に含まれる放射性

物質の濃度、必要に応じて線量を監視及び測定する。この監視及び測定のため、廃棄物

埋設地に排水・監視設備を設置する。排水・監視設備は、ポーラスコンクリート層、排

水管及び点検路により構成し、ポーラスコンクリート層で集水して、排水管からの排水

を回収できるよう点検路を設置する。また、管理建屋に放射能測定装置及び放射線サー

ベイ機器を設置する。 

廃棄物埋設地に設置する排水・監視設備は、既許可設備である。ただし、排水・監視

設備のうち点検路の構造を変更する。また、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器は、

放射線管理施設の既許可設備であり、既許可から監視及び測定の方法及び場所に変更が

なく、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

b. 地下水中の放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地からの放射性物質の漏

えいを監視するため、廃棄物埋設地近傍(地下水流向の下流側)における地下水中の放射

性物質の濃度、必要に応じて線量を監視及び測定する。また、埋設する放射性廃棄物の

受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、周辺監視区域境界付近における地

下水中の放射性物質の濃度、必要に応じて線量を監視及び測定する。これらの監視及び

測定のため、廃棄物埋設地近傍(地下水流向の下流側)及び周辺監視区域境界付近に地下

水採取孔を設置する。また、管理建屋に放射能測定装置及び放射線サーベイ機器を設置

する。 

周辺監視区域境界付近に設置する地下水採取孔は、既設設備であり、監視及び測定の

方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋

設施設で共用する。また、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器は、放射線管理施設

の既許可設備であり、既許可から監視及び測定の方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄

物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 
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(ⅱ) 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の監視及び測定 

a. 周辺監視区域境界付近における線量の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、周辺監

視区域境界付近における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による線量を監視

及び測定する。この監視及び測定のため、周辺監視区域境界付近にモニタリングポイン

ト(積算線量計)を設置する。 

モニタリングポイント(積算線量計)は、放射線管理施設の既許可設備であり、既許可

から監視及び測定の方法及び場所に変更がなく、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号

及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

b. 排気中の放射性物質の濃度の監視測定設備 

管理建屋から放出する気体廃棄物中の放射性物質の濃度を監視及び測定する。この監

視及び測定のため、管理建屋に排気用モニタ及び放射能測定装置を設置する。 

排気用モニタ及び放射能測定装置は、放射線管理施設の既許可設備であり、既許可か

ら監視及び測定の方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号

及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

c. 排水中の放射性物質の濃度の監視測定設備 

管理建屋から放出する液体廃棄物中の放射性物質の濃度を監視及び測定する。この監

視及び測定のため、管理建屋に放射能測定装置を設置する。 

放射能測定装置は、放射線管理施設の既許可設備であり、既許可から監視及び測定の

方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋

設施設で共用する。 

d. 放射性物質の濃度及び線量の表示 

事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を表示する設備を管理

建屋内に設置する。 

(ⅲ) 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視及び測定 

定期的な評価等に必要なデータを取得するため、漏出防止機能、人工バリア及び天然

バリアの移行抑制機能並びに移行抑制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲

の状況を対象として監視及び測定する。 

a. 放射性物質の漏出を防止する機能の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、埋設設備の漏
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出防止機能が維持されていることを確認するため、排水・監視設備からの排水量及び排

水・監視設備からの排水中に含まれる放射性物質の濃度、必要に応じて線量を監視及び

測定する。この監視及び測定のため、排水・監視設備、放射能測定装置及び放射線サー

ベイ機器を設置する。 

排水・監視設備は、既許可設備である。また、放射能測定装置及び放射線サーベイ機

器は、放射線管理施設の既許可設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び

3号廃棄物埋設施設で共用する。 

b. 放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能の監視測定

設備 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地の移行抑制機能が維持

されていることを確認するため、人工バリア及び天然バリアの収着性及び低透水性の変

化を監視及び測定する。各バリアの損傷を防止する観点から、廃棄物埋設地の近傍で埋

設設備と同程度の深度に供試体を埋設し、状態の変化を確認する類似環境下での原位置

試験を行うとともに、必要に応じそれを補完する室内試験を実施する。監視及び測定の

対象とする項目は、廃棄物埋設地の安全性を確認する観点から、線量評価パラメータの

うち線量への感度が大きく、有意に変化が生じ得る可能性があるもの並びにこれらに関

係する種々の影響因子及び前提条件から選定する。 

移行抑制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視及び測定のた

め、廃棄物埋設地、廃棄物埋設地近傍(地下水流向の上流及び下流)及び周辺監視区域境

界付近に地下水位測定孔並びに廃棄物埋設地近傍(地下水流向の下流)に地下水採取孔

を設置する。また、管理建屋等に水質の分析装置を設置する。 

周辺監視区域境界付近に設置する地下水位測定孔は、既設設備であり、1 号廃棄物埋

設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

 

(2) その他の主要な事項 

(ⅰ) 監視測定設備における留意事項 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視及び測定において、放

射性物質の濃度の測定は屋内で実施することを考慮し、監視測定設備は、実用上必要な

精度として、「線量告示」に定められた周辺監視区域外の水中の濃度限度に対して 100分

の 1程度の値を測定できる性能を有した設計とする。また、測定期間が長期にわたるこ
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とから、必要に応じて測定設備の更新を行う。 

廃棄物埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する地下水採取孔及び地下水位測定孔は、

移行抑制機能を著しく損なわない設計とする。移行抑制機能を著しく損なわないとは、

これらを設置することにより、難透水性覆土、下部覆土又は岩盤(鷹架層)の主要な移行

抑制機能である低透水性に著しい影響が生じないこととする。 

(ⅱ) 監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質の漏えいの対策 

廃止措置の開始後に監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質の異常な漏

えいが生じないようにする対策として、覆土が完了し、排水・監視設備による監視及び

測定が終了した後に、有害な空隙が残らないように、点検路の解体及び埋戻しを行う。

同様に、廃棄物埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する地下水採取孔及び地下水位測定

孔は、各孔による監視及び測定が終了した後に、有害な空隙が残らないように、それぞ

れの孔内の埋戻しを行う。 
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リ その他廃棄物埋設地の附属施設の構造及び設備 

(1) 気体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される気体廃棄物の放射

能濃度は、周辺監視区域外における空気中の濃度限度を大きく下回り、空気中の濃度限

度を超えることは想定されず、気体廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設及び保管廃

棄する施設は設置しないことから、既許可からの変更はない。また、告示濃度以下の気

体廃棄物を排気口から放出する。 

(ⅱ) 主要な設備及び機器 

該当なし 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

該当なし 

(ⅳ) 廃気槽の最大保管能力 

該当なし 

(ⅴ) 排気口の位置 

排気口の位置は、管理建屋屋上とする。 

 

(2) 液体廃棄物の廃棄施設 

液体廃棄物処理設備は、周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に

低減できるよう、1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設において発生する放射性廃棄物を処理

する能力を有することから、以下の記述を除き、既許可の「四、ト (2) 液体廃棄物の廃

棄施設」のとおりとし、1号廃棄物埋設施設の廃棄施設について 1号、2号及び 3号廃棄物

埋設施設で共用する。ただし、排水口の位置の区分を(ⅳ)から(ⅴ)とする。なお、液体廃

棄物中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取に係る線量で約 1.7×10-2μSv/y であ

る。これに平常時における本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線によっ

て公衆が受ける線量並びに廃棄物埋設地の外への放射性物質の移行によって公衆の受ける

線量を含めても約 23μSv/yである。 

(ⅰ) 構造 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される液体廃棄物は、排

水・監視設備からの排水及び排水の分析において付随的に発生する廃液並びに設備・機
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器の点検、保修により発生する廃液である。これらは必要に応じてろ過等の処理を行っ

た後、放射性物質の濃度が周辺監視区域外の水中の濃度限度を十分下回ることを確認し

て、事業所外へ放出できる構造とする。また、告示濃度以下の液体廃棄物を排水口から

放出する。 

(ⅳ) 廃液槽の最大保管廃棄能力 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生する液体廃棄物の量は、液体廃棄物

処理設備の処理能力に対して十分小さく、廃液槽は設置しないことから、該当なし。 

 

(3) 固体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物処理設備は、液体廃棄物処理設備で発生する使用済樹脂等をドラム缶に固型

化するのに十分対処できる処理能力を有する。また、保管廃棄施設は、1号、2号及び 3

号廃棄物埋設施設において発生する固体廃棄物を保管廃棄するのに十分な容量を有する。

さらに、保管廃棄施設で保管廃棄する放射性廃棄物は固体廃棄物のみであり、固体廃棄物

はドラム缶に固型化する等の放射性物質の飛散を防止する措置を講じて保管廃棄し、保管

廃棄施設での放射性物質による汚染の拡大はないことから、固体廃棄物の廃棄施設は、既

許可の「四、ト (3) 固体廃棄物の廃棄施設」のとおりとし、1号廃棄物埋設施設の廃

棄施設について 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

 

(4) 予備電源設備の構造 

本施設の安全機能は、静的な設備・機器で確保しており、安全機能を維持する上で予備

電源の確保が必要な設備はないことから、該当する施設はなし。 

 

(5) 通信連絡設備等の構造 

(ⅰ) 通信連絡設備 

事業所には、異常が発生した場合において事業所内の管理建屋、1号、2号及び 3号

廃棄物埋設地へ通信連絡を行う所内通信連絡設備及び事業所外の通信連絡をする必要

がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備を設置する。なお、通信連絡設備は既

設設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用

する。 

所内通信連絡設備は、本施設に異常が発生した場合において、事業所内にいる人に
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対し退避又は作業指示の連絡を行うための機能を有し、事業所内の各所の者へ連絡を

行うことができる設計とし、ページング設備、所内携帯電話、業務用無線設備(アナロ

グ式)、業務用無線設備(デジタル式)の異なる通信回線を使用することにより、多様性

を確保するとともに、複数の設備を設置する。 

所外通信連絡設備は、本施設に異常が発生した場合において、事業所外の通信連絡を

行う必要がある場所と通信連絡ができる設計とし、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、

携帯電話、衛星電話の異なる通信回線を使用することにより、多様性を確保するととも

に、複数の設備を設置する。 

通信連絡設備は、異常が発生した場合であっても、通信連絡ができるようバッテリ及

び非常用電源設備の供給電源設備を設置する。 

管理建屋内へ警報装置を設置し、サイレンを鳴動させることができる設計とし、サイ

レンを鳴動させるスイッチは制御室に設置する。 

(ⅱ) 安全避難通路 

管理建屋及び廃棄物埋設地には、事業所内の人が退避するための設備として、安全避

難通路を設置する。 

a. 管理建屋における安全避難通路 

管理建屋には、災害時において、管理建屋内から屋外へ安全に人が退避するため、建

築基準法に準拠し、人の立ち入る区域から出口までの通路、階段を安全避難通路として

設置する。 

また、安全避難通路には、建築基準法に準拠し、外部電源喪失時に機能する非常用照

明設備を設置するとともに、消防法に準拠し、単純、明確かつ永続的な避難方向を明示

した標識を設置する。 

b. 廃棄物埋設地における安全避難通路 

(一) 覆土開始まで 

廃棄物埋設地には、災害時において、人の安全な退避のため、安全避難通路を

設置する。安全避難通路には、単純、明確かつ永続的な避難方向を明示した標識

を設置する。廃棄物埋設地には、可搬型照明を設置する。 

(二) 覆土開始から覆土完了までの間 

廃棄物埋設地に設置する点検路には、災害時において、人の安全な退避のた

め、安全避難通路を設置する。 
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安全避難通路には、外部電源喪失時に機能する非常用照明及び単純、明確かつ

永続的な避難方向を明示した標識を設置する。 

 

(6) その他の主要な事項 

該当なし。 
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ヌ 廃棄の方法 

第二種廃棄物埋設の方法及び工程の変更はないことから、既許可の「四、チ 廃棄の方法」

のとおり。 

  



1号－38 

 

五、 放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時

期 

本施設では、廃棄物埋設地の管理を実施するに当たり、「原子炉等規制法」等に基づき放射

能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置を設定する。 

なお、本施設の廃止措置の認可を受ける日までの 10 年を超えない期間ごと及び放射能の減

衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置を変更しようとするとき

又は廃止措置計画を定めようとするときに、最新の技術的知見を踏まえて、核燃料物質等によ

る放射線の被ばく管理に関する評価を行い、「許可基準規則」への適合性を確認する。また、

この結果を踏まえて、本施設の保全のために必要な措置を講じる。 

放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置及び変更予

定時期は、以下のとおりである。 

イ 周辺監視区域は、本施設への放射性廃棄物の受入れに先立って設定して、その廃止時期は、

廃棄物埋設地の覆土が完了し、管理建屋の供用が終了した後とする。 

 

ロ 埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間は、埋設保全区域を設定して、

標識を設置するとともに、埋設設備からの放射性物質の漏えいを監視し、公衆に放射線障害が

生じるおそれのある放射性物質の異常な漏えいがあったと認められる場合には、速やかに埋設

設備の修復その他必要に応じて適切な措置を講ずる。この段階の終了予定時期は、1群埋設開

始以降、埋設設備 1群から 6群を 35年以内、埋設設備 7,8群を 43年以内とする。 

 

ハ 覆土完了から廃止措置の開始までの間は、埋設保全区域を設定して、標識を設置するととも

に、廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視し、必要に応じて放射性物質の移行抑制機

能を回復するための適切な措置を講ずる。この段階の終了予定時期は、当該廃棄物埋設地の保

全に関する措置を必要としない状態に移行する時期とし、同一事業所内の他廃棄物埋設地の保

全措置の終了時期等を考慮した上で、本施設の覆土完了後 300年とする。 

なお、廃棄物埋設事業の廃止に当たっては、「原子炉等規制法」等に基づき必要な措置を講

ずる。 
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七、 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

別紙 1「七、 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関

する事項」のとおり。 
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第 3 図 埋設設備概要図(平面図及び断面図) 
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第 4 図 排水・監視設備概要図(平面図及び断面図) 
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添 付 書 類 二 

 

 

変更に係る第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
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別添 1「添付書類二」のとおり。 
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変更に係る廃棄物埋設施設の場所における気象、地盤、地質、水理、地震、社会環境等の
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･･････1 号－3－125 
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状図 

･･････1 号－3－126 

添 3ト-第 25図 Loc.B01 における八甲田カルデラの噴出物に

着目した地質柱状図等 

･･････1 号－3－127 

添 3ト-第 26図 八甲田山におけるインダクションベクトル

の実部の分布 

･･････1 号－3－128 

添 3ト-第 27図 八甲田山の比抵抗構造 ･･････1 号－3－129 

添 3ト-第 28図 八甲田山付近における地震活動 ･･････1 号－3－130 

添 3ト-第 29図 八甲田山を囲む電子基準点間の基線長の時

間変化（斜距離成分） 
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添 3ト-第 30図 八甲田山付近の一等水準路線の上下変動の

期間内変動量 

･･････1 号－3－132 

添 3ト-第 31図 北八甲田火山群起源の設計対応不可能な火
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添 3ト-第 32図 南八甲田火山群起源の設計対応不可能な火

山事象の分布 

･･････1 号－3－134 

添 3ト-第 33図 地理的領域内の第四紀火山起源の主な降下

火砕物の分布 

･･････1 号－3－135 

添 3ト-第 34図 地理的領域外の第四紀火山起源の主な降下

火砕物の分布 

･･････1 号－3－136 

添 3ト-第 35図 洞爺カルデラの階段ダイアグラム ･･････1 号－3－137 

添 3ト-第 36図 甲地軽石に着目した地質調査結果 ･･････1 号－3－138 

添 3ト-第 37図 再処理敷地で確認された甲地軽石の堆積状

況 

･･････1 号－3－139 
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添 3ト-第 39図 降下火砕物シミュレーションの解析結果

(1/2)(月別平年値の風：9 時) 

･･････1 号－3－141 

 降下火砕物シミュレーションの解析結果

(2/2)(月別平年値の風：21 時) 

･･････1 号－3－142 

添 3ト-第 40図 降下火砕物シミュレーションの解析結果(風

向きの不確かさを考慮) 

･･････1 号－3－143 

添 3ト-第 41図 甲地軽石の密度試験結果 ･･････1 号－3－144 

 

 

以下の図表については、別添 1 に示す図表のとおり。 

添 3 ニ-第 1 表 事業所敷地周辺の被害地震(1/3)～(3/3) 

添 3 ホ-第 1 表 青森県、六ヶ所村及び周辺地域の市町村別人口、世帯数及び人口密

度 

添 3 ホ-第 2 表 青森県、六ヶ所村及び周辺地域の市町村別の人口推移 

添 3 ホ-第 3 表 廃棄物埋設施設付近の集落の人口及び世帯数 



 
 

添 3 ホ-第 4 表 学校の生徒数、幼保連携型認定こども園の園児数及び医療機関の病

床数 

添 3 ホ-第 5 表 六ヶ所村における就業者数 

添 3 ホ-第 6 表 農作物作付け生産状況 

添 3 ホ-第 7 表 飼養経営体数及び飼養頭羽数 

添 3 ホ-第 8 表 海産物別漁獲量(1/2)～(2/2) 

添 3 ホ-第 9 表 河川・湖沼別魚類別漁獲量 

添 3 ホ-第 10 表 六ヶ所村の土地利用状況 

  

添 3 ニ-第 1 図 事業所敷地周辺の被害地震の震央分布 

(事業所敷地からの震央距離 200km 程度以内) 

添 3 ニ-第 2 図 事象所敷地周辺の被害地震の震央分布 

(事業所敷地からの震央距離 200km 程度以遠) 

添 3 ニ-第 3 図 事業所敷地周辺の被害地震のマグニチュード－震央距離 

添 3 ホ-第 1 図 廃棄物埋設施設付近の集落、学校、幼保連携型認定こども園及び医

療機関の位置図 

添 3 ホ-第 2 図 漁業権状況 

添 3 ホ-第 3 図 廃棄物埋設施設周辺の主要な道路、鉄道及び港湾 

添 3 ホ-第 4 図 六ヶ所都市計画図 
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イ 気象 

気象は、異常時評価の対象設備である既設設備に構造及び設備の変更がなく、

異常時評価に用いる気象条件を更新する必要がないことから、「廃棄物埋設事業

変更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付け、10 安(廃規)第 49 号をもって事業変

更許可)の「添付書類三 イ 気象」のとおり。 
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ロ 地盤、地質 

地盤の支持力の評価は、埋設設備による荷重が最大かつ周囲に覆土がない状態

で行っており、覆土の仕様の変更による影響はない。1 号埋設設備 7,8 群の漏出防

止対策として内部防水の材料の設置とひび割れを抑制した設計があるが、埋設設

備の自重に与える影響が十分小さいことから地盤の支持力の評価に影響はない。

地盤の変形及び変位の評価は、廃棄物埋設地の支持地盤を対象としており、廃棄物

埋設施設の位置に変更はないことから、1 号埋設設備 7,8 群の漏出防止対策の追加

及び覆土の仕様の変更による影響はない。したがって、地盤、地質は、「廃棄物埋

設事業変更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付け、10 安(廃規)第 49 号をもって

事業変更許可)の「添付書類三 ロ 地盤」のとおり。 
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ハ 水理 

水理は、廃棄物埋設施設の位置に変更はないことから、「廃棄物埋設事業変更

許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付け、10 安(廃規)第 49 号をもって事業変更許

可)の「添付書類三 ハ 水理」のとおり。 
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ニ 地震 

地震は、別添 1「添付書類三 ニ 地震」のとおり。 
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ホ 社会環境 

社会環境は、別添 1「添付書類三 ホ 社会環境」のとおり。ただし、「本施設」

は「1 号廃棄物埋設施設」と読み替える。 
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へ 津波 

(1) 検討の基本方針 

津波評価に当たっては、既往津波に関する調査として、文献調査により既往津波

の規模観を把握し、敷地に津波が到達した履歴がないことを確認する。次に、既往

知見を踏まえた津波の評価として、敷地に影響を与える可能性が最も大きい地震

に起因する津波の評価を行い、想定される津波の規模観について把握する。 

以上の結果を踏まえて、安全機能を有する施設の安全性評価として、津波に対し

て安全機能が損なわれるおそれがないことを確認する。また、すべり量が既往知見

を大きく上回る波源モデルについても、津波に対して安全機能が損なわれるおそ

れがないことを確認する。 

なお、評価に当たっては、当社再処理施設における津波影響評価(「日本原燃株

式会社再処理事業所再処理事業変更許可申請書」(令和 2 年 7 月 29 日付け許可 原

規規発第 2007292 号))を参考にした。 

 

(2) 既往津波に関する検討 

(ⅰ) 文献調査 

a. 既往津波 

敷地周辺に影響を及ぼしたと考えられる既往津波について、宇佐美ほか

(2013)(1)、渡辺(1998)(2)、気象庁の発表等(3)～(21)により、文献調査を行った。 

(a) 近地津波 

敷地周辺に影響を及ぼしたと考えられる津波規模 m(宇佐美ほか(2013)(1))

が 2 以上の主な既往の近地津波を添 3 へ-第 1 表に、敷地周辺における主な

既往の近地津波の津波高を添 3 へ-第 2 表に示す。また、主な既往津波高とそ

の位置を添 3 へ-第 1 図に示す。 

敷地周辺に影響を及ぼしたと考えられる主要な津波として、津波の大きさ、

波源からの伝播距離及び津波による被害の大きさを考慮し、敷地周辺に影響

を及ぼしたと考えられる主要な津波として、1611 年の津波、1677 年の津波、

1856 年の津波、1896 年明治三陸地震津波、1933 年昭和三陸地震津波、1968

年十勝沖地震に伴う津波及び 2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波の 7

つの津波を抽出した。抽出した津波の推定波源域については添 3 へ-第 2 図
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に示す。 

2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波以前の津波高について、敷地近傍

を含む鮫・蕪島より北方の範囲で比較する。 

敷地北方の記録においては、1856 年の津波が、むつ市大畑・湊で津波高 4m、

函館市函館で津波高 3m であり、他の津波と比較して大きい。一方、敷地南方

の記録においては、1968 年十勝沖地震に伴う津波が、三沢市塩釜で 5.1m、八

戸市河原木で最大 4.8m であり、他の津波と比較して大きい。この津波による

尾駮の記録は、1.2m～1.5m である。 

さらに、相田(1977)(17)によれば、添 3 へ-第 3 図に示すように、数値シミ

ュレーションによる 200m 等深線上の波高を基にした、海岸での平均的な津

波高が示されている。これによると、八戸付近より北方においては 1856 年の

津波が最大となっている(相田(1977)(17)以降の津波を除く)。 

また、2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波の津波高は、添 3 へ-第 2

表及び添 3 へ-第 1 図に示すとおり、敷地近傍の出戸から新納屋の範囲にお

いては、1968 年十勝沖地震に伴う津波とほぼ同程度の大きい津波である。こ

の津波による尾駮の記録は、3.5m である。 

以上より、敷地近傍に影響を及ぼしたと考えられる近地津波は、1856 年の

津波、1968 年十勝沖地震に伴う津波及び 2011 年東北地方太平洋沖地震に伴

う津波と評価する。 

(b) 遠地津波 

敷地周辺に影響を及ぼした主な既往の遠地津波を添 3 へ-第 3 表に、敷地

周辺における主な既往の遠地津波の津波高を添 3 へ-第 4 表に示す。 

敷地周辺に来襲した遠地津波の中では、1960 年チリ地震津波が八戸市河原

木で最大 5.3m であり、敷地近傍の出戸から新納屋の範囲における津波高は、

尾駮で 1.0m が記録されている。 

そのため、遠地津波の津波高は近地津波の津波高を上回るものではないと

評価する。 

(c) 既往津波の調査結果 

既往津波に関する文献調査の結果、敷地近傍に大きな影響を及ぼしたと考

えられる既往津波は、1856 年の津波、1968 年十勝沖地震に伴う津波及び 2011
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年東北地方太平洋沖地震に伴う津波と評価する。 

b. 潮位 

敷地近傍における潮位の観測は、国土交通省港湾局むつ小川原港で実施され

ている。2008 年 4 月から 2013 年 3 月までの観測結果によると潮位は以下のとお

りである。 

最高潮位      T.M.S.L.＋0.999m 

朔望平均満潮位  T.M.S.L.＋0.670m 

平均潮位      T.M.S.L.＋0.049m 

朔望平均干潮位  T.M.S.L.－0.767m 

最低潮位      T.M.S.L.－1.04m 

(ⅱ) 既往津波の再現性の確認 

a. 対象津波 

解析モデル及び計算方法の妥当性確認のため、既往津波について数値シミュ

レーションを行い、計算結果と実際の津波痕跡高との比較による既往津波の再

現性の検討を行った。 

再現性の検討においては、過去に敷地近傍に大きな影響を及ぼしたと考えら

れる津波である 1856 年の津波、1968 年十勝沖地震に伴う津波及び 2011 年東北

地方太平洋沖地震に伴う津波を対象とした。これらの波源モデルのうち、1856 年

の津波及び 1968 年十勝沖地震に伴う津波の波源モデルの位置及び諸元を添 3 へ

-第 4 図に示す。2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波の波源モデルについて

は、内閣府(2012)(23)において示される波源モデルとした。 

津波に伴う水位変動の評価は、弾性体理論(Mansinha and Smylie(1971)(24))に

基づき海面変位を算定した上で、非線形長波理論に基づき、差分法による平面二

次元モデルによる津波シミュレーションプログラムを用いて実施した。また、敷

地は尾駮沼に隣接していることから、尾駮沼からの遡上を考慮できるモデルを

設定した。数値シミュレーションにおける主な計算条件を添 3へ-第 5表に示す。 

沿岸域及び海底地形のモデル化に当たっては、国土地理院(29)、日本水路協会

(2011)(30)等(31)～(35)を用いて設定し、また、計算格子分割の設定に当たっては、土

木学会(2016)(28)を参考とし、水深と津波の周期から推定される津波の波長を基

に、最大 1,440m から最小 5m までの格子サイズを設定した。数値シミュレーショ
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ンに用いた計算領域(東西約 1,000km、南北約 1,300km)とその水深及び格子分割

を添 3 へ-第 5 図に、敷地近傍の計算領域とその水深及び格子分割を添 3 へ-第 6

図に示す。 

再現性の評価指標としては、相田(1977)(17)による既往津波高と数値シミュレ

ーションにより計算された津波高との比から求める幾何平均値 K 及びばらつき

を表す指標 κを用い、土木学会(2016)(28)に示される「0.95＜K＜1.05、κ＜1.45」

を再現性の目安とした。 

b. 検討結果 

既往津波高と数値シミュレーションによる津波高の比較を添 3 へ-第 7 図に示

す。 

1856 年の津波においては K＝1.01、κ＝1.42(n＝71)、1968 年十勝沖地震に伴

う津波においては K＝0.99、κ＝1.44(n＝313)及び 2011 年東北地方太平洋沖地

震に伴う津波においては K＝0.952、κ＝1.36(n＝660)が得られ、土木学会

(2016)(28)の目安を満足していることから、解析モデル及び計算方法の妥当性を

確認した。 

 

(3) 既往知見を踏まえた津波の評価 

(ⅰ) 地震に起因する津波の評価 

a. 対象とする津波 

地震に起因する津波の評価においては、敷地に影響を与える可能性がある津

波の波源として、プレート間地震、海洋プレート内地震及び海域の活断層による

地殻内地震について検討した。 

b. 数値シミュレーションの手法 

数値シミュレーションにおける主な計算条件、計算領域、水深及び格子分割に

ついては、添 3 へ-第 5 表、添 3 へ-第 5 図及び添 3 へ-第 6 図に示す既往津波の

再現性の確認と同様の条件とした。 

評価位置については、尾駮沼の形状を踏まえ、添 3 へ-第 8 図に示す尾駮沼奥

の地点を選定した。また、尾駮沼入り口前面には防波堤が設置されていることか

ら、防波堤を考慮して検討を行った。 

さらに、津波による影響を評価するに当たっては、朔望平均満潮位及び地殻変
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動量を考慮した津波高について評価することとした。 

c. プレート間地震に起因する津波の評価 

プレート間地震は、地震調査委員会(2012)(16)で示されている三陸沖北部のプ

レート間地震、津波地震及び 2011 年東北地方太平洋沖地震で得られた知見を踏

まえ、三陸沖北部と隣り合う領域の連動を考慮した連動型地震について検討し

た。 

連動型地震については、三陸沖北部から北方の千島海溝沿いの領域への連動

を考慮した連動型地震及び三陸沖北部から南方の日本海溝沿いの領域への連動

を考慮した連動型地震が考えられるが、ここでは北方への連動型地震の波源モ

デルを設定して検討を実施する。一方、南方への連動型地震については青森県海

岸津波対策検討会(2012)(36)の結果を参照する。 

なお、南方への連動型地震については地震調査委員会(2019)(37)の知見もある

が、敷地前面の三陸沖北部に超大すべり域及び大すべり域を設定した青森県海

岸津波対策検討会(2012)(36)の方が敷地への影響は大きいと評価した。 

(a) 基本モデル 

(一) 三陸沖北部のプレート間地震 

三陸沖北部のプレート間地震の波源モデルについては、1856 年の津波

が古記録より推定されていることから、同一海域で発生し各地の津波高

が数多く観測されている 1968 年十勝沖地震に伴う津波を対象とすること

とし、前述の既往津波を再現する波源モデルを基に、地震規模が既往最大

の Mw8.4 となるようにスケーリング則に基づき設定した。添 3 へ-第 9 図

に示す波源モデルの位置及び諸元に基づき実施した数値シミュレーショ

ンの結果、評価位置における津波高は T.M.S.L.＋1.38m であった。 

(二) 津波地震 

津波地震の波源モデルについては、土木学会(2002)(22)で示されている

1896 年明治三陸地震津波の波源モデル(地震規模は既往最大の Mw8.3)を設

定した。添 3 へ-第 10 図に示す波源モデルの位置及び諸元に基づき実施し

た数値シミュレーションの結果、評価位置における津波高は T.M.S.L.＋

1.28m であった。 
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(三) 北方への連動型地震 

北方への連動型地震の波源モデルについては、日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震に関する専門調査会(2006)(38)、文部科学省測地学分科会

(2014)(39)及び地震調査委員会(2017)(40)を参考に、敷地前面の三陸沖北部

から根室沖までの領域を想定波源域として設定した。 

波源モデルの設定に当たり、断層面積は地震調査委員会(2004)(41)及び

地震調査委員会(2012)(16)を参考にプレート面形状を設定した上で算定し

た。波源モデルの平均すべり量については、地震の規模に関するスケーリ

ング則と地震モーメントの定義式から算定し、その際の平均応力降下量

については内閣府(2012)(23)を参考に 3.0MPa と設定し、剛性率については

土木学会(2016)(28)を参考に 5.0×1010N/m2と設定した。 

すべり量の不均質性については、内閣府(2012)(23)を参考に、超大すべ

り域及び大すべり域のすべり量をそれぞれ平均すべり量の 4 倍及び 2 倍

に、面積をそれぞれ全体面積の 5％程度及び 15％程度(超大すべり域と合

わせて 20％程度)となるように設定した。超大すべり域の位置については、

基本的には三陸沖北部及び十勝沖・根室沖の領域にそれぞれ存在すると

想定されるが、保守的に敷地前面の三陸沖北部にひとつにまとめ、内閣府

(2012)(23)及び青森県海岸津波対策検討会(2012)(36)を参考にプレート境界

浅部のすべりが大きくなるよう配置した。大すべり域の位置は超大すべ

り域を取り囲むように配置した。 

さらに、上述のとおり設定したモデルに対し、超大すべり域及び大すべ

り域を考慮した平均応力降下量が約 3MPa となるように地震モーメント

(すべり量)の調整を行い、Mw9.04 のモデルを設定した。また、ライズタ

イムについては 60 秒とした。 

添 3 へ-第 11 図に示す波源モデルの位置及び諸元に基づき実施した数

値シミュレーションの結果、評価位置における津波高は T.M.S.L.＋2.32m

であった。 

(b) 不確かさの考慮に係る評価 

三陸沖北部のプレート間地震、津波地震及び北方への連動型地震のうち、

評価位置における津波高が最大となる北方への連動型地震について、波源特
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性、波源位置及び破壊開始点の不確かさを考慮し評価を実施した。さらに、

不確かさの考慮において評価位置における津波高が最大となるケースと、南

方への連動型地震である青森県海岸津波対策検討会(2012)(36)の結果の比較

を行い、津波高の高いケースをプレート間地震に起因する津波の最大ケース

として評価した。 

波源特性の不確かさについては、すべり量の不確かさを考慮したすべり量

割増モデル及びすべり分布の不確かさを考慮した海溝側強調モデルを設定し

た。添 3 へ-第 12 図に示す波源モデルの位置及び諸元に基づき実施した数値

シミュレーションの結果、評価位置における津波高は、すべり量割増モデル

で T.M.S.L.＋3.01m、海溝側強調モデルで T.M.S.L.＋3.00m であった。 

波源位置の不確かさについては、すべり量割増モデル及び海溝側強調モデ

ルのそれぞれについて、北へ約 50km 移動させたケース並びに南へ約 50km、

約 100km 及び約 150km 移動させたケースを設定した。数値シミュレーション

を実施した結果、評価位置における津波高が最大となるのは、すべり量割増

モデルを南に約 100km 移動させたケースで、T.M.S.L.＋3.65m であった。 

破壊開始点の不確かさについては、波源位置を変動させた検討において評

価位置における津波高が最大となるすべり量割増モデルを南に約 100km 移動

させたケースについて、内閣府(2012)(23)を参考に複数設定した。添 3 へ-第

13 図に示す位置で破壊開始点を設定し数値シミュレーションを実施した結

果、評価位置における津波高が最大となるのは、破壊開始点として P6 を設定

したケースで、T.M.S.L.＋4.00m であった(添 3 へ-第 14 図参照)。 

廃棄物埋設地への遡上経路としては中央沢が考えられるが、中央沢入口で

の津波高は評価位置の津波高と同程度であり、廃棄物埋設地まで到達してい

ないことが確認できる(添 3 へ-第 14 図参照)。 

南方への連動型地震については、青森県海岸津波対策検討会(2012)(36)によ

ると、六ヶ所村沿岸に来襲する津波高について、敷地近傍においては T.M.S.L.

＋10mに達しておらず(添 3へ-第 15図参照)、公表された浸水深分布からも、

敷地に津波は到達していないことが確認できる(添 3へ-第 16図参照)。一方、

北方への連動型地震は、添 3 へ-第 14 図に示すとおり、敷地近傍の海岸線上

における津波高は T.M.S.L.＋10m 以上であった。 
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以上より、プレート間地震に起因する津波について、評価位置における津

波高が最大となるのは、北方への連動型地震のすべり量割増モデルを南に約

100km 移動させ破壊開始点を P6 と設定したケースであり、その津波高は評価

位置において T.M.S.L.＋4.00m であった。 

(c) 尾駮沼の固有周期に係る検討 

評価位置は尾駮沼の奥に位置していることから、評価位置における津波高

の算出に当たり、尾駮沼の固有周期の影響が数値シミュレーションに反映さ

れていることを確認するため、尾駮沼の固有周期に係る検討を実施した。 

尾駮沼の固有周期を確認するため、添 3 へ-第 6 図に示す敷地近傍の計算

領域において、周期を変化させた正弦波を入力し、評価位置における水位増

幅率を求めた結果を添 3 へ-第 17 図に示す。沖合い位置に対する評価位置の

水位増幅率は、15 分程度の周期帯においてピークを示し、それ以外の周期帯

については減衰していることから、尾駮沼の固有周期は 15 分程度であると

評価した。 

次に、添 3 へ-第 14 図に示すケースの数値シミュレーションによる水位変

動量時刻歴波形を用いて周波数分析を実施した結果を添3へ-第 18図に示す。

評価位置において 15 分程度の周期帯が卓越しており、正弦波入力による検

討で評価した尾駮沼の固有周期の影響を捉えていることを確認した。 

なお、尾駮沼の固有周期を踏まえ、数値シミュレーションで設定している

格子間隔の妥当性について検討した結果、添 3 へ-第 19 図に示すとおり、格

子間隔が土木学会(2016)(28)により算定される格子間隔の目安に対して十分

小さいことを確認した。 

以上のことから、評価位置における津波高の結果には、数値シミュレーシ

ョンにより尾駮沼の固有周期の影響が反映されていると評価した。 

d. 海洋プレート内地震に起因する津波の評価 

海洋プレート内地震は、地震調査委員会(2012)(16)で示されている正断層型の

地震について検討した。 

海洋プレート内地震の波源モデルについては、土木学会(2002)(22)で示されて

いる 1933年昭和三陸地震津波の波源モデルを基に、地震規模が既往最大の Mw8.6

となるようにスケーリング則に基づき設定した。添 3 へ-第 20 図に示す波源モ
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デルの位置及び諸元に基づき実施した数値シミュレーションの結果、評価位置

における津波高は T.M.S.L.＋1.35m であった。 

以上を踏まえると、海洋プレート内地震に起因する津波は、プレート間地震に

起因する津波を上回るものではない。 

e. 海域の活断層による地殻内地震に起因する津波の評価 

海域の活断層による地殻内地震に起因する津波の評価を行うに当たり、添 3 へ

-第 21 図に示す敷地周辺海域の活断層について、阿部(1989)(42)の簡易予測式に

より推定津波高を検討した。 

簡易予測式による推定津波高を添 3 へ-第 6 表に示す。海域の活断層による地

殻内地震に起因する津波の推定津波高は最大でも 0.3m であり、プレート間地震

に起因する津波と比べて影響は非常に小さい。 

(ⅱ) 地震以外の要因に起因する津波の評価 

a. 地すべり等に起因する津波の評価 

(a) 対象地すべりの選定 

文献調査によると、敷地周辺における陸上及び海底の地すべり並びに斜面

崩壊による歴史津波の記録は知られていない。また、陸上地すべりについて、

防災科学技術研究所(2009)(43)及び防災科学技術研究所(2013)(44)によると、敷

地周辺陸域の海岸付近において大規模な地すべり地形は認められない。加え

て、海底地すべりについても、徳山ほか(2001)(45)によると、敷地周辺海域に

は海底地すべり地形は認められない。 

一方、下北半島太平洋側前面海域の大陸棚部付近を対象に海底地形調査を

実施した結果、複数の地すべり地形が抽出されたことから、抽出された地す

べり地形に基づく数値シミュレーションにより敷地への影響を評価した。抽

出された海底地すべり地形を添 3 へ-第 22 図に示す。 

抽出された海底地すべり地形のうち、地すべり地形の崩壊規模から数値シ

ミュレーションの対象とする地すべりとして SLS-2 を選定し、地すべり前の

海底地形を復元した。海底地すべり地形の断面を添 3 へ-第 23 図に示す。 

(b) 海底地すべりの数値シミュレーションの手法 

海底地すべりの数値シミュレーションの手法としては、二層流モデル

(Maeno and Imamura(2007)(46))及び Kinematic landslide モデル(佐竹・加藤
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(2002)(41))を用いた。 

数値シミュレーションに用いた計算領域とその水深及び格子分割を添 3 へ

-第 24 図に、主な計算条件を添 3 へ-第 7 表及び添 3 へ-第 8 表に示す。 

(c) 評価結果 

数値シミュレーションの結果、評価位置前面における津波高は、二層流モ

デルで 0.07m、Kinematic landslide モデルで 0.20m であり、プレート間地震

に起因する津波と比べて影響は非常に小さい。 

b. 火山現象に起因する津波の評価 

文献調査によると、敷地周辺に大きな影響を及ぼした、火山現象による歴史津

波の記録は知られていないことから、火山現象に起因する津波については、影響

は極めて小さいと評価した。 

(ⅲ) まとめ 

既往知見を踏まえた津波の評価として、地震及び地震以外の要因に起因する

津波について評価を行った結果、評価位置における津波高が最大となるのは、プ

レート間地震に起因する津波のうち、北方への連動型地震のすべり量割増モデ

ルを南に約 100km 移動させ破壊開始点を P6 と設定したケースであり、想定され

る津波の規模観は評価位置において T.M.S.L.＋4.00m 程度であった。なお、地震

以外の要因に起因する津波の影響は非常に小さいことから、地震に起因する津

波との重畳を考慮したとしても想定される津波の規模観への影響はない。 

 

(4) 廃棄物埋設地の安全性評価 

既往知見を踏まえた津波の評価を実施した結果、敷地周辺に想定される津波の

規模観を踏まえても、廃棄物埋設地を設置する高さに津波が到達する可能性はな

く、安全機能に影響を及ぼす可能性はないと評価した。 

また、当社再処理施設における津波影響評価では、断層のすべり量が既往知見を

大きく上回る波源モデルによる検討も実施している。その結果においても廃棄物

埋設地に津波は到達していないことを確認した。すべり量が既往知見を大きく上

回る波源モデルによる検討結果を以下に示す。 

なお、再処理施設における検討のうちすべり量が既往知見を大きく上回る波源

モデルは、廃棄物埋設施設の潜在的な危険性を鑑みると、検討条件として過大な設
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定と考えられることから、すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルについ

ては参考的な位置付けである。 

(ⅰ) すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルの設定 

すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルの設定に当たっては、国内外

の巨大地震のすべり量に関する文献調査を実施した。 

内閣府(2012)(23)、杉野ほか(2014)(48)等(49)～(52)による文献調査の結果、既往の

巨大地震及び将来予測のモデルにおける最大すべり量については、内閣府

(2012)(23)の最大のモデルで 60m～70m 程度であった。 

そこで、この評価においては、すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデル

として、既往知見を踏まえた津波の評価において津波高が最も高いケースの波

源モデルの各領域のすべり量を 3 倍にしたモデル(以下「すべり量 3 倍モデル」

という。）を設定した。その結果、超大すべり域のすべり量は 31.19m～93.56mと

なり、内閣府(2012)(23)の最大すべり量 60m～70m程度に対し大きく上回る設定とな

っている(添 3 へ-第 9 表参照)。 

また、既往の巨大地震及び将来予測のモデルにおけるすべり分布を見ると、超大

すべり域のようなすべりの大きな領域は波源域全体には分布しておらず、全体の一

部の領域のみに分布している。そこで、この評価においては、すべり量が既往知見

を大きく上回るもう一つの波源モデルとして、波源域全体を超大すべり域としたモ

デル（以下「全域超大すべり域モデル」という。）を設定した。その結果、平均す

べり量は 8.40m～31.19mとなり、既往の巨大地震及び将来予測のモデルの平均すべ

り量に対し大きく上回る設定となっている（添 3 へ-第 9表参照）。 

「すべり量 3倍モデル」及び「全域超大すべり域モデル」の波源モデルの位置及

び諸元を添 3 へ-第 25図及び添 3 へ-第 26図に示す。 

(ⅱ) すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルによる評価結果 

すべり量が既往知見を大きく上回る「すべり量 3倍モデル」及び「全域超大すべ

り域モデル」による検討の結果を添 3 へ-第 27 図及び添 3 へ-第 28 図に示す。添

3 へ-第 27 図及び添 3 へ-第 28 図より、廃棄物埋設地は、海岸線から約 3km 離れ

た標高 30m 以上の台地に設置し、断層のすべり量が既往知見を大きく上回る波

源を想定した場合でも、廃棄物埋設地に津波が到達する可能性はないことを確

認した。  
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ト 火山 

(1) 検討の基本方針 

火山の影響については、「原子力発電所の火山影響評価ガイド」(平成 25 年 6 月

19 日 原規技発第 13061910 号 原子力規制委員会決定)(以下「火山影響評価ガイ

ド」という。)及び当社再処理施設における火山の影響評価(「日本原燃株式会社再

処理事業所再処理事業変更許可申請書」(令和 2 年 7 月 29 日付け許可 原規規発

第 2007292 号))を参考に、廃棄物埋設地に影響を与える可能性のある火山事象に

ついて評価を行う。 

評価は、立地評価と影響評価の 2 段階で行う。 

立地評価では、廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山を抽出し、設計対応不可能

な火山事象が廃棄物埋設地に影響を及ぼす可能性について評価を行う。廃棄物埋

設地に影響を及ぼし得る火山のうち、設計対応不可能な火山事象の到達可能性範

囲に敷地若しくは敷地近傍が含まれ、過去に巨大噴火が発生した火山については、

「巨大噴火の可能性評価」を行った上で、「最後の巨大噴火以降の火山活動の評価」

を行う。 

影響評価では、廃棄物埋設地の安全性に影響を与える可能性のある火山事象に

ついて評価を行う。 

 

(2) 調査及び検討内容 

(ⅰ) 文献調査 

第四紀に活動した火山(以下「第四紀火山」という。)のうち、廃棄物埋設地に

影響を及ぼし得る火山を抽出し、立地評価及び影響評価を行うことを目的とし

て、第四紀火山について、敷地を中心とする半径 160km の範囲(以下「地理的領

域」という。)を対象に文献調査を実施した。 

地理的領域内の第四紀火山の文献調査は、年代、活動様式等が網羅的に整理さ

れているカタログを用いた。カタログは、「日本の火山(第 3 版)」(中野ほか編、

2013)(1)、「日本活火山総覧(第 4 版)」(気象庁編、2013)(2)、「第四紀火山岩体・

貫入岩体データベース」(西来ほか編、2012)(3)、「第四紀噴火・貫入活動データ

ベース」(西来ほか編、2014)(4)、「日本の第四紀火山カタログ」(第四紀火山カタ

ログ委員会編、1999)(5)、「1 万年噴火イベントデータ集」(産業技術総合研究所地
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質調査総合センター編、2017)(6)及び各種「地質図幅」である。また、カタログ

の引用文献等についても収集し、加えて、「海域火山データベース」(海上保安庁

海洋情報部)(7)、「日本の主要第四紀火山の積算マグマ噴出量階段図」(山元、

2015)(8)及び「新編 火山灰アトラス」(町田・新井、2011)(9)についても文献調査

を実施した。さらに、文献収集の更なる網羅性向上のため、補足的に国内外の主

な科学技術系論文データベースを用いて、地理的領域内の第四紀火山に関する

論文等についても文献調査を実施した。 

なお、降下火砕物については、上記文献を用いて、地理的領域外の火山につい

ても文献調査を実施した。 

また、廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山のうち、設計対応不可能な火山事

象の到達可能性範囲に敷地若しくは敷地近傍が含まれる火山については、地球

物理学的調査の知見や近い将来の巨大噴火の発生可能性についても文献調査を

実施した。 

(ⅱ) 地形調査 

主に国土地理院撮影の空中写真及び同院発行の地形図を使用して空中写真判

読を行い、敷地を中心とする半径 30km の範囲及びその周辺地域において、第四

紀火山の可能性がある地形の有無を把握した。 

(ⅲ) 地質調査 

地理的領域内の第四紀火山の噴出物を対象に地表踏査等を実施し、敷地を中

心とする半径 30km の範囲及びその周辺地域において、噴出物の種類、分布、第

四紀火山の活動時期等を把握した。 

(ⅳ) 火山学的調査 

地質調査において確認した降下火砕物及び火砕流堆積物を対象に、堆積物の

厚さ、空間分布等を把握した。 

(ⅴ) 地球物理学的調査 

廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山のうち、設計対応不可能な火山事象の

到達可能性範囲に敷地若しくは敷地近傍が含まれる火山を対象に、地震波速度

構造、比抵抗構造、地震活動及び地殻変動に関する検討を実施し、現在のマグマ

溜まりの状況について把握した。 
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(3) 廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山の抽出 

火山が廃棄物埋設地に与える影響を評価するため、文献調査並びに敷地及び敷

地周辺における地質調査を実施し、地理的領域内(半径 160km)に分布する 48 の第

四紀火山を抽出した。抽出結果を添 3 ト-第 1 表及び添 3 ト-第 1 図、地理的領域

内の火山地質図を添 3 ト-第 2 図に示す。 

地理的領域内の第四紀火山の形式、活動年代及び最後の活動からの経過期間を

添 3 ト-第 2 表に示す。これらの火山について、活動年代及び最後の活動からの経

過期間から、廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山を評価した。 

(ⅰ) 完新世に活動を行った火山 

「日本の火山(第 3 版)」(中野ほか編、2013)(1)及び「日本活火山総覧(第 4 版)」

(気象庁編、2013)(2)を参照し、地理的領域内の第四紀火山のうち、完新世に活動を

行った火山(以下「活火山」という。)を抽出した。 

その結果、完新世に活動を行った北海道駒ヶ岳、恵山、恐山、岩木山、北八甲

田火山群(気象庁編(2013)(2)による「八甲田山」に相当する。)、十和田、秋田焼

山、八幡平火山群(気象庁編(2013)(2)による「八幡平」に相当する。)、岩手山及

び秋田駒ヶ岳の 10 火山を廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

(ⅱ) 完新世に活動を行っていない火山 

完新世に活動を行っていない火山(38 火山)について、「日本の火山(第 3 版)」

(中野ほか編、2013)(1)等の記載年代から、最後の活動からの経過期間が全活動期

間よりも短い場合若しくは最後の活動からの経過期間が活動期間内の最大休止

期間よりも短い場合は、将来の活動性が否定できない火山と評価した。 

その結果、横津岳、陸奥燧岳、田代岳、藤沢森、南八甲田火山群、八甲田カル

デラ、先十和田、玉川カルデラ、網張火山群、乳頭・高倉及び荷葉岳の 11 火山

を抽出した。 

(ⅲ) 廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山 

廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山として、「(ⅰ) 完新世に活動を行った

火山」及び「(ⅱ) 完新世に活動を行っていない火山」より、北海道駒ヶ岳、横

津岳、恵山、陸奥燧岳、恐山、岩木山、田代岳、藤沢森、南八甲田火山群、北八

甲田火山群、八甲田カルデラ、十和田、先十和田、秋田焼山、八幡平火山群、玉

川カルデラ、岩手山、網張火山群、乳頭・高倉、秋田駒ヶ岳及び荷葉岳の 21 の
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火山を抽出した。 

 

(4) 廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山の火山活動に関する個別評価 

(ⅰ) 詳細調査対象火山の抽出 

廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山(21 火山)について、活動履歴に関する

文献調査により、立地評価の対象となる設計対応不可能な火山事象の発生実績、過

去最大規模の噴火による火山噴出物の敷地への到達可能性等について添 3 ト-第 3

表に整理した。 

火砕物密度流については、敷地近傍では火砕流堆積物の分布は認められないもの

の、十和田及び八甲田カルデラの過去最大規模の噴火における火砕流の到達可能性

範囲に敷地若しくは敷地近傍が含まれる(添 3ト-第 3図及び添 3ト-第 4図参照)。

一方、十和田及び八甲田カルデラ以外の廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山につ

いては、発生実績や敷地からの離隔等より、火砕物密度流が敷地に到達する可能性

は十分に小さいと評価した。 

溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊については、敷地から 50km以内に分布

する恐山及び八甲田カルデラが評価対象火山となる。恐山については、溶岩流、岩

屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊に伴う堆積物は敷地周辺には分布しない。一方、八

甲田カルデラについては、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊の発生実績が

認められない。その他の 19火山については、敷地から 50km以内に分布しないこと

から、評価対象外である。したがって、これらの火山事象が敷地に到達する可能性

は十分に小さいと評価した。 

新しい火口の開口及び地殻変動については、敷地が、廃棄物埋設地に影響を及ぼ

し得る火山の過去の火口及びその近傍に位置しないこと、並びに火山フロントより

前弧側(東方)に位置することから、これらの火山事象が敷地において発生する可能

性は十分に小さいと評価した。 

以上のことから、廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山(21 火山)の火砕物密度

流以外の設計対応不可能な火山事象は、過去最大規模の噴火を想定しても、廃棄物

埋設地に影響を及ぼす可能性は十分小さいと評価した。 

一方、火砕物密度流については、敷地及び敷地近傍が十和田及び八甲田カルデラ

の火砕流の到達可能性範囲に含まれることから、十和田及び八甲田カルデラについ
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て、詳細な調査・検討を実施した。なお、八甲田カルデラについては、隣接する南

八甲田火山群及び北八甲田火山群を含めて「八甲田山」として詳細な調査・検討を

実施した。 

(ⅱ) 十和田 

気象庁編(2013)(2)によると、十和田は先カルデラ成層火山群、十和田カルデラ

及び後カルデラ成層火山・溶岩ドームからなるとしている。その活動は、

Hayakawa(1985)(10)によると、先カルデラ期、カルデラ形成期及び後カルデラ期に

区分されるとしている。 

Hayakawa(1985)(10)及び工藤ほか(2011)(11)によると、カルデラ形成期に火砕流

を伴う規模の大きな噴火を 3 回(十和田奥瀬火砕流、十和田大不動火砕流、十和

田八戸火砕流)起こしている(添 3 ト-第 5 図参照)。 

一方、Yamamoto et al.(2018)(12)は、地球化学的特徴から十和田奥瀬火砕流を

噴出した噴火を先カルデラ期とみなすとしており、見解が分かれている(添 3 ト

-第 6 図参照)。 

Hayakawa(1985)(10)によると、後カルデラ期に毛馬内火砕流(見かけの噴出量は

約 5km3)を噴出したとしている。 

これらの噴火のうち巨大噴火に該当する噴火は、十和田大不動火砕流(見かけ

の噴出量は約 40km3)及び十和田八戸火砕流(見かけの噴出量は約 40km3)を噴出し

た噴火(以下それぞれを「噴火エピソード N」及び「噴火エピソード L」という。)

である。したがって、この 2 回の巨大噴火と最後の巨大噴火(噴火エピソード L)

以降の噴火を対象に評価を実施した。 

なお、十和田奥瀬火砕流(見かけの噴出量は約 10km3)を噴出した噴火は巨大噴

火に該当しないが、噴火の様式と規模に基づきカルデラ形成期として整理した。 

a. 巨大噴火の可能性評価 

(a) 活動履歴 

工藤ほか(2011)(11)によると、現在の活動期である後カルデラ期は、高頻度

(噴火間隔 3,400 年以下)かつ一回の噴出量が 2.5DREkm3 以下であり、カルデ

ラ形成期の低頻度(噴火間隔 22,000 年～4,000 年)かつ一回の噴出量

1.2DREkm3～20.3DREkm3とは異なるとしている(添 3 ト-第 5 図参照)。 

一方、十和田の 10 万年前以降のマグマ供給率はほぼ一定であり、また、後
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カルデラ期は先カルデラ期後期と活動様式が類似していることから、今後マ

グマ供給率が減少しなければ、長期的(数万年スケール)には再びカルデラ形

成期に移行する可能性が指摘されるとしている。しかし、過去の活動履歴か

ら、大規模噴火の前には数万年にわたって局在的な低噴出率期(噴火エピソ

ード N の前は 0.07DREkm3/千年、噴火エピソード L の前は 0.12DREkm3/千年)

が先行するとしており、現在の活動は、約 15,000 年間にわたって高噴出率期

(0.70DREkm3/千年)にあり、噴出量 1DREkm3以下の小規模噴火も数多く発生し

ていることから、現状ではカルデラ形成期のような状態に至っていないと考

えられるとしている。したがって、今後も短期的(数百年～数千年スケール)

には、過去 15,000 年間と同様な活動が継続すると推定され、仮に、今後カル

デラ形成を伴う大規模噴火が発生するとしても数万年先になると予想され

るとしている。 

なお、工藤ほか(2011)(11)の「カルデラ形成を伴う大規模噴火」は、「巨大噴

火」に相当する。 

一方、Yamamoto et al.(2018)(12)において、階段ダイアグラム(添 3 ト-第

6 図参照)が示されており、これに基づき噴出率の傾向を確認した結果、カル

デラ形成期の巨大噴火前は低噴出率期 (噴火エピソード L の前は約

0.15DREkm3/千年 )であるが、現在の後カルデラ期は高噴出率期 (約

0.71DREkm3/千年)となっている。これは、工藤ほか(2011)(11)による噴出率の

傾向と同様である。 

また、十和田における近い将来の巨大噴火の発生可能性に言及した文献に

ついて調査した結果、高橋(2008)(13)及び工藤ほか(2011)(11)には、現状、巨大

噴火の可能性が低いとする主旨の知見は認められるが、巨大噴火が起こる可

能性があるとする知見は認められない。また、十和田火山防災協議会

(2018)(14)による十和田火山災害想定影響範囲図においても、巨大噴火を想定

していない。 

(b) 地質調査及び火山学的調査 

十和田における巨大噴火に伴う 2 回の大規模火砕流(十和田大不動火砕流

及び十和田八戸火砕流)の噴出物を対象に調査を実施し、その分布を確認し

た。十和田近傍から敷地を中心とした地域にかけての地質柱状図を添 3 ト-
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第 7 図に示す。なお、巨大噴火には該当しないものの、十和田奥瀬火砕流は

敷地には到達していないことを確認した。 

(一) 十和田大不動火砕流 

十和田大不動火砕流を伴う巨大噴火では、火砕流の噴出に先立って爆

発的噴火に伴う降下火砕物(十和田切田テフラ)が噴出しており、火砕流堆

積物の直下に、この堆積物が認められる。十和田大不動火砕流堆積物及び

十和田切田テフラの分布を添 3 ト-第 8 図に示す。 

十和田大不動火砕流堆積物は、六ヶ所鷹架西(Loc.33)及び野辺地目ノ

越 1(Loc.50)において、ローム層中に軽石混じり火山灰層(火砕流堆積物)

が層厚約 16cm 及び約 3cm のパッチ状として認められる。また、敷地を含

む更に北方の地域では、層相から火砕流堆積物と判断できないものの、ロ

ーム層中に十和田大不動火砕流起源に対比される径約 1cm 以下の軽石が

認められ、再処理敷地内(Loc.26)においては、最大平均径約 4mm の軽石が

認められる(添 3 ト-第 9 図参照)。一方、十和田切田テフラは、北方に向

かって層厚を減じ、東北淋代 2(Loc.19)、六ヶ所平沼 1(Loc.23)等におい

て、層厚約 3cm～約 7cm で確認した。 

(二) 十和田八戸火砕流 

十和田八戸火砕流を伴う巨大噴火では、火砕流の噴出に先立って爆発

的噴火に伴う降下火砕物(十和田八戸テフラ)が噴出しており、火砕流堆積

物の直下に、この堆積物が認められる。十和田八戸火砕流堆積物及び十和

田八戸テフラの分布を添 3 ト-第 10 図に示す。 

十和田八戸火砕流堆積物は、塊状無層理で淘汰が悪く、軽石を主体とし

て褐灰～灰白色火山灰の基質からなる。敷地近傍では、ローム層中に軽石

混じり火山灰層(火砕流堆積物)が層厚約 5cm～約 20cm のパッチ状を呈す

る火砕流堆積物として認められた(添 3 ト-第 9 図参照)。また、敷地より

北方の地域では、層相から火砕流堆積物と判断できないものの、ローム層

中に十和田八戸火砕流起源に対比される径約 1cm 以下の軽石が認められ

る。一方、十和田八戸テフラは、北方に向かい急激に層厚を減じ、三沢市

野口(Loc.17)より北方では確認できない。 
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(c) 地球物理学的調査 

下司(2016)(15)によると、大規模噴火が発生するためには、その火山のシス

テムにあらかじめマグマを蓄積させておくことが必要であるとしており、こ

の大規模噴火を引き起こすマグマシステムは、下部地殻物質の部分溶融等に

よる珪長質メルトの生成、発生したメルトの分離・上昇及び上部地殻への集

積等が起こり、地殻全体に広がる巨大で複雑なシステムであると考えられる

としている。また、物理探査(地球物理学的調査)によってカルデラ火山の地

下に検出されつつある低速度領域や低比抵抗領域は、このような部分溶融し

た貫入岩体の複合体を見ていると考えられるとしており、カルデラの陥没量

とカルデラ形成噴火の噴出量がほぼ一致するとしている。なお、下司

(2016)(15)の「大規模噴火」の噴火規模は、「巨大噴火」の噴火規模を包含する。 

以上のことから、巨大噴火に直接寄与する上部地殻におけるマグマ溜まり

は、カルデラを超える範囲まで部分溶融域が広がっていると考えられるため、

巨大噴火が可能な量のマグマ溜まりが存在する可能性及び大規模なマグマ

の移動・上昇等の活動に着目して地球物理学的調査を実施し、現在のマグマ

溜まりの状況について評価した。 

地球物理学的調査として、地震波速度構造、比抵抗構造、地震活動及び地

殻変動に関する検討を実施した。流体の存在に敏感な比抵抗構造と、流体の

うちメルトか水か推定可能な地震波速度構造は相補的な関係であるため、こ

れらより、巨大噴火が可能な量のマグマ溜まりが存在する可能性を把握した。

また、地震活動及び地殻変動に関する調査を行い、大規模なマグマの移動・

上昇等の活動を把握した。 

(一) 地震波速度構造及び比抵抗構造 

地震波速度構造について、Nakajima et al.(2001)(16)によると、火山フ

ロントに沿った最上部マントルの低 Vp、低 Vs 及び高 Vp/Vs は、大量のメ

ルトの存在を示唆するとしている。また、火山フロントに沿った下部地殻

のうち活火山の直下の低 Vp、低 Vs 及び高 Vp/Vs は、メルトの存在を示唆

するとしている。加えて、火山フロントに沿った上部地殻のうち活火山の

直下の低 Vp、低 Vs 及び低 Vp/Vs は、水の存在を示唆するとしている(添

3 ト-第 11 図参照)。中島(2017)(17)によると、Nakajima et al.(2001)(16)
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の解析結果等から、東北地方の火山地域の地殻にはいくつかの共通する特

徴が存在するとしており、上部地殻内には大規模な(＞10km)マグマ溜まり

は存在しないとしている(添 3 ト-第 12 図参照)。 

防災科学技術研究所 HP 上の「日本列島下の三次元地震波速度構造(海

域拡大 2019 年版)」(Matsubara et al.(2019))(18)の地震波トモグラフィ

解析結果(添 3 ト-第 13 図参照)及び Hi－net や東北大学等の観測点の観

測データを用いた地震波トモグラフィ解析結果(添 3 ト-第 14 図参照)に

基づくと、いずれの結果でも十和田直下の上部地殻内(約 20km 以浅)に、

メルトの存在を示唆する顕著な低 Vp かつ高 Vp/Vs 領域は認められない。 

一方、比抵抗構造について、Kanda and Ogawa(2014)(19)によると、イン

ダクションベクトルの実部は本質的に低比抵抗の方向を指す傾向がある

としている。Kanda and Ogawa(2014)(19)のインダクションベクトル(添 3

ト-第 15 図参照)に基づくと、16 秒周期では、十和田に向くベクトルは認

められず、顕著な低比抵抗異常は推定できない。また、磁場 3 成分を用い

たインバージョン解析により、インダクションベクトルを再現できる北東

北の三次元比抵抗構造が示されており、その解析結果(添 3 ト-第 16 図参

照)に基づくと、十和田直下の上部地殻内にマグマ若しくは高塩濃度流体

を示唆する顕著な低比抵抗領域は認められない。 

地震波速度構造及び比抵抗構造を統合的に解釈すると、十和田直下の

上部地殻内に大規模なマグマ溜まりの存在を示唆する顕著な低速度・高

Vp/Vs かつ低比抵抗領域は認められない。 

(二) 地震活動 

気象庁一元化震源カタログ(地震月報(カタログ編)(20)(期間：1997 年 10

月～2017 年 12 月)及び気象庁一元化処理震源要素(21)(期間：2018 年 1 月

～2018 年 12 月))より作成した十和田付近の震央分布及び地震活動の時

間変化を添 3 ト-第 17 図に示す。地震は、十和田の後カルデラ期の最新の

噴火(十和田 a)の火口である十和田湖中湖付近及びその周辺の震源深さ

5km～10km 付近に集中する一方で、低周波地震はそれらよりやや深い 25km

～35km 付近で発生している。 

また、「十和田の火山活動解説資料(平成 26 年 1 月)」(気象庁、2014)(22)
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によると、2014 年 1 月 27 日昼前から夜にかけて地震活動が活発な状況に

なったが、27 日の夜から地震回数は減少し、2 月に入ってからはおおむね

静穏な状況であり、低周波地震、火山性微動は観測されていないとしてい

る。また、火山活動に特段の変化はなく、噴火の兆候は認められず、2007

年 12 月 1 日の噴火予報(平常)の発表以降、予報警報事項に変更はないと

している。 

(三) 地殻変動 

国土地理院(2018)(23)によると、平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖

地震後の余効変動が、東日本の広い範囲で見られるとしている。 

国土地理院による電子基準点データから作成した十和田周辺の基準点

間の基線長(斜距離成分)の時間変化(期間：2003 年 1 月～2018 年 12 月)

を添 3 ト-第 18 図に示す。十和田では、2011 年東北地方太平洋沖地震以

降の余効変動が継続しているが、地震発生前を含め、十和田を中心とした

地域では、この余効変動を超える継続的な変位の累積は認められない。 

また、「十和田の火山活動解説資料(平成 26 年 1 月)」(気象庁、2014)(22)

において、2014 年 1 月に地震活動が活発化した際の地殻変動観測結果に

よると、地震増加時及びその前後で十和田付近の地殻変動に変化は認めら

れないとしている。 

加えて、「第 131 回火山噴火予知連絡会資料」(気象庁、2015)(24)による

と、十和田周辺における干渉 SAR の解析結果(2014 年 9 月 4 日と 2014 年

10 月 16 日)について、ノイズレベルを超える位相変化は認められないと

しており、「第 143 回火山噴火予知連絡会資料」(気象庁、2019)(25)におい

ても、十和田周辺における干渉 SAR の解析結果(2015 年 10 月 8 日と 2018

年 10 月 18 日)について、ノイズレベルを超えるような位相変化は認めら

れないとしている。 

さらに、国土地理院による基盤地図情報及び一等水準点検測成果収録

を基に作成した、十和田付近の一等水準路線の上下変動(添 3 ト-第 19 図

参照)によると、大館付近において局所的な変動はあるが、十和田に最も

近い碇ヶ関付近の一等水準点には継続的な変位の累積は認められず、十和

田を中心とした継続的な変位の累積は認められない。 
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(四) 地球物理学的調査の評価 

地震波速度構造、比抵抗構造並びに地震及び地殻変動から、現状、十和

田直下の上部地殻(約 20km 以浅)には、巨大噴火が可能な量のマグマ溜ま

りが存在する可能性は十分小さく、大規模なマグマの移動・上昇等の活動

を示す兆候は認められない。 

(d) 巨大噴火の可能性評価のまとめ 

活動履歴から、巨大噴火が発生したカルデラ形成期と現在の活動期である

後カルデラ期は、噴火の頻度・噴出量・噴出率が異なる(巨大噴火前には数万

年間の低噴出率期が先行する傾向が見られるが、後カルデラ期は高噴出率期

である)こと等から、現状ではカルデラ形成期のような状態には至っていな

いと考えられる(工藤ほか、2011)(11)。 

地質調査及び火山学的調査結果から、敷地は、巨大噴火に伴う 2 回の大規

模火砕流であるカルデラ形成期の十和田八戸火砕流及び十和田大不動火砕

流の到達末端に位置すると評価した。 

地球物理学的調査の結果、現状、十和田直下の上部地殻内(約 20km 以浅)に

は、巨大噴火が可能な量のマグマ溜まりが存在する可能性は十分小さく、大

規模なマグマの移動・上昇等の活動を示す兆候も認められない。 

文献調査の結果、十和田について、高橋(2008)(13)及び工藤ほか(2011)(11)に

は、現状、巨大噴火の可能性が低いとする主旨の知見は認められるが、巨大

噴火が起こる可能性があるとする知見は認められない。また、十和田火山防

災協議会(2018)(14)による十和田火山災害想定影響範囲図においても、巨大噴

火を想定していない。 

以上のことから、十和田の現在の活動状況は、巨大噴火が差し迫った状態

ではなく、巨大噴火の可能性を示す科学的に合理性のある具体的な根拠が得

られていないことから、巨大噴火の可能性は十分小さいと評価した。 

b. 最後の巨大噴火以降の火山活動の評価 

(a) 活動履歴 

最後の巨大噴火(噴火エピソード L)以降の活動期である後カルデラ期は、

1,000 年単位で頻繁に噴火を続けており、後カルデラ期と同規模の活動可能

性は十分小さいと判断できない。したがって、最後の巨大噴火以降の最大規
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模の火砕流である毛馬内火砕流(見かけの噴出量は約 5km3)を対象として、敷

地への到達の可能性を評価する。(添 3 ト-第 20 図参照) 

(b) 地質調査及び火山学的調査 

町田・新井(2011)(9)及び Hayakawa(1985)(10)は、毛馬内火砕流堆積物を十和

田カルデラから主に河川沿いに図示している。また、十和田火山防災協議会

(2018)(14)は、広井ほか(2015)(26)等を考慮し、毛馬内火砕流堆積物及び OYU-

2b の火砕サージ堆積物の確認地点を基に、十和田カルデラの周囲約 20km の

範囲を火砕流・火砕サージの推定到達範囲として図示している。それらを合

わせて添 3 ト-第 21 図に示す。いずれの知見においても、毛馬内火砕流は、

敷地に到達していない。 

(c) 最後の巨大噴火以降の火山活動の評価のまとめ 

活動履歴及び地質調査・火山学的調査の結果より、最後の巨大噴火以降の

最大規模の毛馬内火砕流が敷地に到達していないことから、火砕物密度流が

廃棄物埋設地に影響を及ぼす可能性は十分小さいと評価した。また、火砕物

密度流以外の設計対応不可能な火山事象は、「(4)(ⅰ) 詳細調査対象火山の

抽出」に記載するように、敷地と火山の離隔等から、廃棄物埋設地に影響を

及ぼす可能性は十分小さいと評価した。 

(ⅲ) 八甲田山 

気象庁編(2013)(2)によると、八甲田山は、少なくとも 17 以上の成層火山や溶

岩ドームからなり、南八甲田火山群及び北八甲田火山群に区分され、八甲田カル

デラは、北八甲田火山群の直下～北東に存在するとしている。中野ほか編

(2013)(1)及び宝田・村岡(2004)(27)によると、南八甲田火山群は、八甲田カルデラ

の先カルデラ火山であり、約 1.1Ma～0.3Ma に活動したとしている。 

村岡・高倉(1988)(28)によると、八甲田カルデラの噴出物として、八甲田第 1 期

火砕流堆積物及び八甲田第 2 期火砕流堆積物が示されている。 

中野ほか編(2013)(1)及び工藤ほか(2011)(29)によると、八甲田山の活動を南八

甲田火山群、八甲田カルデラ及び北八甲田火山群の活動に区分し、このうち、八

甲田カルデラにおいては、約 1Ma(八甲田中里川)、0.90Ma(八甲田黄瀬)、

0.76Ma(八甲田第 1 期)及び 0.40Ma(八甲田第 2 期)に大規模火砕流を噴出したと

している。 
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工藤ほか(2004)(30)によると、北八甲田火山群は、八甲田カルデラの形成後の

約 40 万年前以降に活動を開始した後カルデラ火山群であるとしている。これら

を踏まえた八甲田山の分布と階段ダイアグラムを添 3 ト-第 22 図に示す。これ

らの噴火のうち、巨大噴火に該当する噴火は、八甲田カルデラの八甲田第 1 期火

砕流(見かけの噴出量は 37km3)及び八甲田第 2 期火砕流(見かけの噴出量は

36km3)を噴出した噴火である。 

したがって、この 2 回の巨大噴火と最後の巨大噴火(八甲田第 2 期火砕流を噴

出した噴火)以降の噴火を対象に評価を実施した。 

a. 巨大噴火の可能性評価 

(a) 活動履歴 

八甲田山は、約 110 万年前から活動を開始し、南八甲田火山群及び八甲田

カルデラの活動後、最近 30 万年間では北八甲田火山群のみ活動が継続して

いる。工藤ほか(2004)(30)によると、北八甲田火山群は、八甲田カルデラの形

成後の約 40 万年前以降に活動を開始した後カルデラ火山群である。また、北

八甲田火山群の噴出率及び活動様式の時間変化から、その火山活動のピーク

は 40 万年前～10 万年前までの間にあったと考えられ、10 万年前以降の火山

活動は比較的低調になっているとしている。加えて、噴出中心が火山群中央

部に収束する傾向が認められることからも、北八甲田火山群の活動は、長期

的にみると終息へ向かいつつある状態と解釈できるとしている(添 3ト-第 23

図)。 

また、文献調査の結果、八甲田山について、現状、巨大噴火が起こる可能

性があるとする知見は認められず、八甲田山火山防災協議会(2014)(31)による

火山災害予想区域図においても、巨大噴火を想定していない。 

(b) 地質調査及び火山学的調査 

八甲田山において、過去最大規模の火砕物密度流を噴出した八甲田カルデ

ラの噴出物を対象に調査を実施した。 

村岡・高倉(1988)(28)、第四紀火山カタログ委員会編(1999)(5)によると、八

甲田第 1 期火砕流の見かけの噴出量は 37km3、八甲田第 2 期火砕流の見かけ

の噴出量は 36km3 とされているが、八甲田第 1 期火砕流堆積物は、工藤ほか

(2006)(32)、工藤ほか(2011)(29)等によって示された年代測定、化学分析結果等
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によると、異なる時代の複数の火砕流堆積物で構成されている可能性がある

とされている。これらのことから、2 回の巨大噴火のうち八甲田第 2 期火砕

流が、八甲田山の過去最大規模の火砕流であると評価した。 

八甲田第 2 期火砕流堆積物は、添 3 ト-第 24 図に示すように、八甲田山周

辺に広く分布し、敷地方向では八甲田山から東北町西部にかけて分布し、八

甲田山近傍の小幌内川林道(Loc.A05)及び十和田砂土路(Loc.A01)では層厚

約 6m 及び約 4m、東北南平赤川支流(Loc.B13)では層厚約 2.5m 以上の火砕流

堆積物として確認した。 

一方、東北長者久保西方(Loc.B01)においては、オレンジテフラ、甲地軽石

(工藤(2005)(33)による「八甲田白ベタテフラ」に相当する。)及び複数の降下

火砕物(袋町テフラ群：桑原(2004)(34)の「袋町 1～13 テフラ」に相当する。)

が確認され、これらの間に挟まる袋町 9a テフラは、おおむね淘汰良好な軽石

を主体とすることから、降下火砕物と評価した。また、その年代及び鉱物的

特徴(石英を非常に多く含む等)は、八甲田第 2 期の噴出物と類似することか

ら、八甲田第 2 期の噴火に伴って噴出した降下火砕物と考えられる。 

しかし、本地点には、八甲田第 2 期の噴火に伴う火砕流堆積物は確認でき

ない。このことは、本地点には、八甲田第 2 期の噴火に伴う火砕流は到達し

ていないことを示唆している(添 3 ト-第 25 図)。加えて、桑原(2004)(34)及び

桑原ほか(2007)(35)によると、野辺地町袋町地点における露頭から、降下火砕

物等の層序等に関する報告がされているが、八甲田第 2 期火砕流堆積物は認

められていない。 

以上のことから、これらの地点より北方に位置する敷地に火砕流は到達し

ていないと評価した。 

(c) 地球物理学的調査 

地球物理学的調査として、十和田と同様に、地震波速度構造、比抵抗構造、

地震活動及び地殻変動に関する検討を実施した。流体の存在に敏感な比抵抗

構造と、流体のうちメルトか水か推定可能な地震波速度構造は相補的な関係

であるため、これらより、巨大噴火が可能な量のマグマ溜まりが存在する可

能性を把握した。また、地震活動及び地殻変動に関する調査を行い、大規模

なマグマの移動・上昇等の活動を把握した。 
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(一) 地震波速度構造及び比抵抗構造 

地震波速度構造について、Nakajima et al．(2001)(16)によると、火山

フロントに沿った最上部マントルの低 Vp、低 Vs 及び高 Vp/Vs は、大量の

メルトの存在を示唆するとしている。また、火山フロントに沿った下部地

殻のうち活火山の直下の低 Vp、低 Vs 及び高 Vp/Vs は、メルトの存在を示

唆するとしている。加えて、火山フロントに沿った上部地殻のうち活火山

の直下の低 Vp、低 Vs 及び低 Vp/Vs は、水の存在を示唆するとしている

(添 3ト-第 11図参照)。中島(2017)(17)によると、Nakajima et al．(2001)(16)

の解析結果等から、東北地方の火山地域の地殻にはいくつかの共通する特

徴が存在するとしており、上部地殻内には大規模な(＞10km)マグマ溜まり

は存在しないとしている(添 3 ト-第 12 図参照)。 

防災科学技術研究所 HP 上の「日本列島下の三次元地震波速度構造(海

域拡大 2019 年版)」(Matsubara et al.(2019))(18)の地震波トモグラフィ

解析結果(添 3 ト-第 13 図参照)及び Hi－net や東北大学等の観測点の観

測データを用いた地震波トモグラフィ解析結果(添 3 ト-第 14 図参照)に

基づくと、いずれの結果でも八甲田山直下の上部地殻内(約 20km 以浅)に、

メルトの存在を示唆する顕著な低 Vp かつ高 Vp/Vs 領域は認められない。 

一方、比抵抗構造について、Kanda and Ogawa(2014)(19)によると、イン

ダクションベクトルの実部は本質的に低比抵抗の方向を指す傾向がある

としている。小川(1991)(36)によると、周期 64 秒のインダクションベクト

ル(添 3 ト-第 26 図参照)では津軽海峡の誘導電流の影響で北向き成分が

卓越するとしているが、調査域の東半分のインダクションベクトルの北向

き成分が小さいことから深部に低比抵抗異常が存在することを示唆して

いるとしている。また、小川(1991)(36)の広域的な比抵抗構造の影響も考

慮した二次元比抵抗構造(添 3 ト-第 27 図参照)によると、八甲田地域の

深度 10km 以深に低比抵抗帯が存在するとしているが、八甲田山直下の上

部地殻内の 10km 以浅に顕著な低比抵抗領域は認められない。 

地震波速度構造及び比抵抗構造を統合的に解釈すると、八甲田山直下

の上部地殻内の 10km 以深は低比抵抗領域であるが、その領域は低 Vp か

つ低 Vp/Vs であることから、上部地殻内に大規模なマグマ溜まりの存在
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を示唆する顕著な低速度・高 Vp/Vs かつ低比抵抗領域は認められない。 

(二) 地震活動 

気象庁一元化震源カタログ(地震月報(カタログ編(20))(期間：1997 年 10

月～2017 年 12 月)及び気象庁一元化処理震源要素(21)(期間：2018 年 1 月

～2018 年 12 月))より作成した八甲田山付近の震央分布及び地震活動の

時間変化を添 3 ト-第 28 図に示す。八甲田山においては、通常の地震が観

測期間を通じて北八甲田火山群付近の深さ 10km 以浅に集中している。 

また、「八甲田山の火山活動解説資料(令和元年 10 月 7 日)」(気象庁、

2019)(37)によると、2019 年 10 月 7 日 6 時以降、大岳山頂の西約 4km、深

さ約 1km 付近を震源とする地震が増加し、14 時までに 61 回発生したとし

ている。また、2018 年 4 月 10 日に日回数 22 回を観測するなど、これま

でも周辺で一時的な地震の増加がみられたが、低周波地震及び火山性微動

は観測されておらず、地震活動以外に火山活動の活発化は認められないと

し、噴火予報(噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意)の予報事項に

変更はないとしている。 

加えて、「火山の状況に関する解説情報(八甲田山第 3 号)令和元年 10 月

8 日 16 時 00 分」(気象庁、2019)(38)によると、2019 年 10 月 7 日 6 時頃か

ら始まった八甲田山周辺での地震は、2019 年 10 月 8 日 10 時以降観測さ

れていないとしている。加えて、低周波地震や火山性微動は観測されてお

らず、地殻変動には火山活動に伴う変化はみられないとしている。また、

監視カメラによる観測では、地獄沼付近及び大岳周辺に特段の変化はみら

れず、火山活動の活発化を示す変化は認められないとしている。 

(三) 地殻変動 

国土地理院(2018)(23)によると、平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖

地震後の余効変動が、東日本の広い範囲で見られるとしている。 

国土地理院による電子基準点データから作成した八甲田山周辺の基準

点間の基線長(斜距離成分)の時間変化(期間：1997 年 1 月～2018 年 12 月)

を添 3 ト-第 29 図に示す。八甲田山では、2011 年東北地方太平洋沖地震

前において、十和田－黒石及び青森 A-十和田の基準点間で継続的な縮み

が確認されていた。しかし、2011 年東北地方太平洋沖地震以降、全ての
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基線において余効変動が継続している。 

また、「八甲田山の火山活動解説資料(平成 26年 6月)」(気象庁、2014)(39)

によると、2013 年 2 月頃以降わずかな膨張を示す地殻変動がみられてい

たが、8 月頃から鈍化し、11 月頃からは停滞しその状態が続いているとし

ている。 

加えて、「第 131 回火山噴火予知連絡会資料」(気象庁、2015)(24)による

と、八甲田山周辺における干渉 SAR の解析結果(2014 年 9 月 4 日と 2014

年 10 月 16 日)について、ノイズレベルを超える位相変化は認められない

としており、「第 143 回火山噴火予知連絡会資料」(気象庁、2019)(25)にお

いて、八甲田山周辺における干渉 SAR の解析結果(2015 年 10 月 8 日と

2018 年 10 月 18 日)について、山頂の西側周辺で衛星視線方向伸長の位相

変化が認められるが、気象ノイズによる可能性があるとしている。 

さらに、国土地理院による基盤地図情報及び一等水準点検測成果収録

を基に作成した、八甲田山付近の一等水準路線の上下変動(添 3 ト-第 30

図参照)によると、青森及び藤崎町付近において地盤沈下による局所的な

変動はあるが、八甲田山に最も近い青森付近の一等水準点には継続的な変

位の累積は認められず、八甲田山を中心とした継続的な変位の累積は認め

られない。 

(四) 地球物理学的調査の評価 

地震波速度構造、比抵抗構造並びに地震及び地殻変動から、現状、八甲

田山直下の上部地殻内(約 20km 以浅)には、巨大噴火が可能な量のマグマ

溜まりが存在する可能性は十分小さく、大規模なマグマの移動・上昇等の

活動を示す兆候も認められない。 

(d) 巨大噴火の可能性評価のまとめ 

活動履歴について、工藤ほか(2004)(30)によると、八甲田カルデラの形成後

の約 40 万年前以降に活動を開始した後カルデラ火山群である北八甲田火山

群について、その活動のピークは 40 万年前～10 万年前までの間にあったと

考えられ、10 万年前以降の火山活動は比較的低調になっており、長期的にみ

ると終息へと向かっているとしている。 

地質調査及び火山学的調査結果から、2 回の巨大噴火のうち過去最大規模
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の噴火である八甲田第 2 期火砕流は敷地に到達していないと評価した。 

地球物理学的調査の結果、現状、八甲田山直下の上部地殻内(約 20km 以浅)

には、巨大噴火が可能な量のマグマ溜まりが存在する可能性は十分小さく、

大規模なマグマの移動・上昇等の活動を示す兆候も認められない。 

文献調査の結果、八甲田山について、現状、巨大噴火が起こる可能性があ

るとする知見は認められず、八甲田山火山防災協議会(2014)(31)による火山災

害予想区域図においても、巨大噴火を想定していない。 

以上のことから、八甲田山の現在の活動状況は、巨大噴火が差し迫った状

態ではなく、巨大噴火の可能性を示す科学的に合理性のある具体的な根拠が

得られていないことから、巨大噴火の可能性は十分に小さいと評価した。 

b. 最後の巨大噴火以降の火山活動の評価 

(a) 活動履歴 

最後の巨大噴火(八甲田第 2 期火砕流を噴出した噴火)以降の活動について、

北八甲田火山群は、工藤ほか(2004)(30)によると、八甲田カルデラの形成後の

約 40 万年前以降に活動を開始した後カルデラ火山群であるとしていること

から、北八甲田火山群における最大規模の火山活動を評価した。一方、八甲

田カルデラの先カルデラ火山である南八甲田火山群については、宝田・村岡

(2004)(27)によると、約 1.1Ma 頃に活動を開始し八甲田カルデラ形成後の約

0.3Ma まで活動したとしていることから、最後の巨大噴火(約 40 万年前)以

降、約 30 万年前までの活動における最大規模の火山活動を評価した。 

(b) 地質調査及び火山学的調査 

工藤ほか(2004)(30)によると、最後の巨大噴火以降の火山活動である北八甲

田火山群(40 万年前以降)の活動における最大規模の噴火に伴う噴出物は高

田大岳溶岩類(3.2DREkm3)であり、その分布は噴出中心付近に限られ、敷地が

位置する北東方向では、八甲田カルデラを越えて分布していない。なお、北

八甲田火山群の全噴出物や岩屑なだれを含め、八甲田カルデラを越えて分布

していない(添 3 ト-第 31 図参照)。 

一方、宝田・村岡(2004)(27)によると、八甲田カルデラの先カルデラ火山で

ある南八甲田火山群について、最後の巨大噴火(約 40 万年前)以降、約 30 万

年前まで活動したとされるが、それらの噴出物の分布は南八甲田火山群の山
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体周辺に限られ、敷地が位置する北東方向では、八甲田カルデラを越えて分

布していない(添 3 ト-第 32 図参照)。 

c. 最後の巨大噴火以降の火山活動の評価のまとめ 

活動履歴調査、地質調査及び火山学的調査から、最後の巨大噴火以降の火山活

動では、北八甲田火山群における最大規模の噴出物として高田大岳溶岩類があ

るが、噴出物の分布は噴出中心付近に限られ(添 3 ト-第 31 図参照)、八甲田カル

デラを越えた位置の分布は認められない。一方、南八甲田火山群は最後の巨大噴

火以降、約 30 万年前まで活動したとされるが、それらの噴出物の分布は南八甲

田火山群の山体周辺に限られ、敷地が位置する北東方向では、八甲田カルデラを

越えて分布していない。 

また、新しい火口の開口及び地殻変動については、「(4)(i) 詳細調査対象火山

の抽出」に記載するように、敷地において発生する可能性は十分小さいと評価し

た。 

以上のことから、八甲田山の最後の巨大噴火以降の火山活動に伴う設計対応

不可能な火山事象は、発生実績や敷地と火山離隔等から、廃棄物埋設地に影響を

及ぼす可能性は十分小さいと評価した。 

(ⅳ) まとめ 

廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山(21 火山)を対象に、設計対応不可能な火

山事象について、発生実績、過去最大規模の噴火等の知見に基づき敷地への到達可

能性を評価した。 

火砕物密度流以外の設計対応不可能な火山事象については、発生実績や敷地と火

山の離隔等から、過去最大規模の噴火を想定しても、廃棄物埋設地に影響を及ぼす

可能性は十分小さい。 

一方、火砕物密度流については、文献調査の結果、十和田及び八甲田カルデラの

巨大噴火に伴う火砕流の到達可能性範囲に敷地若しくは敷地近傍が含まれること

から、十和田及び八甲田山について、詳細な調査・検討を実施した。 

十和田の巨大噴火の可能性評価については、地質調査及び火山学的調査の結果、

敷地は巨大噴火による火砕流の末端に位置すると考えられるが、活動履歴、地震波

速度構造、比抵抗構造、地震・地殻変動データ等から、巨大噴火が差し迫った状態

ではなく、巨大噴火の可能性を示す科学的に合理性のある具体的な根拠が得られて
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いないことから、巨大噴火の可能性は十分に小さいと評価した。 

八甲田山の巨大噴火の可能性評価については、地質調査及び火山学的調査の結果、

巨大噴火による火砕流は敷地に到達していないと考えられ、活動履歴、地震波速度

構造、比抵抗構造、地震・地殻変動データ等から、巨大噴火が差し迫った状態では

なく、巨大噴火の可能性を示す科学的に合理性のある具体的な根拠が得られていな

いことから、施設の運用期間中における巨大噴火の可能性は十分に小さいと評価し

た。 

また、最後の巨大噴火以降の火山活動については、活動履歴及び地質調査・火山

学的調査の結果より、最後の巨大噴火以降の最大規模の火砕流が敷地に到達してい

ないことから、廃棄物埋設地に影響を及ぼす可能性は十分小さく、火砕物密度流以

外の設計対応不可能な火山事象は、敷地と火山の離隔等から、廃棄物埋設地に影響

を及ぼす可能性は十分小さいと評価した。 

 

(5) 廃棄物埋設地の安全性に影響を与える可能性のある火山事象の影響評価 

廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山(21 火山)に対して、現状における活動可

能性及び規模を考慮し、廃棄物埋設地に影響を与える可能性のある火山事象につ

いて検討した。 

なお、降下火砕物については、地理的領域外の火山を含めてその影響を評価した。 

(ⅰ) 降下火砕物 

a. 給源を特定できる降下火砕物 

「新編 火山灰アトラス」(町田・新井、2011)(9)等による、地理的領域内外に

おける第四紀火山起源の主な降下火砕物の分布を添 3 ト-第 33 図及び添 3 ト-第

34 図に示す。 

町田・新井(2011)(9)及び地質調査により、敷地及び敷地近傍に分布する主な地

理的領域内の火山を給源とする降下火砕物は、オレンジテフラ、十和田レッドテ

フラ、十和田切田テフラ、十和田八戸テフラ、濁川テフラ、甲地軽石、十和田中

掫テフラ及び十和田 a テフラがあげられる。また、地理的領域外の火山を給源と

する降下火砕物は、洞爺火山灰、鬼界葛原テフラ、阿蘇 4 テフラ、支笏第 1 テフ

ラ、姶良 Tn テフラ及び白頭山苫小牧テフラがあげられる(添 3 ト-第 4 表参照)。 

地理的領域内の火山を給源とする降下火砕物のうち十和田のオレンジテフラ、
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十和田レッドテフラ及び十和田切田テフラは最後の巨大噴火以前の噴出物、十

和田八戸テフラは最後の巨大噴火の噴出物であり、現在は、最後の巨大噴火以降

の活動である後カルデラ期の活動が継続していることから、これらの降下火砕

物を評価対象外とした。加えて、濁川テフラの給源である濁川カルデラは「(3) 

廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山の抽出」において、廃棄物埋設地に影響を

及ぼし得る火山ではないとしたことから、評価対象外とした。 

一方、地理的領域外の火山を給源とする降下火砕物のうち洞爺火山灰、鬼界葛

原テフラ、阿蘇 4 テフラ、支笏第 1 テフラ及び姶良 Tn テフラを噴出した各火山

は現在、後カルデラ火山の活動を継続しており同規模噴火の可能性は十分小さ

いことから、これらの降下火砕物を評価対象外とした。このうち、敷地及び敷地

近傍での層厚が最も大きい洞爺火山灰を噴出した洞爺カルデラの階段ダイアグ

ラムを添 3 ト-第 35 図に示す。 

以上を踏まえると、評価対象となる十和田中掫テフラ、十和田 a テフラ、甲地

軽石及び白頭山苫小牧テフラのうち敷地及び敷地近傍において最も層厚が大き

い降下火砕物は、添 3 ト-第 4 表に示すとおり、甲地軽石であり、再処理敷地内

の複数地点で確認した(添 3 ト-第 36 図参照)。再堆積を含む層厚が最大である

KP-1孔(添 3ト-第 37図参照)において、軽石が比較的密に集積する主部(層厚 21cm)

と、その上位に堆積する甲地軽石を含む再堆積層(火山灰質シルト：層厚 22cm)を

確認したことから、再堆積を含む甲地軽石の層厚を 43cm と評価した。 

b. 給源不明な降下火砕物 

地質調査により敷地内に給源不明な降下火砕物は確認されなかったが、敷地近傍

の再処理敷地内において確認された主な給源不明な降下火砕物として A～D テフラ

がある(添 3 ト-第 4表参照)。これらの降下火砕物のうち、最も層厚が大きい降下

火砕物は Cテフラ(約 12cm)である。 

c. 降下火砕物シミュレーション 

降下火砕物シミュレーションの実施に当たって、解析可能な給源を特定でき

る降下火砕物について、同規模噴火の可能性、地質調査結果(最大層厚)、敷地と

火山との離隔及び噴出量を検討し、敷地に最も影響を与える甲地軽石を対象に

解析を実施した。降下火砕物は、一般的に給源から離れるほど層厚が減少する傾

向を示すため、甲地軽石の給源に近い再処理事業所地点での計算結果を参照す
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る。 

本解析は、移流拡散モデルを用いた解析プログラムであり、降下火砕物が全て

降下するまで、一定方向に同じ風速の風が吹き続ける条件で実施した。 

降下火砕物シミュレーションに用いる計算条件については、甲地軽石が 28 万

年前～18 万年前の噴火と非常に古く、噴火に係る計算条件の情報が乏しいこと

から、工藤ほか(2004)(30)の等層厚線の分布主軸方向の風を抽出・平均した風を

用いて、再現性解析を行い、最も再現性が良い解析結果(添 3 ト-第 38 図参照)に

基づき設定した。再現性解析結果を踏まえた降下火砕物シミュレーションの主

な計算条件を添 3 ト-第 5 表に示す。 

月別平年値の風を基にした降下火砕物シミュレーション結果を添 3 ト-第 39

図に示す。評価点における火山灰の厚さは 6.0cm～25cm となる。 

一方、不確かさ(風向、風速及び噴煙柱高度)の検討については、敷地が八甲田山

の北東方向に位置していることから、敷地方向の風を考慮した風向の不確かさの影

響が最も大きくなると考えられる。したがって、八甲田山から敷地に向かう風を抽

出・平均して作成した敷地方向の風を用いた風向の不確かさを考慮したシミュレー

ションのケースを実施した結果、層厚が 53cm となった(添 3 ト-第 40 図参照)。以

上を踏まえ、設計に用いる敷地内の降下火砕物の層厚を 55cm とする。 

d. 降下火砕物の密度 

軽石の密度に関する文献調査の結果、「新版地学辞典」新版地学事典編集委員

会編(2007)(40)によると、軽石について、火山砕屑物の一種で、多孔質で見かけ密

度が小さく淡色を呈するとしている。 

また、小尾ほか(2019)(41)において、細粒火山灰との比較検討として有史以降の

噴火の軽石を対象とした堆積密度を計測しており、乾燥状態では約 0.4g/cm3～約

1.2g/cm3、自然状態では約 0.5g/cm3～約 1.3g/cm3、湿潤状態(試料を 2 日間浸水さ

せて計測した密度)では約 0.6g/cm3～約 1.3g/cm3の結果を示している。 

層厚が最大となる甲地軽石を対象に密度試験を実施した結果、乾燥密度は

0.43g/cm3、飽和密度 1.25g/cm3 であり(添 3 ト-第 41 図参照)、文献調査結果と

整合的である。 

e. 設計に用いる降下火砕物の層厚及び密度 

敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物のうち、給源を特定できる降
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下火砕物については、甲地軽石の層厚が最大で、地質調査によると再堆積を含み

43cm であり、文献調査によると 20cm～50cm である。また、給源不明な降下火砕

物については、C テフラの層厚が最大で、地質調査の結果、約 12cm である。加

えて、現状における同規模の噴火の可能性、地質調査結果及び噴出量等を踏まえ、

甲地軽石を対象とした降下火砕物シミュレーションを実施した結果、風向の不

確かさを考慮したケースにおいて、評価地点での層厚は 53cm となった。 

甲地軽石の密度試験の結果、乾燥密度は 0.43g/cm3、飽和密度 1.25g/cm3 であ

る。 

以上を踏まえ、設計に用いる降下火砕物の層厚を 55cm、密度を湿潤状態で

1.3g/cm3とする。 

(ⅱ) その他の火山事象 

その他の火山事象として、土石流、火山泥流及び洪水、火山から発生する飛来

物(噴石)、火山ガス、津波、静振、大気現象、火山性地震とこれに関連する事象、

熱水系及び地下水の異常について、文献調査及び地質調査等の結果より検討し

た。 

a. 土石流、火山泥流及び洪水 

土石流、火山泥流及び洪水については、敷地を中心とする半径 120km の範囲に

存在する廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山(横津岳、恵山、陸奥燧岳、恐山、

岩木山、田代岳、藤沢森、南八甲田火山群、北八甲田火山群、八甲田カルデラ、

十和田、先十和田及び八幡平火山群の 13 火山)を対象に検討した。その結果、こ

れらの火山を起源とする土石流、火山泥流及び洪水に伴う堆積物は確認されず、

また、敷地は太平洋及び陸奥湾を境にする下北半島脊梁部の台地上に位置し、こ

れらの火山を源流に有する河川流域に含まれないことから、廃棄物埋設地に土

石流、火山泥流及び洪水が到達する可能性は十分小さいと評価した。 

b. 火山から発生する飛来物(噴石) 

火山から発生する飛来物(噴石)については、敷地を中心とする半径約 10km の

範囲に火山が分布しないことから、噴石が敷地に到達することはなく、廃棄物埋

設地に影響を及ぼす可能性は十分小さいと評価した。 

c. 火山ガス 

火山ガスについては、敷地は、太平洋及び陸奥湾を境にする下北半島脊梁部の
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台地上に位置し、火山ガスが敷地に滞留する地形ではないことから、敷地に到達

することはなく、廃棄物埋設地に影響を及ぼす可能性は十分小さいと評価した。 

d. その他の火山事象 

火山性の津波及び静振については、敷地周辺の海域に海底火山は分布せず、敷

地周辺に大きな影響を及ぼした火山事象による歴史津波の記録は知られていな

いことから、廃棄物埋設地に火山性の津波及び静振が到達する可能性は十分小

さいと評価した。 

火山に起因する大気現象については、第四紀火山と敷地とは十分な離隔があ

ることから、廃棄物埋設地に到達する可能性は十分小さいと評価した。 

火山性地震とこれに関連する事象については、第四紀火山と敷地とは十分な

離隔があることから、影響は十分に小さいと評価した。 

火山による熱水系及び地下水の異常については、火山発生のメカニズムや火

山フロントの位置を考慮すると、敷地近傍において、新しい火口が開口する可能

性が十分に小さいことから、熱水等の影響の可能性は十分小さいと評価した。 
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添 3 へ-第 1 表 主な既往の近地津波(1/3) 

発生年月日 

発生場所 

緯度ψ  

経度λ 

地震 

規模 

M 

津波 

規模 

m 

地震・津波の概要 

869 年 

7 月 13 日 

(貞観 11 年) 

三陸沖 

ψ ＝ 37.5～39.5°N 

λ ＝ 143～145°E 

8.3 

±1/4 

4 三陸沿岸：城郭・倉庫・門櫓・垣壁等崩れ落ち倒

潰するもの無数。津波が多賀城下を襲い、溺死約

1 千。三陸沖の巨大地震とみられる。 

1611 年 

12 月 2 日 

(慶長 16 年) 

三陸沖 

ψ ＝ 39.0°N 

λ ＝ 144.4°E 

≒8.1 4 三陸沿岸及び北海道東岸：三陸地方で強震。震害

は軽く、津波の被害が大きかった。伊達領内で死

1,783、南部・津軽で人馬の死 3 千余という。三

陸沿岸で家屋の流出が多く、北海道東部でも溺死

が多かった。1933 年の三陸地震津波に似ている。 

1640 年 

7 月 31 日 

(寛永 17 年) 

渡島地方東部 

ψ ＝ 42.1°N 

λ ＝ 140.7°E 

－ 2 

(1～2) 

北海道噴火湾：駒ヶ岳噴火に伴い津波があり、死

700 余、昆布舟流出 100 余。 

1677 年 

4 月 13 日 

(延宝 5 年) 

青森県東方沖 

ψ ＝ 41.0°N 

λ ＝ 1421/4°E 

71/4～71/2 2 陸中：八戸に震害あり。震後約 1 時間で津波来た

り。家屋流潰約 70 軒。余震が多かった。1968 年

十勝沖地震と似ている。 

1763 年 

1 月 29 日 

(宝暦 12 年) 

青森県東方沖 

ψ ＝ 41.0°N 

λ ＝ 1421/4°E 

7.4 1 

(2) 

陸奥八戸：11 月初めより地震があり、この日大地

震。寺院・民家が破損した。平館で家潰 1、死 3。

函館でも強く感じた。津波があり、余震が多かっ

た。1968 年十勝沖地震と似ているので、もっと沖

の大きな地震かもしれない。 

1793 年 

2 月 17 日 

(寛政 5 年) 

三陸沖 

ψ ＝ 38.5°N 

λ ＝ 144.5°E 

8.0～ 

8.4 

2 

[2.5] 

陸前・陸中・磐城：仙台領内で家屋損壊 1 千余、

死 12。沿岸に津波が来て、大槌・両石で流潰家

71、死 9、気仙沼で流失家 300 余。余震が多かっ

た。  

1843 年 

4 月 25 日 

(天保 14 年) 

釧路沖 

ψ ＝ 42.0°N 

λ ＝ 146.0°E 

≒7.5 2 釧路・根室：厚岸国泰寺で被害があった。津波が

あり、全体で死 46。 家屋破壊 76。八戸にも津波。

松前・津軽で強く感じ、江戸でも有感。 

1856 年 

8 月 23 日 

(安政 3 年) 

青森県東方沖 

ψ ＝ 41.0°N 

λ ＝ 1421/2°E 

≒7.5 2 

[2.5] 

日高・胆振・渡島・津軽・南部：震害は少なかっ

たが、津波が三陸及び北海道の南岸を襲った。南

部藩で流失 93、潰 106、溺死 26、八戸藩でも死 3

等。余震が多かった。1968 年十勝沖地震に津波の

様子がよく似ており、もう少し海溝寄りの地震か

もしれない。 

1894 年 

3 月 22 日 

(明治 27 年) 

根室半島南西沖 

ψ ＝ 421/2°N 

λ ＝ 146°E 

7.9 2 

[2.5] 

根室沖：根室・厚岸で家屋・土蔵に被害。死 1、

家屋潰 12、津波は宮古 4.0m、大船渡 1.5m 等。 

1896 年 

6 月 15 日 

(明治 29 年) 

三陸沖 

ψ ＝ 391/2°N 

λ ＝ 144°E 

81/4 4 

[3.5] 

『明治三陸地震津波』：震害はない。津波が北海

道より牡鹿半島にいたる海岸に襲来し、死者は青

森 343、宮城 3,452、北海道 6、岩手 18,158。家

屋流失全半潰 8 千～9 千以上、船の被害約 7 千。

波高は、吉浜 24.4m、綾里 38.2m、田老 14.6m 等。

津波はハワイやカリフォルニアに達した。M は津

波を考慮したもの。 
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添 3 へ-第 1 表 主な既往の近地津波(2/3) 

発生年月日 

発生場所 

緯度ψ  

経度λ 

地震 

規模 

M 

津波 

規模 

m 

地震・津波の概要 

1933年 

3月3日 

(昭和8年) 

三陸沖 

ψ＝ 39°07.7′N 

λ＝145°07.0′E 

8.1 3 

[3] 

『三陸地震津波』：震害は少なかった。津波が太

平洋岸を襲い、三陸沿岸で被害は甚大。死・不

明 3,064、家屋流失 4,034、倒潰 1,817、浸水

4,018。 波高は綾里湾で 28.7m にも達した。日

本海溝付近で発生した巨大な正断層型地震と考

えられている。 

1952年 

3月4日 

(昭和27年) 

十勝沖 

ψ＝ 41°42.3′N 

λ＝144°09.0′E 

8.2 2 

[2.5] 

『十勝沖地震』：北海道南部・東北北部に被害が

あり、津波が関東地方に及ぶ。波高は北海道で

3m 前後、三陸沿岸で 1m～2m。死 28、不明 5、家

屋全壊 815、半壊 1,324、流失 91。 

1958年 

11月7日 

(昭和33年) 

択捉島南東沖 

ψ＝ 44°18.0′N 

λ＝148°30.0′E 

8.1 1 

[2] 

(2) 

択捉島付近：釧路地方で電信線・鉄道・道路に

小被害があった。太平洋岸各地に津波があり、

小被害。 

1963年 

10月13日 

(昭和38年) 

択捉島南東沖 

ψ＝ 44°02.9′N 

λ＝149°49.5′E 

8.1 2 

[3] 

択捉島付近：津波があり、三陸沿岸で軽微な被

害。花咲で 1.2m、八戸で 1.3m 等。 

1963年 

10月20日 

(昭和38年) 

択捉島南東沖 

ψ＝ 44°05.6′N 

λ＝150°00.3′E 

6.7 2 

[2] 

ウルップ島沖：10 月 13 日択捉島沖地震の余震。

津波の高さはウルップで 10m～15m、択捉島で

8m。 

1968年 

5月16日 

(昭和43年) 

青森県東方沖 

ψ＝ 40°41.9′N 

λ＝143°35.7′E 

7.9 2 

[2.5] 

『1968 年十勝沖地震』：青森を中心に北海道南

部・東北地方に被害。死 52、傷 330、建物全壊

673、半壊 3,004。青森県下で道路損壊も多かっ

た。津波があり、三陸沿岸 3m～5m、襟裳岬 3m、

浸水 529、船舶流失沈没 127。コンクリ－ト造建

築の被害が目立った。 

1969年 

8月12日 

(昭和44年) 

北海道東方沖 

ψ＝ 43°22.6′N 

λ＝147°54.3′E 

7.8 0 

[2.5] 

(1) 

北海道東方沖：津波により北海道東部に軽い被

害あり。津波の高さは花咲 129cm、釧路 93cm、

八戸 109cm。 

1973年 

6月17日 

(昭和48年) 

根室半島南東沖 

ψ＝ 43°03.5′N 

λ＝145°58.2′E 

7.4 0 

[2] 

(1) 

〈1〉 

『1973 年 6 月 17 日根室半島沖地震』：根室・釧

路地方に被害。全体で傷 26、家屋全壊 2、一部

破損 1。小津波があり、波高は花咲で 2.8m、浸

水 275、船舶流失沈没 10。 

1994年 

10月4日 

(平成6年) 

北海道東方沖 

ψ＝ 43°22.5′N 

λ＝147°40.4′E 

8.2 [3] 

(2) 

〈2〉 

『平成 6 年(1994 年)北海道東方沖地震』：北海

道東部を中心に被害があり、傷 437、住家全壊

61、半壊 348。津波は花咲で 173cm。震源に近い

択捉島では死・不明 10 等、地震と津波で大きな

被害。 

2003年 

9月26日 

(平成15年) 

十勝沖 

ψ＝ 41°46.7′N 

λ＝144°04.7′E 

8.0 [2.5] 

〈2〉 

『平成 15 年(2003 年)十勝沖地震』：太平洋プレ

ート上面の逆断層型プレート境界地震で 1952

年とほぼ同じ場所。死 1、不明 1、傷 849、住家

全壊 116、半壊 368。最大震度 6 弱(道内 9 町村)、

北海道及び本州の太平洋岸に最大 4m 程度の津

波。 
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添 3 へ-第 1 表 主な既往の近地津波(3/3) 

発生年月日 

発生場所 

緯度ψ  

経度λ 

地震 

規模 

M 

津波 

規模 

m 

地震・津波の概要 

2011年 

3月11日 

(平成23年) 

東北沖 

ψ＝ 38°06.2′N 

λ＝142°51.7′E 

MＷ9.0 [4] 

〈4〉 

『平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震』：

震源域は岩手県から福島県までの東側沖合で南

北に長さ 400km におよび、日本海溝付近から沿

岸部近くまで太平洋プレートと陸側プレートの

境界面で東西に 200km と広かった。主として大

津波によって、死者・行方不明者 1 万 8,000 余

と明治三陸津波に次ぐ被害が生じた。 

注 1：「発生年月日」は、宇佐美ほか(2013)(1)による。 

注 2：「発生場所、緯度、経度」及び「地震規模 M」は、次の値を示している。 

1922 年以前の地震、2011 年の地震：宇佐美ほか(2013)(1)。 

1923 年以降の地震(2011 年の地震を除く)：気象庁(1951～2010)(3)による。 

注 3：「津波規模 m」は、宇佐美ほか(2013)(1)による。 

ただし、[  ]は羽鳥(2000)(5)による値(宇佐美ほか(2013)(1)により引用)、( )は渡辺(1998)(2)による値、

〈 〉は国立天文台編(2014)(4)による値で、宇佐美ほか(2013)(1)と異なる場合のみ示している。 

注 4：「地震・津波の概要」は、宇佐美ほか(2013)(1)及び国立天文台編(2014)(4)を参照している。 
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添 3 へ-第 2 表 主な既往の近地津波の津波高 

(単位：m) 

市町村名 地名 

1611 年 

慶長 16 

三陸沖 

1677 年 

延宝 5 

青森県 

東方沖 

1763 年 

宝暦 12 

青森県 

東方沖 

1856 年 

安政 3 

青森県 

東方沖 

1896 年 

明治 29 

三陸沖 

1933 年 

昭和 8 

三陸沖 

1952 年 

昭和 27 

十勝沖 

1968 年 

昭和 43 

青森県 

東方沖*1 

2003 年 

平成 15 

十勝沖 

2011 年 

平成 23 

東北沖 

森町 森・東森      0.6～1.5  0.6  1.7～2.5 

  砂原      1.2～1.8     

鹿部町 鹿部           

函館市 臼尻    3      1.9 

 椴法華    3      1.1 

 山背泊        1.1  1.8 

 浜町           

 函館   1～2 3 1.8 0.9 0.3 1.0  1.6～3.1 

北斗市 上磯    1.5      1.6 

大間町 奥戸      1.6     

 大間        0.2～1.1  1.7 

風間浦村 易国間        2.2  1.6 

 下風呂      1.8    2.1 

 甲        2.6   

むつ市 木野部      1.5     

 大畑・湊    4  1.0～1.4  2.2  2.5～2.6 

 出戸川      1.6     

 関根      1.0    2.2～2.7 

東通村 入口        1.2 1.7 2.3～5.2 

 岩屋        1.3  1.5～2.1 

 尻屋        2.2  1.8 

 尻労        1.0 2.6 2.3～2.6 

 小田野沢        2.7  1.9 

 老部        2.4   

 白糠        0.9  2.0～2.3 

六ヶ所村 袖戸        0.8～3.1   

 泊        0.6～2.5 1.5 2.4 

 出戸        4.2  2.8 

 尾駮        1.2～1.5  3.5 

 新納屋        3.7   

 高瀬川        1.6  1.9 

三沢市 塩釜      3.0  5.1  5.0～6.7 

 六川目      3.6～4.5  2.1  4.5～6.7 

 淋代      3.0～3.9  2.4  5.2～9.7 

 五川目      3.4  2.5  6.0～11.8 

 四川目      3.8～5.0  2.8～4.0  7.0～9.6 

 三川目      5.0  1.7  5.8～8.1 

おいらせ町 二川目      4.0  2.7  4.5～8.8 

 一川目      1.8～4.2  1.7～4.1  4.8～11.0 

 川口・百石    4  2.5～5.0  3.7～4.0  1.3～8.9 

八戸市 市川・橋向      3.0～3.8    3.0～9.6 

 河原木      1.5～3.0  2.1～4.8  3.3～8.4 

 八戸(湊)   1～3 3～4   2.0 1.6～3.2  1.9～7.1 

 鮫・蕪島     3 2.1～4.7  1.5～4.4  4.5～6.4 

野田村 野田  4～5  6 10.5～20.0 5.0～15.6 2.2 3.9～4.6  5.2～38.4 

宮古市 田老 15～21 2～3  3.8～4 8.5～14.6 4.0～10.1 1.0 1.2～1.5 0.8 7.4～39.8 

 宮古 6～8 2～3 1～2 2 4.6 3.0～8.2 0.7～1.3 1.2～2.0 1.0～1.1 0.4～38.3 

大槌町 
大槌 

(大須賀) 5～10 2.8～4  3～3.5 2.7～4.0 2.9～3.9  2.2～2.3  7.2～18.1 

釜石市 釜石   1 3～3.7 4.5～8.2 2.7～5.4 2 2.0～3.2 1.3 4.2～30.6 

文献 
羽鳥 

(2000)(5)
 

羽鳥 

(2000)(5) 
羽鳥 

(2000)(5) 
羽鳥 

(2000)(5) 

中央 

気象台 

(1933)(6) 

等(2)(7)(8) 

中央 

気象台 

(1933)(6)

等(8)～(10) 

渡辺 

(1998)(2) 

岸 

(1969)(11) 

東北 

大学 
(2004)(12) 

東北地方 

太平洋沖 

地震津波 

合同調査 

グループ

(2012)(13) 

*1：1968 年十勝沖地震と同じものとして扱う。  



 

1号－3－56 

 

添 3 へ-第 3 表 主な既往の遠地津波(1/2) 

発生年月日 
発生場所 

緯度ψ  

経度λ 

地震 

規模 

M 

[Mt] 

〈Ms〉 

津波 

規模 

m 
地震・津波の概要 

1586年 

7月10日 

(天正14年) 

ペルーのリマ沖 

ψ＝12.3°S 

λ＝77.7°W 

7.7 4 津波の高さはリマで 26m、10km 内陸まで浸入。三陸

の陸前海岸で津波あり。 

1687年 

10月20日 

(貞享4年) 

ペルーのカヤオ沖 

ψ＝15.2°S 

λ＝75.9°W 

7.6 3 カヤオ、チャシカイ、ピスコで津波。この津波は日

本沿岸にも波及し、塩釜で高さ 1.5 尺～1.6 尺(約

50cm)、12 回～13 回押し寄せた。沖縄でも 3 回津波

が押し寄せた。  

1700年 

1月26日 

(元禄12年) 

北米北西部沖 

(カスケード地帯) 

9クラス 

[9?] 

3～4 米国やカナダの沿岸における津波の高さは 5m～7m

と推定。日本沿岸各地の津波の高さは岩手県宮古

3m、同大槌と和歌山県田辺で 2m、茨城県那珂湊や静

岡県清水(三保)で約 2m と推定される。宮古と田辺

で津波の被害があったという。 

1730年 

7月8日 

(享保15年) 

チリのバルパライ

ソ沖 

ψ＝33.1°S 

λ＝71.6°W 

8.7 4 バルパライソは浸水が激しく、港は破壊された。コ

ンセプシオン全滅。津波は三陸の陸前沿岸に襲来、

牡鹿半島で田畑が浸水した。 

1751年 

5月25日 

(宝暦1年) 

チリのコンセプシ

オン沖 

ψ＝36.8°S 

λ＝71.6°W 

8.5 3 古いコンセプシオンは全滅。津波は日本沿岸へ襲

来、三陸沿岸の大槌、牡鹿及び気仙沼で床まで浸水

した。  

1780年 

6月29日 

(安永9年) 

千島列島 

ウルップ島南東沖 

ψ＝46.0°N 

λ＝151.0°E 

7.5 3 ウルップ島で津波の高さ 10m～12m。同島東岸(ワニ

ノフ)に停泊中のロシア船山上に打ち上げられた。

津波は北海道東岸へ襲来した。 

1837年 

11月7日 

(天保8年) 

チリ南部沖 

ψ＝39.8°S 

λ＝73.2°W 

8.0 

[91/4] 

3 コンセプシオン、バルデビアで大津波。津波により

ハワイ諸島で大被害。三陸沿岸陸前の気仙沼湾、本

吉、牡鹿及び宮城の 3 郡で潮溢れる。 

1868年 

8月13日 

(慶応4年) 

チリ北部アリカ沖 

ψ＝18.5°S 

λ＝70.4°W 

8.5 

[9.0] 

4 『アリカ地震』：チリ北部(当時ペルー領)で大津波

となり太平洋に波及した。アリカで津波の高さ 14m、

死者 25,000 人ともいわれている。ハワイ島で大被

害。日本沿岸では函館で 2m、宮城県本吉郡、伊豆下

田、沖縄那覇港でも観測。 

1877年 

5月10日 

(明治10年) 

チリのイキケ沖 

ψ＝19.6°S 

λ＝70.2°W 

8.3 

[9.0] 

4 『イキケ地震』：1868 年以上のチリ大地震。太平洋

沿岸全域に波及。チリ沿岸では 1.2m～24m。ハワイ

諸島で 1.2m～6.6m。日本沿岸では、函館 2.4m、釜

石 3m、東京湾 0.7m。函館と三陸沿岸で被害があっ

た。また房総半島で死者を含む被害があった。 

1918年 

9月7日 

(大正7年) 

千島列島 

ウルップ島東方沖 

ψ＝45.5°N 

λ＝151.5°E 

8.2 

[8.5] 

3 津波の高さはウルップ島東岸で 12m。日本沿岸では、

根室 1m、函館 0.5m、三陸沿岸 1m 以下。父島では

1.4m で家屋浸水 12、橋梁流失 2 の被害。 
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添 3 へ-第 3 表 主な既往の遠地津波(2/2) 

発生年月日 
発生場所 

緯度ψ  

経度λ 

地震 

規模 

M 

[Mt] 

〈Ms〉 

津波 

規模 

m 

地震・津波の概要 

1922年 

11月11日 

(大正11年) 

チリのアタカマ沖 

ψ＝28.5°S 

λ＝70°W 

8.3 

[8.7] 

3 『アタカマ地震』：チリ沿岸で大津波となり、太平洋

沿岸各地に波及した。ペルーのカヤオで 24m。日本沿

岸の津波の最大全振幅は、花咲 60cm、鮎川 65cm 等。

大船渡で家屋 30 棟が波に洗われた(高さ 1～2m か)。 

1946年 

4月1日 

(昭和21年) 

アリューシャン列

島東部 

ψ＝52.8°N 

λ＝162.5°W 

7.4 

[9.3] 

4 『アリューシャン津波』：アリューシャンのウニマク

島灯台で 30.5m、ハワイ諸島で 0.5m～17m の高さとな

る等太平洋沿岸各地にかなりの津波が襲来した。日

本沿岸の津波の最大全振幅は鮎川 56cm、八戸 20cm等。 

1952年 

11月4日 

(昭和27年) 

カムチャツカ半島

南東沖 

ψ＝52.3°N 

λ＝161.0°E 

8.5 

[9.0] 

3 『カムチャツカ津波』：カムチャツカ半島で 1m～15m

の津波。ハワイ諸島で 10.4m に達する等太平洋沿岸

全域に影響した。日本沿岸における津波の高さは

0.5m～3.0m 程度。北海道、三陸沿岸、下田、尾鷲等

広範囲で家屋の浸水があり、三陸沿岸では漁業関係

の被害があった。 

1960年 

5月22日 

(昭和35年) 

チリ南部沖 

ψ＝39.5°S 

λ＝74.5°W 

8.5 

[9.4] 

4 『チリ地震津波』：チリのイスラ・モチャで 20m～25m

の津波。太平洋沿岸各地に波及し、ハワイ諸島で

10.5mに達する。日本沿岸での波高は三陸沿岸で 0.8m

～8.1m、その他で 0.6m～4.2m。日本全体で死・不明

142(うち沖縄で 3)、家屋全壊 1,500 余、半壊 2 千余。 

1964年 

3月28日 

(昭和39年) 

アラスカ湾 

ψ＝61.1°N 

λ＝147.5°W 

9.2 

[9.1] 

〈8.4〉 

4 『アラスカ地震津波』：アラスカのバルディーズで

6.1m～30m の津波。日本では三陸沿岸で漁業施設に若

干の被害があった。 

1965年 

2月4日 

(昭和40年) 

アリューシャン列

島 

ψ＝51.3°N 

λ＝178.6°E 

8.7 

[8.6] 

〈8.2〉 

3 アリューシャンで 0.2m～10m の津波。三陸沿岸の浅

海漁業施設に僅かの被害があった。 

1996年 

2月17日 

(平成8年) 

インドネシアのイ

リアン・ジャヤ沖 

ψ＝0.950°S 

λ＝137.016°E 

〈8.1〉 3 インドネシアのビアック島で最大 7.7m(津波到達時

の潮位上)に達した。日本沿岸の津波の最大全振幅

は、父島で 195cm、串本で 170cm。土佐清水では漁船

20 艘が転覆し、八丈島で漁船に被害があった。 

2010年 

2月27日 

(平成22年) 

チリ中部沖 

ψ＝36.12°S 

λ＝72.90°W 

8.5 [3] チリ沿岸は平均 5m～9m の津波(遡上高さ)。最大は

28m(遡上高さ)。日本沿岸での最大は気仙沼湾奥で

3.0m(全振幅)。 

注 1：「発生年月日」は、宇佐美ほか(2013)(1)による。 

注 2：「発生場所、緯度、経度」、「地震規模 M[Mt]〈Ms〉」及び「津波規模 m」は、次の値を示している。 

2010 年の地震：国立天文台編(2014)(4)による。ただし、「津波規模 m」は宇佐美ほか(2013)(1)による。 

2010 年以外の地震：渡辺(1998)(2)による。 

Mt は津波マグニチュードを、Ms は表面波マグニチュードを示す。 

注 3：「地震・津波の概要」は、次を参照している。 

2010 年の地震：今村ほか(2010)(18)及び都司ほか(2010)(19)による。 

2010 年以外の地震：渡辺(1998)(2)による。  
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添 3 へ-第 4 表 主な既往の遠地津波の津波高 
(単位：m) 

市町村名 地名 

1868 年 

慶応 4 

チリ北部 

アリカ沖 

1877 年 

明治 10 

チリの 

イキケ沖 

1952 年 

昭和 27 

カムチャツカ 

半島南東沖 

1960 年 

昭和 35 

チリ南部沖 

森町 森・東森    1.5 

  砂原    1.5 

鹿部町 鹿部    0.9 

函館市 臼尻    0.4 

 椴法華     

 山背泊    1.9 

 浜町    1.2 

 函館 2 2.4 0.5～1.5 1.4～2.9 

北斗市 上磯    1.3～1.9 

大間町 奥戸     

 大間    2.0 

風間浦村 易国間     

 下風呂     

 甲     

むつ市 木野部    1.9～2.3 

 大畑・湊    1.4～2.1 

 出戸川    1.2 

 関根    1.6 

東通村 入口    1.7～1.8 

 岩屋    1.3 

 尻屋    1.4 

 尻労     

 小田野沢     

 老部     

 白糠    2.0 

六ヶ所村 袖戸     

 泊     

 出戸     

 尾駮    1.0 

 新納屋     

 高瀬川    2.2 

三沢市 塩釜     

 六川目    2.0 

 淋代     

 五川目    2.3 

 四川目    1.9 

 三川目    1.3 

おいらせ町 二川目    1.0 

 一川目    1.2 

 川口・百石    3.2～4.9 

八戸市 市川・橋向    1.5～3.4 

 河原木    2.2～5.3 

 八戸(湊)    2.5～4.3 

 鮫・蕪島   1.8 3.9 

野田村 野田    4.9～5.2 

宮古市 田老   2.2 1.8～3.2 

 宮古   0.4～1.8 1.2～2.4 

大槌町 大槌(大須賀)   1.5 2.4～3.9 

釜石市 釜石  3  2.1～3.3 

文献 渡辺(1998)(2) 渡辺(1998)(2) 渡辺(1998)(2) 

チリ津波 

合同調査班 

(1961)(14) 及び

気象庁(1961) 
(15) 
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添 3 へ-第 5 表 主な計算条件 

空間格子間隔 

Δs(m) 
1440 

480 

(1440/3) 

160 

(1440/9) 

80 

(1440/18) 

40 

(1440/36) 

20 

(1440/72) 

10 

(1440/144) 

5 

(1440/288) 

時間格子間隔 

Δt(s) 
0.1 

基礎方程式 後藤・小川(1982)(25)の非線形長波式 

沖側境界条件 
自由透

過 
外側の大格子領域と水位・流量を接続 

陸側境界条件 完全反射 小谷ほか(1998)(26)の遡上境界条件 

越流境界条件 － 
本間(1940)(27)の 

越流境界条件 

初期海面変動 
地震断層モデルを用いて Mansinha and Smylie(1971)(24)の方法により 

計算される鉛直変位を海面上に与える 

海底摩擦係数 マニングの粗度係数 n=0.03m-1/3s(土木学会(2016)(28)より) 

水平渦動粘性係

数 
考慮しない  

潮位条件 T.M.S.L±0.0m 

計算再現時間 地震発生後 4 時間 

基礎方程式：非線形長波［浅水理論］の連続式及び運動方程式 
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ここで， x , y  : 水平座標 (m)  t  : 時間 (s) 

xQ , yQ  : x , y 方向の単位幅当たりの流量(＝流速×全水深)(m2/s) 

η：静水面からの水位 (m)   D ：全水深( η+= h )(m) 

h：静水深 (m) g ：重力加速度 (m/s2) 

n：マニングの粗度係数 (m-1/3s)  
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添 3 へ-第 6 表 海域の活断層による地殻内地震に起因する津波の推定津波高 

海域活断層 
断層長 

L(㎞) 

断層幅 

W(㎞) 

すべり量 

D(m) 

地震 

モーメント 

M０(N･m) 

モーメント 

マグニ 

チュード 

Mw 

津波の 

伝播距離 

△(㎞) 

推定 

津波高 

Ht(m) 

F-a 20 12.0 2.11 1.75×1019 6.8 63 0.3 

F-b 15 10.0 1.58 8.18×1018 6.5 64 0.2 

F-c 15 10.0 1.58 8.18×1018 6.5 38 0.3 

F-d 6 4.0 0.63 5.24×1017 5.7 15 0.2 

 

添 3 へ-第 7 表 二層流モデルの主な計算条件 

計算格子間隔 

Δt(s) 

計算時間 

(h) 

海底摩擦係数 

(マニングの粗度係数) 

n(m-1/3s) 
界面抵抗係数 

fint 

水平渦動

粘性係数 

ν(m2/s) 
上層 下層 

0.15 3 0.03 0.40 0.0 
考慮しな

い 

 

添 3 へ-第 8 表 Kinematic landslide モデルの主な計算条件 

計算格子間隔 
Δt(s) 

計算時間 
(h) 

鉛直変位 
ライズタイム(s) 

変動伝播速度 
(m/s) 

0.15 3 120 10 
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添 3 へ-第 9 表 既往知見とすべり量 3 倍モデルのすべり量の比較 

 

巨大地震のすべり量に関する文献調査結果 評価モデル 

2011 年東北地方 

太平洋沖型地震

モデル 

(杉野ほか

(2014)(48)） 

南海トラフの 

巨大地震の 

津波断層モデル 

(内閣府

(2012)(23)) 

世界の MW9.0 クラ

スの巨大津波 

(M.Johnson and 

Satake(1999)(49)

等(50～52)) 

既往知見を 

踏まえた 

津波の評価 

モデル 

すべり量 3 倍

モデル 

全域超大 

すべり域 

モデル 

平均すべり量 10.4m 8.8m～11.3m 
大きいもので 

11m 
8.40m 25.20m 31.19m 

最大すべり量 31.2m 
最大のモデルで 

「60m～70m」 

大きいもので 

「28m～32m」 
31.19m 93.56m 31.19m 
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添 3 ト-第 1 表 事業所敷地周辺の第四紀火山一覧(敷地を中心とする半径 160km 範囲) 

火山名 
位置 敷地からの 

離隔(km) 北  緯 東  経 
1 砂蘭部岳(さらんべだけ) 42°08′21" 140°14′05" 159 
2 濁川カルデラ(にごりかわ) 42°07′11" 140°26′47" 148 
3 渡島毛無山(おしまけなしやま) 42°05′15" 140°28′14" 144 
4 北海道駒ヶ岳(ほっかいどうこまがたけ) 42°03′48" 140°40′38" 133 
5 木地挽山(きじびきやま) 41°57′07" 140°36′09" 125 
6 横津岳(よこつだけ) 41°56′16" 140°46′17" 118 
7 恵山丸山(えさんまるやま) 41°51′07" 141°05′35" 100 
8 恵山(えさん) 41°48′16" 141°09′58" 94 
9 銭亀(ぜにかめ) 41°44′21" 140°51′05" 95 
10 函館山(はこだてやま) 41°45′33" 140°42′14" 103 
11 知内(しりうち) 41°32′33" 140°22′17" 103 
12 渡島小島(おしまこじま) 41°21′27" 139°48′27" 136 
13 陸奥燧岳(むつひうちだけ) 41°26′20" 141°03′10" 57 
14 大畑カルデラ(おおはた) 41°22′00" 140°59′00" 53 
15 野平カルデラ(のだい) 41°16′00" 140°52′00" 52 
16 於法岳(おほうだけ) 41°15′47" 140°57′29" 46 
17 恐山(おそれざん) 41°16′42" 141°07′11" 39 
18 岩木山(いわきさん) 40°39′21" 140°18′11" 95 
19 太良駒ヶ岳(だいらこまがたけ) 40°24′46" 140°15′04" 112 
20 田代岳(たしろだけ) 40°25′42" 140°24′31" 100 
21 碇ヶ関カルデラ(いかりがせき) 40°30′35" 140°36′35" 81 
22 三ツ森(みつもり) 40°29′54" 140°41′49" 76 
23 阿闍羅山(あじゃらやま) 40°29′37" 140°35′36" 83 
24 沖浦カルデラ(おきうら) 40°34′ 140°44′ 69 
25 藤沢森(ふじさわもり) 40°31′53" 140°48′14" 67 
26 南八甲田火山群(みなみはっこうだ) 40°36′12" 140°50′33" 59 
27 北八甲田火山群(きたはっこうだ) 40°39′32" 140°52′38" 53 
28 八甲田カルデラ(はっこうだ) 40°41′00" 140°55′00" 49 
29 八甲田黒森(はっこうだくろもり) 40°38′51" 140°57′18" 49 
30 八甲田八幡岳(はっこうだはちまんだけ) 40°42′11" 140°59′54" 42 
31 十和田(とわだ) 40°28′12" 140°52′45" 68 
32 先十和田(せんとわだ) 40°27′10" 141°00′05" 65 
33 稲庭岳(いなにわだけ) 40°11′54" 141°02′47" 90 
34 七時雨山(ななしぐれやま) 40°04′09" 141°06′20" 102 
35 荒木田山(あらきだやま) 40°01′35" 141°02′27" 108 
36 高倉・黒森(たかくら・くろもり) 40°04′06" 140°55′23" 107 
37 秋田焼山(あきたやけやま) 39°57′49" 140°45′25" 123 
38 八幡平火山群(はちまんたい) 39°57′28" 140°51′14" 120 
39 柴倉岳(しばくらだけ) 39°59′44" 140°42′49" 121 
40 森吉山(もりよしざん) 39°58′36" 140°32′38" 130 
41 玉川カルデラ(たまがわ) 39°54′00" 140°46′38" 129 
42 岩手山(いわてさん) 39°51′09" 141°00′04" 128 
43 網張火山群(あみはり) 39°51′03" 140°57′06" 129 
44 乳頭・高倉(にゅうとう・たかくら) 39°48′17" 140°50′18" 137 

45 秋田駒ヶ岳(あきたこまがたけ) 39°45′40" 140°47′57" 142 

46 荷葉岳(かようだけ) 39°48′23" 140°43′50" 140 

47 大仏岳(だいぶつだけ) 39°48′49" 140°30′56" 147 

48 田沢湖カルデラ(たざわこ) 39°43′14" 140°39′43" 151 

(中野ほか編(2013)
(1)
による。)  
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添 3 ト-第 2 表 地理的領域内の第四紀火山における活動可能性(1/2) 

火山名*1 形式*1 
活動年代*1 

(千年前) 

最後の活動 

からの 

経過期間 

(千年間) 

廃棄物埋設地に 

影響を及ぼし得る火山 

(21 火山) 

完新世に活動を 

行った火山 

(10 火山) 

将来の活動可能性が

否定できない火山 

(11 火山)*3 

1 
砂蘭部岳 

(さらんべだけ) 
複成火山 1,800   1,800   

2 
濁川カルデラ 

(にごりかわ) 
カルデラ-火砕流 15   15   

3 
渡島毛無山 

(おしまけなしやま) 
溶岩流 

前期更新世 

前半 
or 前期更新世 

前期更新世 

後半以降 
  

4 
北海道駒ヶ岳 

(ほっかいどうこまがたけ) 
複成火山 

30 以前 

110*4 
～ A.D.2,000 - ○  

5 
木地挽山 

(きじびきやま) 
複成火山 1,900 or 1,900 以降 約 1,900   

6 
横津岳 

(よこつだけ) 
複成火山 1,100*5 or 

1,100 以降 

140*6 
140  ○ 

7 
恵山丸山 

(えさんまるやま) 
複成火山 200   200   

8 
恵山 

(えさん) 

複成火山 

溶岩ドーム 
50 ～ A.D.1,874 - ○  

9 
銭亀 

(ぜにかめ) 
カルデラ-火砕流 45   45   

10 
函館山 

(はこだてやま) 
複成火山 1,200 ～ 900 900   

11 
知内 

(しりうち) 

複成火山 

溶岩ドーム 
2,500 ～ 1,400 1,400   

12 
渡島小島 

(おしまこじま) 
複成火山 160 ～ 110 110   

13 
陸奥燧岳 

(むつひうちだけ) 
複成火山 1,200 ～ 500 500  ○ 

14 
大畑カルデラ 

(おおはた) 
カルデラ 3,000 ～ 1,800 1,800   

15 
野平カルデラ 

(のだい) 
カルデラ 1,900   1,900   

16 
於法岳 

(おほうだけ) 
複成火山 2,000   2,000   

17 
恐山 

(おそれざん) 

火砕丘-カルデラ 

溶岩ドーム 
1,300 ～ 20 20 ○*2  

18 
岩木山 

(いわきさん) 

複成火山 

溶岩ドーム 
650 ～ A.D.1,863 - ○  

19 
太良駒ヶ岳 

(だいらこまがたけ) 
複成火山 200   200   

20 
田代岳 

(たしろだけ) 

複成火山 

溶岩ドーム 
600 ～ 

600 以降 

35～15.5*7 
35～15.5*7  ○ 

21 
碇ヶ関カルデラ 

(いかりがせき) 
カルデラ-火砕流台地 2,600 ～ 2,300 2,300   

22 
三ツ森 

(みつもり) 
複成火山 1,900 ～ 1,300 1,300   

23 
阿闍羅山 

(あじゃらやま) 
複成（複合）火山 1,000   1,000   

24 
沖浦カルデラ 

(おきうら) 

カルデラ-火砕流台地、

溶岩ドーム 

1,700*8 ～ 1,100*8 
700*8   

900*8 ～ 700*8 

25 
藤沢森 

(ふじさわもり) 
溶岩流 3,500 ～ 1,700 1,700  ○ 

26 
南八甲田火山群 

(みなみはっこうだ) 
複成火山 1,100 ～ 300 300  ○ 
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添 3 ト-第 2 表 地理的領域内の第四紀火山における活動可能性(2/2) 

火山名*1 形式*1 
活動年代*1 

(千年前) 

最後の活動か

らの経過期間 

(千年間) 

廃棄物埋設地に 

影響を及ぼし得る火山 

(21 火山) 

完新世に活動を 

行った火山 

(10 火山) 

将来の活動可能性が

否定できない火山 

(11 火山)*3 

27 
北八甲田火山群 

(きたはっこうだ) 

複成火山 

溶岩ドーム 
400 ～ 0.6～0.4 0.6～0.4 ○  

28 
八甲田カルデラ 

(はっこうだ) 
カルデラ-火砕流台地 900 ～ 400 400  ○

*9

 

29 
八甲田黒森 

(はっこうだくろもり) 
複成火山 1,750 ～ 1,600 1,600   

30 
八甲田八幡岳 

(はっこうだはちまんだけ) 
複成火山 1,800 ～ 1,600 1,600   

31 
十和田 

(とわだ) 

カルデラ-火砕流台地 

溶岩ドーム 
200 ～ A.D.915 1 ○  

32 
先十和田 

(せんとわだ) 
複成（複合）火山 

620 

2,530*10 ～ 450 450  ○ 

33 
稲庭岳 

(いなにわだけ) 
複成火山 3,000 ～ 2,600 2,600   

34 
七時雨山 

(ななしぐれやま) 

複成火山、溶岩ドーム 

カルデラ-火砕流台地 
1,100 ～ 900 900   

35 
荒木田山 

(あらきだやま) 
複成火山 2,100 ～ 1,900 1,900   

36 
高倉・黒森 

(たかくら・くろもり) 
複成火山 3,200 ～ 2,500 2,500   

37 
秋田焼山 

(あきたやけやま) 

複成火山 

溶岩ドーム 
500 ～ A.D.1,997 - ○  

38 
八幡平火山群 

(はちまんたい) 
複成火山 1,200 ～ 7.3 7.3 ○  

39 
柴倉岳 

(しばくらだけ) 
複成（複合）火山 

2,600 ～ 2,000*11 
1,200   

1,200   

40 
森吉山 

(もりよしざん) 

複成火山 

溶岩ドーム 
1,100 ～ 700 700   

41 
玉川カルデラ 

(たまがわ) 
カルデラ-火砕流 2,000 and 1,000 1,000  ○ 

42 
岩手山 

(いわてさん) 
複成火山 700 ～ A.D.1,919 - ○  

43 
網張火山群 

(あみはり) 
複成（複合）火山 1,620 ～ 300 300  ○ 

44 
乳頭・高倉 

(にゅうとう・たかくら) 

複成火山 

溶岩ドーム 
600 ～ 100 100  ○ 

45 
秋田駒ヶ岳 

(あきたこまがたけ) 

複成火山、溶岩流及び

小型楯状火山 
100 ～ A.D.1,971 - ○  

46 
荷葉岳 

(かようだけ) 

複成火山、溶岩流及び

小型楯状火山、溶岩ド

ーム 

2,200 ～ 900 900  ○ 

47 
大仏岳 

(だいぶつだけ) 
複成火山 3,000 ～ 2,100 2,100   

48 田沢湖カルデラ 

(たざわこ) 

カルデラ 

複成火山、溶岩ドーム 
1,800 ～ 1,400 1,400   

 

 

 

 

*1：中野ほか編(2013)(1)、西来ほか編(2012)(3)及び西来ほか編(2014)(4)に基づき作成 

*2：気象庁編(2013)(2)による活火山に該当するため抽出 

*3：最後の活動からの経過期間が活動期間内の最大休止期間よりも短いとみなせる火山 

*4：雁澤ほか(2005)(42)によれば、北海道駒ヶ岳起源の降下火砕物(E-x)が洞爺火山灰の下位に認められ、その年代を 110ka と推定している 

*5：高田・中川(2016)(43)によれば、横津岳のグループ 1 の活動は 1.71Ma から開始したとされるが、中野ほか編(2013)(1)の年代を記載 

*6：新エネルギー・総合技術開発機構(1988)(44)によれば、横津岳に含まれる熊泊山火山噴出物の年代として 0.14±0.04Ma(FT 年代)が得られている 

*7：宝田(1991)(45)によれば、層序的に十和田大不動火砕流(約 3.5 万年前)と十和田八戸火砕流(約 1.55 万年前)の噴出時期の間にあるとされる 

*8：宝田・村岡(2004)(27)による 

*9：中野ほか編(2013)(1)によれば、カルデラ形成時期は 0.90Ma、0.76Ma 及び 0.40Ma の各年代値が記載されているが、その活動時期を 0.90Ma～0.40Ma と評価した 

*10：工藤（2018）(46)によれば、十和田湖周辺の高山溶岩・火山砕屑岩で、2.53±0.07Ma（K-Ar 年代）が得られている 

*11：須藤（1992）(47)によれば、柴倉岳火山噴出物と椈森火山噴出物は、前者で 2.6±0.5Ma と 2.0±0.2Ma、後者で 1.2±0.1Ma（K-Ar 年代）が得られている 
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添 3 ト-第 3表 設計対応不可能な火山事象とその噴出物の敷地への到達可能性評価 

(地理的領域内の第四紀火山の文献調査結果に基づき作成) 

 

  

火砕物
密度流

溶岩流
岩屑なだれ、
地滑り及び
斜面崩壊

新しい火口の
開口

地殻変動

160km以内 50km以内 50km以内 ― ―
北海道駒ヶ岳 ○

(ほっかいどうこまがたけ) (7km)

横津岳 ○
(よこつだけ) (12km)
恵山 ○
(えさん) (4km)
陸奥燧岳 ○
(むつひうちだけ) (8km)
恐山 ○ ○ ○
(おそれざん) (15km) (9km) (15km)
岩木山 ○
(いわきさん) (6km)
田代岳 ○
(たしろだけ) (12km)
藤沢森

(ふじさわもり)

南八甲田火山群 ○
(みなみはっこうだ) (13km)
北八甲田火山群 ○
(きたはっこうだ) (10km)
八甲田カルデラ ×
(はっこうだ) (42km)
十和田 ×
(とわだ) (100km)
先十和田 ○
(せんとわだ) (24km)
秋田焼山 ○
(あきたやけやま) (12km)
八幡平火山群

(はちまんたい)

玉川カルデラ ○
(たまがわ) (41km)
岩手山 ○
(いわてさん) (20km)
網張火山群 ○
(あみはり) (8km)
乳頭・高倉

(にゅうとう・たかくら)

秋田駒ヶ岳 ○
(あきたこまがたけ) (13km)
荷葉岳

(かようだけ)

◎

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

○*1 ○*1

検討不要

検討不要

検討不要

検討不要

検討不要

検討不要

検討不要

検討不要

検討不要

検討不要

検討不要

◎ ◎

検討不要

検討不要

検討不要

検討不要

検討不要

検討対象となる火山の敷地からの離隔

設計対応不可能な火山事象

敷地から
の距離
(km)

火山名

◎

◎

◎

検討不要

検討不要

検討不要

100

67

39

95

94

57

133

118

45 142

46 140

42 128

43 129

44 137

38 120

41 129

37 123

32 65

31 68

25

26

27 53

28 49

59

20

13

17

18

8

4

6

◎：当該火山の活動履歴上、発生実績が認められない火山事象 

○：当該火山の活動履歴上、発生実績は認められるが、敷地近傍への到達可能性が十分に小さい火山事象 

×：過去の最大規模の噴火による火山噴出物が、敷地及び敷地近傍に到達した可能性のある火山事象 

()内の距離：過去の最大規模の噴火による火山噴出物の到達距離 

検討不要：敷地からの隔離による判断 

*1：敷地は過去の火口及びその近傍に位置しないことによる 
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添 3 ト-第 4 表 評価対象とする降下火砕物の選定及び諸元 

(灰色セルは操業期間中に同規模の噴火が発生する可能性の低い降下火砕物) 

敷地と火山の

距離 
噴出源 降下火砕物 年代 

層厚(cm) 

文献調査 地質調査 

半径 160km 内 

十和田 
十和田 a テフラ 

(To-a) 
約 1,100 年前(1) ＜5(9)(10) ― 

十和田 
十和田中掫テフラ 

(To-Cu) 
約 6,200 年前(48) ＜10(9)(10)(49) ― 

北八甲田 

火山群 
甲地軽石(WP) 

約 18万年前～28万年

前 
20～50(30) 43 

濁川 

カルデラ 
濁川テフラ(Ng) 約 1.5 万年前(9) ―(9) ― 

十和田 
十和田八戸テフラ 

(To-HP) 
約 1.55 万年前(11) ＜10(9)(33) ― 

十和田 
十和田切田テフラ 

(To-KR) 
約 3.6 万年前(48) ＜10(9)(33) ― 

十和田 
十和田レッドテフラ 

(To-Rd) 
約 6.1 万年前(48) ＜10(9)(33) 30 

十和田 
オレンジテフラ 

(Or-p) 
約 17 万年前 ＜30(30) 25 

半径 160km 外 

白頭山 
白頭山苫小牧テフラ 

(B-Tm) 
約 1,000 年前(9) 5～10(9) ― 

姶良 

カルデラ 
姶良 Tn テフラ(AT) 

約 2.8万年前～3.0万

年前(9) 
＜5(9) ― 

支笏 

カルデラ 

支笏第 1 テフラ 

(Spfa-1) 

約 4.2万年前～4.4万

年前(9) 
＞0(9) ― 

阿蘇 
阿蘇 4 テフラ 

(Aso-4) 

約 8.5万年前～9万年

前(9) 
＞15(9) ― 

鬼界 

カルデラ 

鬼界葛原テフラ 

(K-Tz) 
約 9.5 万年前(9) ＜2(9) ― 

洞爺 洞爺火山灰(Toya) 
約 11.2 万年前～11.5

万年前(9) 
20～30(9) 15 

給源不明 

― A テフラ ― ― 約 7*1 

― B テフラ ― ― 約 11*1 

― C テフラ ― ― 約 12*1 

― D テフラ ― ― 約 10*1 

*1：敷地内には確認されないが、近隣の再処理敷地内で確認された層厚を示す。 

  



1号－3－67 

 

添 3 ト-第 5 表 降下火砕物シミュレーションの主な計算条件 

想定 

噴火規模 
パラメータ 

単

位 
値 設定根拠等 

甲地軽石 

(WP) 

噴出物量 kg 8.25×1012 
工藤ほか(2004)(30)に基づき設定(噴出量：

3.3km3(DRE)、マグマ密度 2.5t/m3) 

噴煙柱高度 m 25,000 再現性解析結果に基づき設定 

粒径 

最大 mm 1/2-10 Tephra2 推奨値 

最小 mm 1/210 Tephra2 推奨値 

中央 mm 1/2-3 再現性解析結果に基づき設定 

標準 

偏差 
φ 2.5 再現性解析結果に基づき設定 

岩片密度 t/m3 2.6 Tephra2 推奨値 

軽石粒子密度 t/m3 1.0 Tephra2 推奨値 

渦拡散係数 m2/s 0.04 萬年(2013)(50)に基づき設定 

拡散係数 m2/s 75,000 再現性解析結果に基づき設定 

Fall Time 

Threshold 
s 3,600 萬年(2013)(50)に基づき設定 

給源 

X 座標

(UTM:54N) 
m 489,622 

大岳山頂の UTM 座標 
Y 座標

(UTM:54N) 
m 4,500,900 

標高 m 1,584 大岳山頂の標高 

風 

月別平年値の風*1 
気象庁が 1981 年～2010 年の 30 年間の観測

値の平均を基に算出(秋田地方気象台) 

風向の不確かさの風 

ワイオミング大学の HP 上の 1973 年～2018

年のうち秋田地方気象台の高層気象観測デ

ータを用いて、敷地方向の風を抽出し作成 

標高 

データ 
500m メッシュ 

国土地理院の数値地図 50m を 

解析用に 500m メッシュに変換 

 

 

 

 

*1：「火山防災マップ作成指針」(内閣府(防災担当)ほか、2013)(51)によると、シミュレーションに用いる風向・風速は、気象庁ホー

ムページの気象庁統計情報にある過去の気象データ検索（高層）で紹介されている月平均値を使うと良いとされており、この月

平均値の風は、「気象観測統計指針」(気象庁、2018)(52)において「その時々の気象や天候を評価する基準」として示されている

月別平年値の風に相当する。 
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添 3 ヘ-第 2 図 青森県東方沖から三陸沖で発生した津波の推定波源域 

注 1：地震調査研究推進本部(2012)
(16)

より抜粋・一部加筆、「1611

慶長」及び「1677 延宝」の震源域は羽鳥(2000)
(5)
による。 
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諸元 

(土木学会(2002)(22)の諸元を補正) 

ﾓｰﾒﾝﾄ 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 

Mw 

断層長さ 

L 

(㎞) 

断層幅 

W 

(㎞) 

走向 

θ 

(°) 

上縁深さ 

d 

(㎞) 

傾斜

角 

δ 

(°) 

すべり角 

λ 

(°) 

剛性率 

μ 

(N/m2) 

すべり量 

D 

(m) 

8.32 120 70 205 26 20 90 5.0×1010 9.00 

 

 

添 3 ヘ-第 4 図 既往津波の再現性の確認に用いた波源モデルの位置及び諸元 

(1/2)(1856 年の津波) 

敷地 
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諸元 

(土木学会(2002)(22)の諸元を補正) 

ﾓｰﾒﾝﾄ 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 

Mw 

断層長さ 

L 

(㎞) 

断層幅 

W 

(㎞) 

走向 

θ 

(°) 

上縁深さ 

d 

(㎞) 

傾斜

角 

δ 

(°) 

すべり角 

λ 

(°) 

剛性率 

μ 

(N/m2) 

すべり量 

D 

(m) 

8.36 150 100 195 12 20 76 5.0×1010 5.90 

添 3 ヘ-第 4 図 既往津波の再現性の確認に用いた波源モデルの位置及び諸元 

(2/2)(1968 年の津波)  

敷地 
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1,440m 

  480m 

  160m 

   80m 

空間格子間隔Δs 400 ㎞ 200 0 

 

Ｎ 

注 1：コンター線は、1,000m ピッチ。 

添 3 ヘ-第 5 図 計算領域とその水深及び格子分割 
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注 2：コンター線は、陸域 5m、

海域 2m ピッチ。 

注 1：コンター線は、陸域10m、

海域 5m ピッチ。 

 

Ｎ 

8.0 ㎞ 4.0 0 

2.0 ㎞ 1.0 0 

80m 

40m 

20m 

10m 

 5m 

空間格子間隔Δs 

 

Ｎ 

添 3 ヘ-第 6 図 敷地近傍の計算領域とその水深及び格子分割 
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北 海 道 根 室 市

北 海 道 厚 岸 町

北 海 道 広 尾 町

北 海 道 え り も 町

北 海 道 様 似 町

北 海 道 浦 河 町

北 海 道 新 ひ だ か 町

北 海 道 白 老 町

北 海 道 伊 達 市

北 海 道 八 雲 町

青 森 県 三 沢 市

青 森 県 八 戸 市

青 森 県 階 上 町

青 森 県 階 上 町

岩 手 県 洋 野 町

岩 手 県 洋 野 町

岩 手 県 洋 野 町

岩 手 県 洋 野 町

岩 手 県 洋 野 町

岩 手 県 洋 野 町

岩 手 県 洋 野 町

岩 手 県 久 慈 市

岩 手 県 久 慈 市

岩 手 県 久 慈 市

岩 手 県 久 慈 市

岩 手 県 久 慈 市

岩 手 県 久 慈 市

岩 手 県 野 田 村

岩 手 県 野 田 村

岩 手 県 普 代 村

岩 手 県 普 代 村

岩 手 県 田 野 畑 村

岩 手 県 田 野 畑 村

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 宮 古 市

岩 手 県 山 田 町

岩 手 県 山 田 町

岩 手 県 山 田 町

岩 手 県 山 田 町

岩 手 県 大 槌 町

岩 手 県 大 槌 町

岩 手 県 釜 石 市

岩 手 県 釜 石 市

岩 手 県 釜 石 市

岩 手 県 釜 石 市

岩 手 県 大 船 渡 市

岩 手 県 大 船 渡 市

岩 手 県 大 船 渡 市

岩 手 県 大 船 渡 市

岩 手 県 大 船 渡 市

岩 手 県 大 船 渡 市

岩 手 県 大 船 渡 市

岩 手 県 大 船 渡 市

岩 手 県 大 船 渡 市

岩 手 県 大 船 渡 市

岩 手 県 陸 前 高 田 市

岩 手 県 陸 前 高 田 市

岩 手 県 陸 前 高 田 市

岩 手 県 陸 前 高 田 市

岩 手 県 陸 前 高 田 市

宮 城 県 気 仙 沼 市

宮 城 県 気 仙 沼 市

宮 城 県 気 仙 沼 市

宮 城 県 気 仙 沼 市

宮 城 県 南 三 陸 町
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諸元 

(添 3 ヘ-第 4 図(2/2)に示す波源モデルの諸元を補正) 

ﾓｰﾒﾝﾄ 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 
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断層長さ 
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上縁深さ 
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傾斜

角 

δ 

(°) 

すべり角 

λ 

(°) 

剛性率 

μ 

(N/m2) 

すべり量 

D 

(m) 

8.4 157 104 195 12 20 76 5.0×1010 6.16 

添 3 ヘ-第 9 図 三陸沖北部のプレート間地震の波源モデルの位置及び諸元 

敷地 
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諸元 

(土木学会(2002)(22)の諸元) 
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(N/m2) 

すべり量 
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(m) 

8.3 210 50 188 1 20 75 3.5×1010 9.70 

添 3 ヘ-第 10 図 津波地震の波源モデルの位置及び諸元  

敷地 
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添 3 ヘ-第 11 図 北方への連動型地震の波源モデルの位置及び諸元(基本モデル) 
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添 3 ヘ-第 12 図 北方への連動型地震の波源モデルの位置及び諸元(1/2) 

(すべり量割増モデル) 
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添 3 ヘ-第 12 図 北方への連動型地震の波源モデルの位置及び諸元(2/2) 

(海溝側強調モデル) 
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添 3 ヘ-第 13 図 破壊開始点の位置 
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添 3 ヘ-第 17 図 正弦波入力による検討結果 

 

 

添 3 ヘ-第 18 図 周波数分析結果 
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添 3 ヘ-第 19 図 格子間隔の妥当性に係る検討結果  

土木学会(2016)(28)により算定される格子間隔の目安は、尾駮沼奥で 31m 以下、尾駮沼入り

口～尾駮沼中央部で 111m 程度である。一方、当該領域の格子間隔は 5m に設定している。 

土木学会(2016)(28)による格子間隔の設定 

注 1：コンター線は、陸域 2m、海域 1m ピッチ。 
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諸元 

（土木学会(2002)(26)の諸元を補正） 

ﾓｰﾒﾝﾄ 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 

Mw 

断層長さ 
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(㎞) 

断層幅 
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(㎞) 

走向 

θ 

(°) 

上縁深さ 
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(㎞) 

傾斜角 

δ 

(°) 

すべり角 

λ 

(°) 

剛性率 

μ 

(N/m2) 

すべり量 

D 

(m) 

8.6 283 50 180 1 45 270 7.0×1010 10.10 

添 3 ヘ-第 20 図 海洋プレート内地震の波源モデルの位置及び諸元（正断層型の地震） 

敷地 
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添 3 ヘ-第 21 図 敷地周辺海域の活断層分布 
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添 3 ヘ-第 22 図 海底地すべり地形 

SLS-2 

SLS-1 

SLS-4 

SLS-3 

SLS-5 

敷地 



 

1 号－3－93 

 

（黒線：現地形、赤線：復元地形） 

添 3 ヘ-第 23 図 海底地すべり地形の断面 

  



 

1 号－3－94 

 

添 3 ヘ-第 24 図 計算領域とその水深及び格子分割 

*1：Δs=40m 以下の計算領域については添 3 ヘ-第 6 図参照。 



 

1 号－3－95 

 

添 3 ヘ-第 25 図 すべり量 3 倍モデルの位置及び諸元 
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添 3 ヘ-第 26 図 全域超大すべり域モデルの位置及び諸元 
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中野ほか編(2013)(1)に基づき作成 

添 3 ト-第 1 図 事業所敷地周辺の第四紀火山分布図 

(敷地を中心とする半径 160km 範囲)  

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、 

同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号 平成 30 情使、第 153 号) 



1 号－3－100 

 

 

添 3 ト-第 2 図 地理的領域内の火山地質図 
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*1：到達可能性範囲は、火山を中心に過去の最大規模の噴火に伴う火砕流の最大到達距離を半径とし、円を描いた。 

町田・新井(2011)(9)、中川ほか(1972)(53)、土井(1993)(54)、村岡ほか(1991)(55)、大沢ほか(1993)(56)、大沢・

須田(1978)(57)及び長森ほか(2013)(58)に基づき作成 

添 3 ト-第 3 図 十和田における過去最大規模の噴火による火砕流堆積物の分布 

と到達可能性範囲 

  

*1 
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*1：到達可能性範囲は、火山を中心に過去の最大規模の噴火に伴う火砕流の最大到達距離を半径とし、円を描いた。 

村岡・高倉(1988)(28)、工藤ほか(2019)(48)、村岡ほか(1991)(55)、大沢ほか(1993)(56)、長森ほか(2013)(58)及び

青森県史編さん自然部会(2001)(59)に基づき作成 

添 3 ト-第 4 図 八甲田カルデラにおける過去最大規模の噴火による 

火砕流堆積物の分布と到達可能性範囲 

  

*1 
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工藤ほか(2011)(11)に基づき作成 

添 3 ト-第 5 図 十和田の階段ダイアグラム及び噴火前休止期間の時間変化 

   

十和田八戸火砕流 

を噴出した噴火 

十和田大不動火砕流 

を噴出した噴火 

十和田奥瀬火砕流 

を噴出した噴火 

注 1：八甲田ベタテフラの年代を 190ka とした場合における各噴出物の年代 
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Yamamoto et al. (2018)(12)に基づき作成 

添 3 ト-第 6 図 十和田の階段ダイアグラム 

 

  

*1：工藤ほか(2011)(11)による噴出率 

*1 *1 *1 
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町田・新井(2011)(9)及び土井(1993)(54)に基づき当社が作成 

添 3 ト-第 8 図 十和田大不動火砕流堆積物の分布及び十和田切田テフラの等層厚線図 

（各調査地点の地質柱状図は添 3 ト-第 7 図に示す） 
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町田･新井(2011)(9)、土井(1993)(54)、村岡ほか(1991)(55)、大沢ほか(1993)(56)及び大沢・須田(1978)(57)に 
基づき当社が作成 

添 3 ト-第 10 図 十和田八戸火砕流堆積物の分布及び十和田八戸テフラの等層厚線図 

(各調査地点の地質柱状図は添 3 ト-第 7 図に示す)  
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Nakajima et al．(2001)(16)に加筆 

添 3 ト-第 11 図 Nakajima et al.(2001)の地震波トモグラフィ解析結果 
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国土地理院の電子基準点データより作成(期間：2003 年 1 月～2018 年 12 月) 

添 3 ト-第 18 図 十和田を囲む電子基準点間の基線長の時間変化（斜距離成分） 
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町田・新井(2011)(9)、Hayakawa(1985)(10)及び十和田火山防災協議会(2018)(14)に基づき作成 

添 3 ト-第 21 図 毛馬内火砕流堆積物の分布 

  

(9) (10) 

(14) 

(9) 
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工藤ほか(2004)(30)に基づき作成 

添 3 ト-第 23 図 北八甲田火山群の噴出率の時間変化及び噴出中心の時空間分布 

（３０） 
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国土地理院の電子基準点データより作成（期間：1997 年 1 月～2018 年 12 月） 

添 3 ト-第 29 図 八甲田山を囲む電子基準点間の基線長の時間変化（斜距離成分） 
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　　（基線長：36.9 ㎞）

(c) 十和田－黒石
　　（基線長：33.4 ㎞）

(e) 青森Ａ－十和田
　（基線長：40.1 ㎞）

(d) 大鰐－黒石
　　（基線長：23.3 ㎞ )

基線長の時間変化 
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第四紀火山の位置及び名称は、中野ほか編(2013)(1)に基づき作成。 

降下火砕物の名称及び等層厚線は、町田・新井(2011)(9)、工藤ほか(2004)(30)及びリサイクル燃料貯蔵株式
会社(2007)(66)に基づき作成 

 

添 3 ト-第 33 図 地理的領域内の第四紀火山起源の主な降下火砕物の分布 

(事業所敷地及び事業所敷地近傍に分布する主な降下火砕物については 

地理的領域外もあわせて示す) 
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町田・新井(2011)(9)に基づき作成 

添 3 ト-第 34 図 地理的領域外の第四紀火山起源の主な降下火砕物の分布 

(事業所敷地及び事業所敷地近傍に分布する主な降下火砕物)  
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添 3 ト-第 35 図 洞爺カルデラの階段ダイアグラム 

  

洞爺カルデラ・洞爺中島・有珠山の活動履歴 

*1：町田・新井（2011）(9)によると，11.2～11.5 万年 

前に噴出したテフラとしている。 

*1 

注 1：四角は中野ほか編(2013)(1)に

おける年代幅及び個別文献

に基づく噴出量を表す。 
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再処理敷地内で確認した甲地軽石の層厚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

添 3 ト-第 36 図 甲地軽石に着目した地質調査結果  

ボーリング 

孔名 
層厚 

確認深度 

（確認標高） 
備考 

KP-1 孔 43cm 
2.90m～3.33m 

(50.46m～50.89m) 

・火山灰質シルト(甲地軽石の再堆積含む)22cm 

・甲地軽石(主部)21cm 

B-3 孔 37cm 
8.57m～8.94m 

(50.98m～51.35m) 

・火山灰質シルト(甲地軽石の再堆積含む)5cm 

・甲地軽石(主部)32cm 

KP-3 孔 － － 
シルト質砂層中に散在(深度：3.50m～3.72m、 

標高：51.53m～51.75m)するため層厚評価不適 

N2-2’孔 － － 
砂層中に散在(深度：3.90m～3.92m、 

標高：51.60m～51.62m)するため層厚評価不適 

J-2 孔 10cm 
3.60m～3.70m 

(51.48m～51.58m) 
 

KP-4 孔 17cm 
2.21m～2.38m 

(53.06m～53.23m) 

 

N7-4 孔 16cm 
7.50m～7.66m 

(53.37m～53.53m) 

 

甲地軽石を確認した再処理敷地内ボーリング調査位置図 

再処理敷地境界 
(主要部) 
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添 3 ト-第 37 図 再処理敷地で確認された甲地軽石の堆積状況 

再処理敷地内のボーリング位置図 
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添 3 ト-第 38 図 甲地軽石(WP)の再現性解析結果 

  

工藤ほか(2004）(30)に当社の解析結果を重ね合わせて作成 
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添 3ト-第 39 図 降下火砕物シミュレーションの解析結果(1/2)(月別平年値の風：9 時) 

評価点 

質量（kg/m2） 層厚（cm）

1月 8.4×101 8.4×100

2月 6.1×101 6.1×100

3月 8.8×101 8.8×100

4月 1.1×102 1.1×101

5月 1.3×102 1.3×101

6月 1.1×102 1.1×101

7月 6.7×101 6.7×100

8月 9.3×101 9.3×100

9月 2.5×102 2.5×101

10月 2.5×102 2.5×101

11月 1.9×102 1.9×101

12月 1.3×102 1.3×101

1 月 2 月 3 月 4 月 

5 月 6 月 7 月 8 月 

9 月 10 月 11 月 12 月 

月別平年値(9時)の風の際の評価点 
での層厚(1981 年～2010 年) 

評価点 評価点 評価点 

評価点 評価点 評価点 評価点 

評価点 評価点 評価点 評価点 
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添 3 ト-第 39 図 降下火砕物シミュレーションの解析結果(2/2)(月別平年値の風：21 時) 

5 月 6 月 7 月 8 月 

9 月 10 月 11 月 12 月 

1 月 2 月 3 月 4 月 

月別平年値(21 時)の風の際の評価点 
での層厚(1981 年～2010 年) 

質量（kg/m2） 層厚（cm）

1月 8.9×101 8.9×100

2月 6.5×101 6.5×100

3月 8.6×101 8.6×100

4月 1.1×102 1.1×101

5月 1.3×102 1.3×101

6月 9.9×101 9.9×100

7月 6.0×101 6.0×100

8月 9.0×101 9.0×100

9月 2.3×102 2.3×101

10月 2.4×102 2.4×101

11月 1.8×102 1.8×101

12月 1.3×102 1.3×101

評価点 評価点 評価点 

評価点 評価点 評価点 評価点 

評価点 評価点 評価点 評価点 

評価点 
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添 3 ト-第 40 図 降下火砕物シミュレーションの解析結果(風向きの不確かさを考慮) 

  

敷地方向の風(合成風） 

(1973 年～2018 年) 

評価点：53cm 
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添 3 ト-第 41 図 甲地軽石の密度試験結果 

 

 

試料採取位置 

第 37 図の 

CT 画像より抜粋 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 四 

 

 

変更に係る廃棄物埋設施設の設置の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む

縮尺五万分の一の地図



1号－4－1 
 

別添 1「添付書類四」のとおり。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 五 

 

 

変更後における廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書 

  



 
 

 

添 付 書 類 五 

 

変更後における廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書 
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射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了ま

で) 
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1号－5－1 

イ 安全設計の方針 

(1) 設計対象 

1 号廃棄物埋設施設(以下「本施設」という。)は、廃棄物埋設地及び廃棄物

埋設地の附属施設(以下「附属施設」という。)により構成する。 

廃棄物埋設地は、埋設設備、排水・監視設備及び埋設設備の上面及び側面を

覆う土砂等(以下「覆土」という。)により構成する。 

埋設設備は、外周仕切設備、内部仕切設備、廃棄体支持架台、セメント系充

填材、覆い、コンクリート仮蓋及び内部防水により構成する。排水・監視設備

は、ポーラスコンクリート層、排水管及び点検路により構成する。覆土は、難

透水性覆土、下部覆土及び上部覆土により構成する。 

附属施設は、低レベル廃棄物管理建屋(以下「管理建屋」という。)、放射性

廃棄物の受入施設、放射線管理施設、監視測定設備、廃棄施設、通信連絡設備

等により構成する。このうち、放射性廃棄物の受入施設は、一時貯蔵天井クレ

ーン、コンベア、廃棄体取り出し装置、払い出し天井クレーン、廃棄体一時仮

置台、廃棄体検査装置及び埋設クレーンのことを総称していう。 

本施設のうち、変更申請対象となる設備は、埋設設備 7,8 群、覆土及び定期

的な評価等に必要なデータを取得するための監視測定設備並びに事業所及び

その境界付近における放射性物質の濃度及び線量を表示する設備である。 

附属施設は、放射性廃棄物の受入施設のうち埋設クレーン、監視測定設備の

うち廃棄物埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する設備、通信連絡設備等のう

ち廃棄物埋設地に設置する設備を除き、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号

及び 3 号廃棄物埋設施設で共用し、「廃棄物埋設事業変更許可申請書」(平成 10

年 10 月 8 日付け、10 安(廃規)第 49 号をもって事業変更許可)(以下「既許可」

という。)からの変更はない。 

なお、排水・監視設備は、既許可から変更はないが、埋設設備 7,8 群と合わ

せて漏出防止機能に関連する設備として示す。 

 

(2) 安全設計の方針 

本施設は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下

「原子炉等規制法」という。)等の関係法令の要求を満足するとともに、「第二



1号－5－2 

種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(以下「許可基準

規則」という。)に適合する構造とする。 

本施設で取り扱う放射性廃棄物で容器に固型化したもの(以下「廃棄体」とい

う。)は、実用発電用原子炉の運転及び本施設の操業に伴って付随的に発生する

放射性廃棄物をセメント系充填材等で金属製の容器に固型化したもので、その

容器が損傷しない限り、放射性物質は漏えいすることはない。また、取り扱う

廃棄体の放射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少

ないが、埋設する総本数が多い。そのため、放射性物質の漏出を防止する機能

(以下「漏出防止機能」という。)、廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を

低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能(以下これらをあわせて

「移行抑制機能」という。)並びに遮蔽機能が喪失した場合には、放射線障害を

及ぼすおそれがあることから、これらを安全機能とする。 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動的な設備・

機器は不要であり、静的な設備・機器によりこれらの安全機能を有するよう設

計することとし、これらの安全機能を適切に組み合わせることによって、安全

性を確保することとする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始まで

の間において、平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行、本施設

からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線並びに周辺環境に対して放

出される放射性物質により、濃縮・埋設事業所(以下「事業所」という。)の事

業所敷地(以下「敷地」という。)周辺の公衆の受ける線量が、「核原料物質又は

核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める

告示」(平成 30 年 6 月 8 日 原子力規制委員会告示第 4 号)(以下「線量告示」

という。 )で定められた線量限度を超えないことはもとより、 As Low As 

Reasonably Achievable(ALARA)の考えの下、合理的に達成できる限り十分低く

なるよう、実効線量で 50μSv/y 以下を達成できる設計とする。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められた線量限度

を超えない設計とする。 

廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必

要としない状態に移行する見通しのある設計とする。廃棄物埋設地の保全に関



1号－5－3 

する措置を必要としない状態とは、廃止措置の開始後の評価において、科学的

に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至

る経路の組合せのうち、最も可能性が高いと考えられるパラメータを設定した

自然事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 10μSv/y を超えないこと、

科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ば

くに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを設定した自然事象シナ

リオで評価される公衆の受ける線量が 300μSv/y を超えないこと、自然事象シ

ナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏

えい、天然バリア中の移行及び当該掘削後の土地利用を考慮した人為事象シナ

リオの公衆の受ける線量が 1mSv/y を超えないこととする。 

ここで、人工バリアとは、埋設する放射性廃棄物からの放射性物質の漏出の

防止又は低減を行う人工構築物をいう。天然バリアとは、埋設する放射性廃棄

物又は人工バリアの周囲に存在し、埋設する放射性廃棄物から漏出してきた放

射性物質の生活環境への移行の抑制を行う岩盤(鷹架層)をいう。 

 

(3) 安全機能を有する施設 

本施設のうち安全機能を有する施設は、埋設設備 7,8 群及び覆土とする。 

 

(4) 安全機能及びその安全機能を維持すべき期間 

(ⅰ) 放射性物質の漏出を防止する機能に関する設計方針 

安全機能を維持すべき期間のうち、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始

から埋設の終了までの間において、放射性物質の漏出を防止する必要がある

ことから、埋設の終了時期を覆土完了時点とし、覆土完了まで放射性物質の

漏出を防止する。 

埋設設備のうち外周仕切設備、セメント系充填材、覆い及び内部防水並び

に排水・監視設備のうちポーラスコンクリート層は、埋設する放射性廃棄物

の受入れの開始から覆土完了までの間において、以下に示す方針に基づき、

廃棄物埋設地の限定された区域(埋設設備)からの漏出防止機能を有する設計

とする。 

漏出防止機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了まで
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の間において、水を媒体とした放射性物質の環境への漏出を防止するため、

雨水及び地下水と廃棄体が接触しないよう浸入を防止する設計とし、万一、

廃棄体と水が接触した場合にも放射性物質の漏出を防止する設計とする。  

雨水及び地下水の浸入の防止として、埋設設備内への水の浸入の防止、浸

入した水の排出及び廃棄体と水の接触の防止を行う設計とする。外周仕切設

備及び覆いの透水特性のうち低透水性及びひび割れ抑制並びに内部防水の防

水性により埋設設備内への水の浸入を防止する設計とする。また、埋設設備

内に浸入した水はポーラスコンクリート層により集水し、埋設設備外に排出

して回収するとともに、セメント系充填材及び内部防水により廃棄体と水の

接触を防止する設計とする。  

放射性物質の漏出の防止として、埋設設備外への水の漏出防止及び放射性

物質を含む水の回収を行う設計とする。外周仕切設備及び覆いの透水特性の

うち低透水性及びひび割れ抑制並びに内部防水の防水性により埋設設備外へ

の水の漏出を防止する設計とする。また、放射性物質を含む水はポーラスコ

ンクリート層により集水し、埋設設備外へ排出して回収する設計とする。  

なお、回収した水は、放射性物質の濃度が周辺監視区域外の水中の濃度限

度を十分下回ることを確認して、排水口から事業所外へ放出する。  

(ⅱ) 放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能

に関する設計方針 

埋設設備及び覆土は、以下に示す方針に基づき、覆土完了から廃止措置の

開始までの間にあっては移行抑制機能を維持する設計とし、廃止措置の開始

後にあっては移行抑制機能を期待できる設計とする。 

移行抑制機能は、放射性物質の移行に伴う公衆の受ける線量を低減するた

め、埋設設備内からの放射性物質の漏出を低減するとともに、放射性物質の

移行を遅延する設計とする。 

埋設設備内からの放射性物質の漏出の低減として、埋設設備内に流入する

地下水の量を抑制する設計とする。低透水性を有する土質系材料の難透水性

覆土及び下部覆土を埋設設備の上面及び側面に設置することにより埋設設備

内に流入する地下水の量を抑制する設計とする。 
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放射性物質の移行の遅延として、収着性を有する材料を用いる設計とする。

埋設設備及び覆土にそれぞれ収着性を有するセメント系材料及び土質系材料

を用いる設計とする。 

また、埋設設備及び覆土の移行抑制機能の設計に当たっては、天然バリア

の移行抑制機能を考慮して行い、岩盤(鷹架層)を掘り下げて埋設設備を設置

することで、岩盤(鷹架層)の有する低透水性及び収着性を期待する。 

これらにより、放射性物質の漏出の低減及び生活環境への移行の抑制を行

い、覆土完了から廃止措置の開始までの間において、平常時における廃棄物

埋設地からの放射性物質の移行による公衆の受ける線量が、廃棄物埋設施設

からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による公衆の受ける線量並

びに周辺環境に対して放出される放射性物質による公衆の受ける線量を含め、

実効線量で 50μSv/y 以下となる設計とする。 

(ⅲ) 放射線の遮蔽機能に関する設計方針 

本施設は、敷地周辺の公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の受ける線

量並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量が、「線量告

示」で定められた線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成できる

限り低くするため、以下に示す方針に基づき遮蔽機能を有する設計とする。 

遮蔽機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間

において、廃棄体の表面線量当量率、位置等を考慮し、廃棄体を埋設設備に

定置することにより、平常時における直接ガンマ線及びスカイシャインガン

マ線による敷地周辺の公衆の受ける線量が、周辺環境に対して放出される放

射性物質による公衆の受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる

設計とする。また、放射線業務従事者の受ける線量が放射線業務従事者の線

量限度を超えないようにするとともに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞

在する者の線量を公衆の線量限度以下に低減できる設計とする。  

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、埋設設備及び覆土により、

平常時における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による敷地周辺の

公衆の受ける線量が、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行による公衆の受

ける線量及び周辺環境に対して放出される放射性物質による公衆の受ける線

量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる設計とする。また、管理区域以外
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の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を公衆の線量限度以下に低減できる

設計とする。  

なお、周辺監視区域の廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、

覆土により、敷地内に立ち入る公衆の受ける線量を公衆の線量限度以下に低

減できる設計とする。  

(ⅳ) 安全機能を維持すべき期間 

本施設に必要となる安全機能を「漏出防止機能」、「移行抑制機能」及び

「遮蔽機能」とし、その機能の維持すべき期間及び考え方は、以下のとおり

である。廃止措置の開始後は、移行抑制機能及び遮蔽機能を期待できるよう

に設計する。  

 

安全機能 

廃止措置の開始前 
放射性廃棄物の 

受入れの開始から 
覆土完了まで 

覆土完了から 
廃止措置の開始まで 

漏出防止機能 ○ － 

移行抑制機能 － ○ 

遮蔽機能 ○ ○ 

○：安全機能を維持する 

     －：考慮しない 

 

(5) 飛散防止について 

本施設では、飛散防止のための措置を講ずる機器としては廃棄体取扱い設備

全般が該当するが、廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少なく、一度に取

り扱う廃棄体の本数にも制限がある。さらに、廃棄体中の放射性廃棄物はセメ

ント系充填材等で一体となるように固型化したものであり、模擬廃棄体による

落下試験においても、廃棄体からの飛散率は十分小さいことを確認している。

そのため、本施設では廃棄体が落下した場合においても公衆又は放射線業務従

事者に放射線障害を及ぼすおそれがないことから、廃棄体取扱い設備の飛散防

止のための措置は安全機能に該当しない。 

なお、廃棄体の落下を想定した場合の公衆への影響の評価は、既許可の「添

付書類七 ロ (2) (ⅰ) 廃棄体の取扱いに伴う事故」のとおり。 
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(6) 本施設の設計に関して考慮する事項 

(ⅰ) 廃棄物埋設地の設計に関する留意事項 

廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了まで

の間にあっては放射性物質の漏出を防止し、覆土完了から廃止措置の開始ま

での間にあっては放射性物質の漏出を低減するため、以下に留意した設計と

する。 

・埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応

じて、設計時点において合理的かつ利用可能な最善の建設・施工技術に

よるものであること 

・劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

・劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様であるこ

と 

・放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放

射性物質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しな

いこと 

また、廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物に含有される化学物質その

他の化学物質により安全機能を損なわない設計とする。 

(ⅱ) 本施設の設計の関連規格 

本施設の設計、材料の選定、建設・施工及び検査に当たっては、本施設の

安全機能を確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準に準拠す

る。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でな

いものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規

に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし、本施設の

安全機能に問題がないことを確認する。 

本施設の設計等は、「原子炉等規制法」、「核燃料物質又は核燃料物質によつ

て汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」(以下「事業規則」

という。)、「許可基準規則」、「線量告示」等に基づくとともに、必要に応じ

て以下の法令、基準等に準拠する。 

・建築基準法 
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・労働安全衛生法 

・消防法 

・電気事業法 

・日本産業規格(JIS) 

・日本電機工業会規格(JEM) 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(日本建築学会) 

・建築基礎構造設計指針(日本建築学会) 

・建築工事標準仕様書・同解説(日本建築学会) 

・建築設備耐震設計・施工指針(日本建築センター) 

・コンクリート標準示方書(土木学会) 

・道路橋示方書・同解説(日本道路協会) 

(ⅲ) 他施設との共用 

本施設の設備を他の原子力施設と共用する場合は、本施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

(ⅳ) 異常時の放射線障害の防止について 

安全機能を有する埋設設備 7,8 群及び覆土は静的な設備であり、動的な設

備・機器ではないことから、故障、誤動作又は誤操作による異常の発生は想

定されない。また、本施設で取り扱う廃棄体は、容器に固型化されたもので

あり、放射性物質の飛散又は漏えいは起き難いとともに、放射能濃度が低く、

個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少ないという特徴があるため、

埋設設備及び覆土が一部破損した場合においても、敷地周辺の公衆に放射線

障害を及ぼすことはない。そのため、「誤操作による放射性廃棄物の落下等に

伴う放射性物質の飛散」及び「その他機器等の破損、故障、誤動作又は操作

員の誤操作等に伴う放射性物質の外部放出等であって、公衆の放射線被ばく

の観点から重要と考えられる異常」の発生は想定されず、敷地周辺の公衆に

放射線障害を及ぼすことはない。 
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ロ 安全設計 

(1) 放射性物質の漏出を防止する機能に関する安全設計 

廃棄物埋設地は、以下に示す設計を行うことにより、埋設する放射性廃棄物の受

入れの開始から覆土完了までの間において、廃棄物埋設地の限定された区域(埋設

設備)からの放射性物質の漏出を防止する。 

埋設する廃棄体は、「事業規則」に定められた廃棄体に係る技術上の基準を満足

するものであり、容器の構造、定置までの取扱い、強度等から、変形・損傷や外部

からの雨水及び地下水の浸入が生じ難い構造と考えられるため、容易に廃棄体内

の放射性物質が容器の外へ漏えいすることはない。 

しかし、埋設設備への定置後において、廃棄体周辺が水で満たされ液相に連続性

がある状態となると、廃棄体内の放射性物質は水を媒体として溶出・移行し、廃棄

物埋設地の外に漏えいすることが考えられる。このため、「埋設設備内への雨水及

び地下水の浸入を防止すること」及び「埋設設備内に浸入した水を廃棄体と接触す

ることなく適切に排水すること」により、雨水及び地下水の浸入を防止する設計と

し、万一、廃棄体と水が接触した場合にも放射性物質の漏出を防止する設計とする。 

(ⅰ) 雨水及び地下水の浸入を防止する設計 

a. 埋設設備内への雨水及び地下水の浸入を防止するため、埋設設備を構成する

外周仕切設備及び覆いは、低透水性及びひび割れ抑制に優れた鉄筋コンクリー

ト製の設計とする。外周仕切設備及び覆いは、低発熱に配慮した材料配合により

温度応力を低減するとともに、鉄筋によりひび割れを抑制する設計とし、最大ひ

び割れ幅の設計目標値は 0.1mm とする。また、埋設設備は、セメント系充填材の

充填時の荷重、覆土の上載荷重、埋設設備及び廃棄体の自重等に対し、十分な構

造上の安定性を有する設計とする。内部防水は、外周仕切設備の内側で、外周仕

切設備底版部及び側壁の立ち上げ部に設置し、防水性を有する設計とする。 

b. 埋設設備内に浸入した水を廃棄体と接触することなく適切に排水するため、

浸入した水を排水できるよう、ポーラスコンクリート層は、外周仕切設備及び覆

いとセメント系充填材との間に設置し、廃棄体定置後から覆土完了までの間に

おいて、排水性を有する設計とする。 

c. 埋設設備内に浸入した水を廃棄体と接触することなく適切に排水するため、

浸入した水が廃棄体と接触しないよう、セメント系充填材は、廃棄体定置後、埋
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設設備内に充填し、有害な空隙が残らないよう充填性を有する設計とする。内部

防水は、外周仕切設備及び覆いの内側で、セメント系充填材上部及び側部とポー

ラスコンクリート層の間に設置し、防水性を有する設計とする。 

d. その他、操業中における雨水の浸入を抑制するため、以下の設計を行う。 

・廃棄体定置後から埋設設備の覆いが完成するまでの間において、埋設設備の

区画上部にコンクリート仮蓋を設置し、開口部から埋設設備内部に雨水が浸

入することを抑制すること 

・定置作業中は、埋設クレーンの上部に屋根、側部に雨避け板を設置し、雨水

が廃棄体に接触することを抑制すること 

(ⅱ) 放射性物質の漏出を防止する設計 

a. 廃棄体と水が接触した場合にも放射性物質の漏出を防止するため、埋設設備

を構成する外周仕切設備及び覆いは、低透水性及びひび割れ抑制に優れた鉄筋

コンクリート製の設計とする。外周仕切設備及び覆いは、低発熱に配慮した材料

配合により温度応力を低減するとともに、鉄筋によりひび割れを抑制する設計

とし、最大ひび割れ幅の設計目標値は 0.1mm とする。また、埋設設備は、セメン

ト系充填材の充填時の荷重、覆土の上載荷重、埋設設備及び廃棄体の自重等に対

し、十分な構造上の安定性を有する設計とする。放射性物質を含む水はポーラス

コンクリート層により集水し、埋設設備外へ排出して回収する設計とする。内部

防水は、外周仕切設備の内側で、外周仕切設備底版部及び側壁の立ち上げ部に設

置し、防水性を有する設計とする。 

(ⅲ) その他の設計 

a. 排水・監視設備のうち点検路は、ポーラスコンクリート層により排水された水

を作業員が回収する作業空間が確保できる設計とする。 

b. 漏出防止機能を有するコンクリート構造物に対する設計、材料の選定、建設・

施工及び検査は、「事業規則」、「許可基準規則」等のほか、利用可能な最善の技

術として最新の知見を確認する。2020 年度時点での最新の知見としては、「コン

クリート標準示方書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 
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(2) 放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能に関す

る安全設計 

廃棄物埋設地は、以下に示す設計を行うことにより、覆土完了後において、廃棄

物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減し、生活環境への移行を抑制する。 

(ⅰ) 覆土 

a. 難透水性覆土及び下部覆土は、放射性物質が地表近傍へ移行することによる

汚染拡大を防止するため、低透水性を有する設計とする。 

b. 覆土は、収着性を有する土質系材料を用いる設計とする。 

c. 覆土は、長期的に安全性が損なわれ難い天然材料である土質系材料を採用す

る。 

なお、覆土の材料は、実際の調達時期により詳細な材料特性が変わる可能性が

あるが、その場合にも要求性能を満足することを確認した上で用いることとす

る。 

d. 難透水性覆土及び下部覆土は、長期的な力学的影響及び化学的影響に対して、

化学的安定性、変形追従性及び液状化抵抗性を考慮する。 

e. 覆土は、劣化・損傷が生じた場合にも必要な移行抑制機能を有する構成・仕様

とするため、難透水性覆土、下部覆土及び上部覆土を十分な厚さで多層化する。 

f. 難透水性覆土及び下部覆土は、地下水流動によって地表面へ放射性物質が移

行することを抑制するとともに、浸入した地下水が埋設設備の底部から透水性

の小さい岩盤(鷹架層)に流出するように、埋設設備の底面を除く外周部に設置

する。 

g. 難透水性覆土は、透水係数を周辺の岩盤(鷹架層)よりも更に小さくなるよう

に設計し、埋設設備の底面及び埋設設備間において幅 2.5m 以下となる狭隘部(以

下「埋設設備間狭隘部」という。)を除く外周部に設置する。 

h. 下部覆土は、周辺の岩盤(鷹架層)と同等以下の透水係数とし、難透水性覆土の

外周部及び埋設設備間狭隘部に設置する。 

i. 移行抑制機能を有する覆土に対する設計、材料の選定、建設・施工及び検査は、

「事業規則」、「許可基準規則」等に基づくほか、利用可能な最善の技術として最

新の知見を確認し、現状入手できる材料を用いる。2020 年度時点での最新の知

見としては、「道路土工要綱」(3)及び「河川土工マニュアル」(4)を参照する。 
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(ⅱ) 埋設設備 

a. 埋設設備は、浸入した地下水中に漏えいする放射性物質の濃度を低減するた

め、収着性を有するセメント系材料を用いる設計とし、評価において収着性によ

る移行抑制機能を期待できるよう設計する。 

b. 埋設設備は、長期的な侵食に対する抵抗性の確保と埋設設備へ流入する地下

水の水量及び埋設設備から流出する地下水の水量を抑制するため、透水性の小

さい岩盤(鷹架層)を掘り下げて設置する。 

c. コンクリート製の埋設設備に対する設計、材料の選定、建設・施工及び検査は、

「事業規則」、「許可基準規則」等のほか、利用可能な最善の技術として最新の知

見を確認する。2020 年度時点での最新の知見としては、「コンクリート標準示方

書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

 

(3) 遮蔽機能に関する安全設計 

埋設設備 7,8 群の漏出防止対策の追加及び埋設を行う廃棄体の種類の追加に伴

う遮蔽設計に係る変更はないことから、既許可の「添付書類五 ロ (2) 放射線

防護等に関する安全設計」のとおり。 

 

(4) 耐震設計 

(ⅰ) 埋設設備 

埋設設備 7,8 群の漏出防止対策の追加及び埋設を行う廃棄体の種類の追加に

伴う埋設設備の耐震構造に変更がないことから、既許可の「添付書類五 ロ (3) 

(ⅰ) a. 廃棄物埋設地」のとおり。 

(ⅱ) その他の設備 

覆土は、弾性範囲で設計される構造部材ではなく、変形を許容した土質系材料

であるため、耐震重要度の設定及び耐震設計は不要とする。 

また、覆土は、安定した地盤の一部を掘り込んだ箇所に設置しているため、地

震による損傷として、地すべりといった損傷は想定されないが、液状化が想定さ

れるため、液状化し難い材料を用いて適切な管理方法で施工することにより、液

状化抵抗性のある設計とする。 

覆土の安全機能は、移行抑制機能及び遮蔽機能であるが、これらの安全機能が



1号－5－13 

喪失した場合に公衆に及ぼす影響は十分に小さいものである。 

 

(5) 耐津波設計 

(ⅰ) 耐津波設計の基本方針 

廃棄物埋設地は、敷地及びその周辺地域における過去の記録、現地調査の結果、

行政機関が実施した津波シミュレーションの結果及び最新の科学的・技術的知

見を踏まえ、影響が最も大きい津波による遡上波が到達しない十分高い場所に

設置し、安全機能が損なわれない設計とする。 

(ⅱ) 耐津波に関する安全設計 

廃棄物埋設地は、海岸線から約 3km 離れた標高 30m 以上の台地に設置し、断層

のすべり量が既往知見を大きく上回る波源を想定した場合でも、廃棄物埋設地

に津波が到達する可能性はないことから、耐津波設計は不要とする。 

 

(6) 地震及び津波以外の自然現象並びに人為による事象に対する安全設計 

安全機能を有する施設の安全機能に大きな影響を及ぼすおそれがある自然現象

及び事業所又はその周辺において想定される安全機能を有する施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるもの

を除く)(以下「人為事象」という。)については、廃棄物埋設地の設置場所によら

ず変わらないことから、別添 1 「添付書類五 ロ (6) 地震及び津波以外の自然現

象並びに人為による事象に対する安全設計」で選定した事象と同じである。そのた

め、検討対象としては洪水、地すべり、火山の影響、土石流及びダムの崩壊を選定

した。また、その評価も廃棄物埋設地の設置場所によらず変わらないことから、廃

棄物埋設地の安全機能に大きな影響を及ぼす自然現象及び人為事象はないため、

安全設計への考慮は不要とする。 

 

(7) その他の設計 

(ⅰ) 火災及び爆発に対する考慮 

本施設の特徴として、放射性物質の漏出防止機能、移行抑制機能及び遮蔽機能

の安全機能を静的な設備で確保している。ここで、埋設設備は、不燃性のコンク

リート構造物及び不燃性のセメント系充填材で構成している。また、覆土は、不
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燃性の土質系材料を使用している。 

さらに、埋設設備に定置する廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本施設の

操業に伴って付随的に発生する放射性廃棄物を金属製の容器に固型化したもの

である。加えて、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質は使用しないこと

から、爆発は発生しないため、爆発による影響は考慮しない。 

以上の特徴を踏まえて、安全機能を有する施設は火災及び爆発(以下「火災等」

という。)の発生により、廃棄物埋設施設の安全性が損なわれるおそれがないよ

う以下の設計とする。 

a. 火災等の発生防止 

埋設設備は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性のコンクリ

ート構造物及びセメント系充填材を使用する設計とする。 

覆土は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性の土質系材料を

使用する設計とする。 

運用としては、可燃物等の物品の持ち込みは必要最小限とし、適切に防火措置

を講じる。 

b. 火災等の感知及び消火 

埋設設備及び覆土には火災等発生源がないことから感知及び消火のための設

備は必要としない。 

c. 火災等の影響軽減 

埋設設備及び覆土には火災等発生源がないことから影響軽減対策は必要とし

ない。 

d. 異常時の放射線障害の防止 

「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、埋設設備は不燃

性のコンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設計とすること、覆

土は不燃性の土質系材料を使用する設計とすることから、火災により廃棄体が

損傷に至ることは想定し難く、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質は

使用しないことから、爆発も発生しないため、火災等によって異常の発生は想定

されない。したがって、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。 

(ⅱ) 放射性廃棄物の受入施設に関する設計 

放射性廃棄物の受入施設は、変更申請対象ではないことから、既許可の「添付
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書類五 ホ (3) 放射性廃棄物の受入れ施設」のとおり。 

なお、放射性廃棄物の受入施設は、埋設クレーンを除き、1 号廃棄物埋設施設

の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅲ) 放射線管理施設に関する設計 

放射線業務従事者及び放射線業務従事者以外の者であって管理区域に一時的

に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)を放射線から防護するため、放射線

管理施設を設置する。 

主要な設備及び機器の種類は、以下に示すとおりである。 

a. 個人管理用測定設備(1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設共用) 

放射線業務従事者及び一時立入者の外部被ばくに係る線量当量を測定するた

め、個人線量当量測定器を設置する。 

なお、個人線量当量測定器は既許可から変更がない設備(以下「既許可設備」

という。)であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施

設で共用する。 

(a) 個人線量当量測定器     一式 

b. 放射線監視・測定設備(1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設共用) 

外部放射線に係る線量当量率及び線量当量、空気中の放射性物質濃度並びに

作業区域等の表面の放射性物質の密度を監視及び測定するため、ダストサンプ

ラ及び放射線サーベイ機器を設置する。また、空間線量率を測定するためにエリ

アモニタを設置し、管理建屋の排気口における放射性物質の濃度を監視及び測

定するために排気用モニタを設置する。さらに、汚染管理を行うため、放射線サ

ーベイ機器を設置する。 

なお、放射線サーベイ機器、エリアモニタ及び排気用モニタは既許可設備並び

にダストサンプラは既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及

び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) 放射線サーベイ機器     一式 

(b) エリアモニタ        一式 

(c) 排気用モニタ        一式 

(d) ダストサンプラ       一式 
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c. 試料分析関係設備(1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設共用) 

空気中の放射性物質濃度の測定を行うため、放射能測定装置を設置する。 

なお、放射能測定装置は既許可設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、

2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) 放射能測定装置       一式 

d. 出入管理設備(1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設共用) 

管理区域への出入管理を行うため、管理建屋にゲートを設置する。 

なお、ゲートは既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び

3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) ゲート           一式 

e. 除染設備(1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設共用) 

汚染発生時の除染を行うため、シャワーを設置する。 

なお、シャワーは既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及

び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) シャワー          一式 

f. 表示設備 

放射線管理に必要な情報を適切な場所に表示するため、廃棄物埋設地等に管

理区域を設定する場合には、壁、柵等の区画物によって区画するほか、外部放射

線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質の表面密度の基準に

より区域区分し、管理区域である旨及び区域区分の状況を示す標識を管理区域

の出入り口付近の目のつきやすい箇所に設置する。 

また、管理区域の設定範囲を表示するとともに、外部放射線に係る線量、空気

中の放射性物質の濃度及び放射性物質の表面密度の基準による区域区分の状況

を表示するため、表示板を管理建屋のゲート付近に設置する。 

なお、標識及び表示板は既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、

2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) 標識            一式 

(b) 表示板           一式 

g. 放射線管理設備(1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設共用) 

周辺監視区域境界付近における外部放射線に係る線量当量を測定するため、
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モニタリングポイント(積算線量計)を設置する。 

なお、モニタリングポイント(積算線量計)は既許可設備であり、1 号廃棄物埋

設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) モニタリングポイント(積算線量計)    一式 

h. その他の設備(1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設共用) 

敷地内の気象状況を観測するため、気象観測機器を設置する。 

なお、気象観測機器は既許可設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、

2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) 気象観測機器              一式 

(ⅳ) 監視測定設備に関する設計 

a. 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備 

(a) 監視測定設備の概要 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間にあっては、

廃棄物埋設地の限定された区域(埋設設備)から、覆土完了から廃止措置の開

始までの間にあっては、廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視及び

測定する設備を設置する。 

(b) 監視測定設備に関する設計 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、排

水・監視設備から採取した排水中の放射性物質の濃度及び線量を監視及び測

定できる設備を有する設計とする。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地近傍の地下

水採取孔から採取した地下水中の放射性物質の濃度及び線量を監視及び測定

できる設備を有する設計とする。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間におい

て、周辺監視区域境界付近における地下水中の放射性物質の濃度及び線量を

監視及び測定できる設備を有する設計とする。 

(c) 主要な監視測定設備 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備を

添 5 ロ-第 1 表に示す。 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備と
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して、排水・監視設備、地下水採取孔、放射能測定装置及び放射線サーベイ

機器(線量当量率サーベイメータ)を設置する。また、周辺監視区域境界付近

における地下水中の放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備として、地下

水採取孔、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメ

ータ)を設置する。 

周辺監視区域境界付近に設置する地下水採取孔は、既設設備であり、監視

及び測定の方法及び場所に変更はなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2

号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。また、放射能測定装置及び放射線サ

ーベイ機器(線量当量率サーベイメータ)は、既許可設備であり、既許可から

監視及び測定の方法及び場所に変更はなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1

号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

なお、既許可設備である放射線管理施設の放射能測定装置及び放射線サー

ベイ機器(線量当量率サーベイメータ)を監視測定設備として併用する。 

b. 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備 

(a) 監視測定設備の概要 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間におい

て、事業所及びその境界付近における廃棄物埋設地からの直接ガンマ線及び

スカイシャインガンマ線の放射線量並びに操業に伴い周辺環境に放出される

放射性物質の濃度及び線量を監視及び測定する設備を、事業所内及び周辺監

視区域境界付近に設置する。 

(b) 監視測定設備に関する設計 

(一) 周辺監視区域境界付近における直接ガンマ線及びスカイシャインガン

マ線の放射線量の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間に

おいて、周辺監視区域境界付近における直接ガンマ線及びスカイシャイ

ンガンマ線による線量を監視及び測定できる設備を有する設計とする。 

(二) 排気中の放射性物質の濃度の監視測定設備 

管理建屋から放出する気体廃棄物中の放射性物質の濃度を監視及び測

定できる設備を有する設計とする。 
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(三) 排水中の放射性物質の濃度の監視測定設備 

管理建屋から放出する液体廃棄物中の放射性物質の濃度を監視及び測

定できる設備を有する設計とする。 

(四) 放射性物質の濃度及び線量の表示 

公衆を放射線から防護するため、事業所及びその境界付近における放

射性物質の濃度及び線量を管理建屋に表示する設計とする。 

(c) 主要な監視測定設備 

事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の監視測定設

備を添 5 ロ-第 2 表に、それらの設置箇所を添 5 ロ-第 1 図及び添 5 ロ-第 2

図に示す。 

周辺監視区域境界付近にモニタリングポイント(積算線量計)、管理建屋に

排気用モニタ、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベ

イメータ)を設置する。また、事業所及びその境界付近における放射性物質の

濃度及び線量を表示する設備を管理建屋内に設置する。 

放射性物質の濃度及び線量を表示する設備は、1 号廃棄物埋設施設の設備

として設置し、1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

モニタリングポイント(積算線量計)、放射能測定装置及び放射線サーベイ

機器(線量当量率サーベイメータ)は、既許可設備であり、既許可から監視及

び測定の方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号

及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

なお、既許可設備である放射線管理施設のモニタリングポイント(積算線量

計)及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメータ)を監視測定設備と

して併用する。 

c. 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視測定設備 

(a) 監視測定設備の概要 

事業所には、定期的な評価等に必要なデータを取得するため、人工バリア

及び天然バリアの漏出防止機能及び移行抑制機能並びに移行抑制機能に影響

を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の状況を対象として監視及び測定する設

備を設置する。 
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(b) 監視測定設備に関する設計 

埋設設備の漏出防止機能が維持されていることを確認するため、埋設する

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、排水・監視設

備からの排水量並びに排水中に含まれる放射性物質の濃度及び線量を監視及

び測定できる設備を有する設計とする。 

廃棄物埋設地の移行抑制機能が維持されていることを確認するため、覆土

完了から廃止措置の開始までの間において、人工バリア及び天然バリアの収

着性及び低透水性の変化を監視及び測定できる設備を有する設計とする。各

バリアの損傷を防止する観点から、廃棄物埋設地の近傍で埋設設備と同程度

の深度に供試体を埋設し、状態の変化を確認する類似環境下での原位置試験

を行うとともに必要に応じそれを補完する室内試験を実施できる設計とする。

監視及び測定の対象とする項目は、廃棄物埋設地の安全性を確認する観点か

ら、線量評価パラメータのうち線量の感度が大きく、有意に変化が生じ得る

可能性があるもの並びにこれらに関係する種々の影響因子及び前提条件から

選定する。具体的な監視及び測定の項目は、金属の膨張量(廃棄体)、分配係

数並びに分配係数に関連する間隙率及び密度(廃棄体及び埋設設備)、透水係

数並びに透水係数に関連する間隙率及び密度(難透水性覆土及び下部覆土)と

する。 

移行抑制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の状況については、

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、人工バリア及び天然バリア

の収着性及び低透水性に影響を及ぼす地下水の水位及び水質の変化を確認す

ることができる設備を有する設計とする。具体的な監視及び測定の項目は、

地下水の水位及び地下水の水質とする。 

(c) 主要な監視測定設備 

地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視測定設備を添

5 ロ-第 3 表に示す。 

地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視測定設備とし

て、排水・監視設備、地下水位測定孔、地下水採取孔、放射能測定装置、放

射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメータ)及び水質の分析装置を設置す

る。 
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放射能測定装置及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメータ)は、

既許可設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物

埋設施設で共用する。また、周辺監視区域境界付近に設置する地下水位測定

孔は既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄

物埋設施設で共用する。 

なお、既許可設備である放射線管理施設の放射能測定装置及び放射線サー

ベイ機器(線量当量率サーベイメータ)を監視測定設備として併用する。 

d. その他の主要な事項 

(a) 監視測定設備における留意事項 

監視測定設備は、「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定

に関する指針」(昭和 53 年 9 月 29 日原子力委員会決定)に示されている測定

下限濃度、測定頻度及び放射能計測方法を参考とする。 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視及び測定で

は、公衆に放射線障害が生じるおそれのある放射性物質の異常な漏えいの有

無を判断するために、測定された放射性物質の濃度が、「線量告示」に定めら

れた周辺監視区域外の水中の濃度限度に対して十分に小さい(1/100 程度)値

以上となった場合に監視強化を行う。放射性物質の濃度の測定は屋内で実施

することを考慮し、監視測定設備は、実用上必要な精度として、「線量告示」

に定められた周辺監視区域外の水中の濃度限度を目安に、この監視強化の判

断を行うことができるような目標検出限界値を有した設計とする。また、測

定期間が長期にわたることから、必要に応じて測定設備の更新を行う。 

廃棄物埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する地下水採取孔及び地下水位

測定孔は、移行抑制機能を著しく損なわない設計とする。移行抑制機能を著

しく損なわないとは、これらを設置することにより、難透水性覆土、下部覆

土又は岩盤(鷹架層)の主要な移行抑制機能である低透水性に著しい影響が生

じず、廃棄物埋設地内への地下水浸入量の増加及び放射性物質の生活環境へ

の移行の促進が生じないこととする。 

監視及び測定は、必要に応じて、定期的な評価の結果に基づいて見直す。 

(b) 監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質の漏えいの対策 

廃止措置の開始後に監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質の



1号－5－22 

異常な漏えいが生じない対策として、覆土が完了し、排水・監視設備による

監視及び測定が終了した後に、有害な空隙が残らないように点検路の解体及

び埋戻しを行う。点検路は鉄筋コンクリート製であり、埋設設備の周囲に水

平方向に配置し、地表と連絡するための鉛直方向の立坑を設置するが、立坑

については、埋設設備の上方向で難透水性覆土及び下部覆土内を貫通する箇

所を解体し、有害な空隙が残らないように埋戻しを行う。同様に、廃棄物埋

設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する地下水採取孔及び地下水位測定孔は、

各孔による監視及び測定が終了した後に、有害な空隙が残らないように、そ

れぞれの孔内の埋戻しを行う。 

(c) 監視測定設備の設置箇所 

周辺監視区域境界付近にモニタリングポイント(積算線量計)、地下水採取

孔及び地下水位測定孔、廃棄物埋設地に排水・監視設備、廃棄物埋設地近傍

に地下水採取孔、廃棄物埋設地及びその近傍に地下水位測定孔、管理建屋に

排気用モニタ、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器、管理建屋等に水質

の分析装置を設置する。監視測定設備の設置箇所の概略図を添 5 ロ-第 1 図

及び添 5 ロ-第 2 図に示す。 

地下水採取孔の深さは、以下の考えに基づいて、数 m～数 10m とする。 

・地下水の採取対象層を第四紀層と岩盤(鷹架層)とし、それぞれの地層の

地下水を採取できる深さとすること 

・埋設設備を経由した地下水の移行経路に該当する深さとすること 

・地下水中の放射性物質の濃度を分析する上で必要な水量を確保できる深

さとすること 

(ⅴ) 廃棄施設に関する設計 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される気体廃棄物

は、排水・監視設備から回収する排水の分析等の作業において発生する廃棄物で

ある。取り扱う廃棄体は、放射能濃度が低い特徴があり、排水・監視設備から回

収する排水中に含まれる放射性物質の濃度は低いものと想定される。また、分析

等の作業に伴って空気に移行する放射性物質の割合は 1×10-3～1×10-4(5)と十分

小さく、気体廃棄物の年間推定最大放出放射能量は、H-3 について 6×104Bq、H-

3 以外について 3×103Bq と見積もっている。ここで、年間推定最大放出放射能量
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を換気空調設備の交換空気量（約 1×1012cm3/3 ヶ月）で除することにより求めた

空気中の放射性物質の濃度は周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超え

ることは想定されず、気体廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設及び保管廃

棄する廃棄施設は設置しない。 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される液体廃棄物

は、排水・監視設備からの排水及び排水の分析において付随的に発生する廃液並

びに設備・機器の点検、保修により発生する廃液であり、これらの年間推定最大

発生量は 22m3である。 

なお、ここでは 1 週間当たり 1 回の処理を想定する。 

排水・監視設備からの排水は、保守的な前提で評価した 1 日当たりの最大排水

量 0.02m3が毎日発生すると想定し、1 週間当たりでは 0.14m3となる。 

排水の分析において付随的に発生する廃液には、排水分析の際の洗浄水及び

排水分析の作業に伴って発生する雑廃液がある。それぞれの発生量は 1 週間当

たりで 0.1m3ずつと想定し、合計で 0.2m3となる。 

設備・機器の点検、保修により発生する廃液には、脱塩塔樹脂の取替・処理及

びろ過器フィルタモジュールの取替に伴って発生する雑廃液、使用済樹脂受タ

ンクデカント水及び換気空調設備フィルタの取替に伴って発生する雑廃液があ

る。1 年に 1 回の頻度で実施する脱塩塔樹脂の取替・処理及びろ過器フィルタモ

ジュールの取替に伴って発生する雑廃液の発生量は、3 日間の作業に伴って発生

する雑廃液の量をそれぞれ 0.15m3ずつと想定し、合計で 0.3m3となる。これにあ

わせて、使用済樹脂受タンクデカント水 2m3が発生する。また、6 年に 1 回の頻

度で実施する換気空調設備フィルタの取替を同時に実施することを想定すると、

3 日間の作業に伴って発生する雑廃液の発生量は 0.15m3となり、設備・機器の点

検、保修により発生する廃液の発生量は 2.45m3となる。 

1 週間当たりにおいて、連続的に発生すると想定される排水・監視設備からの

排水(0.14m3)及び排水の分析において付随的に発生する廃液(0.2m3)と 1 年に 1

回程度発生すると想定される設備・機器の点検、保修により発生する廃液

(2.45m3)が同時に発生する場合が液体廃棄物の最大の発生量(約 2.8m3)となるが、

発生量は収集タンクの容量である 3m3以下であること、液体廃棄物処理設備の処

理能力は 1 日当たり 3 時間で 1 バッチ 3m3であることから、十分な処理能力を有
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する。 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設には固体廃棄物の廃棄施設として、液体廃

棄物処理設備で発生する使用済樹脂等をドラム缶に固型化するのに十分対処で

きる処理能力を有する固体廃棄物処理設備を設ける。また、1 号、2 号及び 3 号

廃棄物埋設施設で発生する固体廃棄物を保管廃棄する保管廃棄施設を設ける。 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される固体廃棄物

は、液体廃棄物処理設備の脱塩塔から発生する使用済樹脂及び液体廃棄物処理

設備のろ過器の逆洗により発生するスラッジ並びに 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋

設施設の操業に伴う作業及び設備・機器の点検、保修により発生する固体状の廃

棄物であり、これらの年間推定最大発生量は200Lドラム缶換算で約 7本である。

保管廃棄施設の最大保管廃棄能力は 200L ドラム缶 80 本であり、十分な容量を

有する。 

なお、2020 年度末時点での保管廃棄数量は 0 本である。 

保管廃棄施設で保管廃棄する廃棄物は固体廃棄物のみであり、放射性物質の

流出による汚染拡大のおそれはない。また、固体廃棄物のうち、使用済樹脂等は

ドラム缶に固型化すること、本施設の操業に伴う作業及び設備・機器の点検、保

修により発生する固体廃棄物は袋等に梱包することにより放射性物質の飛散を

防止する措置を講じて保管廃棄することから、放射性物質による汚染の拡大の

おそれはない。 

以上より、廃棄施設は、既許可の「添付書類五 ホ (5) その他の附属施設」

のとおりとし、1 号廃棄物埋設施設の廃棄施設を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設

施設で共用する。 

(ⅵ) 予備電源に関する設計 

本施設の安全機能は、静的な設備・機器で確保しており、安全機能を維持する

上で予備電源の確保が必要な設備はない。 

また、外部電源を必要とする設備として、監視測定設備である放射能測定装置

があるが、経過観察を行うための試料分析関係設備で常時外部電源が必要では

なく、外部電源復旧後の対応が可能であることから、予備電源は必要ない。なお、

その他に監視測定設備として、積算線量計及び放射線サーベイ機器がある。ここ

で、外部電源が喪失するような緊急を要する事態の対応としては、放射線サーベ
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イ機器により代替が可能であり、放射線サーベイ機器は可搬型設備であること

から予備電源は必要としない。加えて、通信連絡設備は、異常が発生した場合で

あっても、通信連絡ができるようバッテリ及び非常用電源設備の供給電源設備

を設置することから、予備電源は必要ない。 

廃棄物埋設地は、火災・爆発の検知・警報設備、消火設備は必要としないため、

予備電源は必要としない。 

さらに、外部電源を必要とする設備として、廃棄体を取り扱う一時貯蔵天井ク

レーン、払い出し天井クレーン及び埋設クレーンは外部電源が喪失した場合で

も吊上状態を維持する保持機能を設けていることから、輸送容器や廃棄体の落

下に至ることはない。加えて、液体廃棄物処理設備及び固体廃棄物処理設備の空

気作動弁及び電磁弁は、フェイルセーフとなる設計としており、外部電源が喪失

した場合でも、液体廃棄物及び固体廃棄物の漏えいや想定外の放出につながる

おそれはない。 

以上より、予備電源に関する設計は該当なし。 

(ⅶ) 通信連絡設備等に関する設計 

a. 通信連絡設備 

事業所には、異常が発生した場合において事業所内の管理建屋、1 号、2 号及

び 3 号廃棄物埋設地へ通信連絡を行う所内通信連絡設備及び事業所外の通信連

絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備を設置する。通信

連絡設備は、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で

共用する。また、管理建屋には警報装置を設置する。 

通信連絡設備の一覧を添 5 ロ-第 4 表に示す。 

(一) 所内通信連絡設備 

事業所内の管理建屋、1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設地へ音声により連

絡を行う設備は、異なる通信回線を使用することにより、多様性を確保す

るとともに、複数の設備を設置する。警報装置を設置し、管理建屋内へサ

イレンを鳴動させることができる設計とし、サイレンを鳴動させるスイ

ッチは制御室に設置する。また、外部電源が喪失した場合でも、電源を供

給できるようにバッテリ及び非常用電源設備を設置する。警報装置を添 5

ロ-第 5 表に示す。 
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(二) 所外通信連絡設備 

事業所外の通信連絡をする必要がある場所と音声により連絡を行う設

備は、異なる通信回線を使用することにより、多様性を確保するとともに、

複数の設備を設置する。ファクシミリ装置は音声による通信連絡を行わ

ない装置である。 

b. 安全避難通路 

(一) 管理建屋 

管理建屋には、災害時において、管理建屋内から屋外へ安全に人が退

避するため、建築基準法に準拠し、人の立ち入る区域から出口までの通

路、階段を安全避難通路として設置する。 

また、安全避難通路には、建築基準法に準拠し、外部電源喪失時に機

能する非常用照明設備を設置するとともに、消防法に準拠し、単純、明

確かつ永続的な避難方向を明示した標識を設置する。 

(二) 廃棄物埋設地 

覆土開始までは、災害時において、人の安全な退避のため、安全避難

通路を設置する。安全避難通路には、単純、明確かつ永続的な避難方向

を明示した標識を設置するとともに、安全避難通路は十分な幅が確保で

き、避難に際して緊急を要する事態は想定されないために可搬型照明を

災害時に速やかに使用可能な埋設クレーンへ設置する。また、覆土開始

から覆土完了までの間において、点検路に外部電源喪失時に機能する非

常用照明及び単純、明確かつ永続的な避難方向を明示した標識を備えた

安全避難通路を設置する。 

(ⅷ) 廃棄物埋設地に関する設計の留意事項 

廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの

間にあっては放射性物質の漏出を防止し、覆土完了から廃止措置の開始までの

間にあっては放射性物質の漏出を低減するため、以下に留意した設計とする。 

a. 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じて、

設計時点において合理的かつ利用可能な最善の建設・施工技術によるもので

あること 

廃棄物埋設地の設計については、放射性物質の性質及び放射能濃度として、放
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射性物質の種類により主に半減期や放出される放射線のエネルギーが異なるこ

とを考慮する。 

・半減期の長い放射性物質に対しては、人工バリア及び天然バリアを組み合わ

せる移行抑制機能の設計により長期的に放射性物質の移行を抑制し、放射能

の減衰を図ることで公衆の受ける線量を低減すること 

・半減期が短く放射線のエネルギーが大きい放射性物質に対しては、遮蔽機能

の設計により放射能が有意に減衰するまで遮蔽を確保することで、公衆の

受ける外部被ばくを低減すること 

・放射性廃棄物は容器に固型化したものであり、放射性物質が容易に漏えい・

飛散するものではない。しかし、水を媒体として移動することが考えられる

ことから、人工バリア及び天然バリアによる移行抑制機能を確保するまで、

漏出防止機能の設計により、水を媒体として放射性物質が漏出することを

防止すること 

また、廃棄物埋設地は、保全に関する措置を必要としない状態に移行できるよ

う設計する。人間侵入リスクが高い地表面を避け、天然バリアである侵食抵抗性

の高い岩盤(鷹架層)の性能を有効に利用するために、地盤を掘り下げて埋設設

備を設置する。その結果、埋設設備が地下水面下への設置となることから、その

特徴を考慮し設計する。 

埋設設備の設計については、既設埋設設備の設計・施工実績を考慮する。 

以上より、廃棄物埋設地に要求される安全機能及びその安全機能を維持すべ

き期間を踏まえた上で、合理的かつ利用可能な最善の建設・施工技術として、諸

外国の類似施設の設計を参考とし、広く活用され、かつ、実績を多数有している

建設・施工技術を用いる。 

安全機能に対する期間ごとに、合理的かつ利用可能な最善の建設・施工技術に

ついて以下に示す。 

(a) 放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、安全機能(漏

出防止機能及び遮蔽機能)を有する部位ごとの要求性能に加え、材料の選定、

建設・施工及び検査を考慮した構造物として設計する。以下の内容を満足す

ることで、合理的かつ利用可能な最善の建設・施工技術とする。 
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(一) 合理的な建設・施工技術 

覆土完了までの期間は、数十年程度であることから、埋設設備及び排

水・監視設備に対し、一般に数十年オーダーの耐用年数で知見が幅広く整

備されているセメント系材料を用いたコンクリート構造物とすることが

合理的である。 

(二) 利用可能な最善の建設・施工技術 

コンクリート構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査に

ついては、利用可能な最善の建設・施工技術として、最新の知見を確認し、

施工の実現性及び品質を確保する。2020 年度時点での最新の知見として

は、「コンクリート標準示方書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

また、安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 

・漏出防止機能は、雨水及び地下水の浸入の防止及び放射性物質の漏出

の防止を行うため、埋設設備及び排水・監視設備において、透水特性

を考慮した設計とする。低透水性としてコンクリートの材料配合、ひ

び割れ抑制としてコンクリートの材料配合及び鉄筋量、充填性として

モルタルの材料配合、防水性として内部防水の配置並びに排水性とし

てポーラスコンクリート層の設置を考慮した設計とすること 

・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者並びに管理区域以

外の人が立ち入る場所に滞在する者への被ばくを低減するために埋

設設備の密度及び厚さを確保することで、放射線の遮蔽性能を有する

設計とすること 

(b) 覆土完了後 

覆土完了後は、安全機能(移行抑制機能及び遮蔽機能)を有する部位ごとの

要求性能に加え、材料の選定、建設・施工及び検査を考慮した構造物として

設計する。以下の内容を満足することで、合理的かつ利用可能な最善の建設・

施工技術とする。 

(一) 合理的な建設・施工技術 

覆土完了後の期間は、数百年以上であることから、長期的な透水特性及

び遮蔽性能を期待するために、力学的・化学的作用により安全性が損なわ

れ難い天然材料である土質系材料を用いた土構造物とすることが合理的
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である。 

また、長期的な核種収着性を期待するために、長期的に安全性が損なわ

れ難い土質系材料及びセメント系材料を用いることが合理的である。 

(二) 利用可能な最善の建設・施工技術 

土構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査については、

利用可能な最善の建設・施工技術として、最新の知見を確認する。2020 年

度時点での最新の知見としては、「道路土工要綱」(3)及び「河川土工マニ

ュアル」(4)を参照とする。また、一般土工で用いられる重機を使用し、適

切な品質管理を行うことで、目標の透水係数を有する覆土を施工できる

ことを確認している。 

なお、施工時の品質管理方法は、覆土施工時に行う施工試験結果を用い

て最終決定する。 

安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 

・移行抑制機能は、低透水性として土質系材料により透水係数及び厚さ

を確保する設計とし、収着性を有するセメント系材料及び土質系材料

を用いる設計とすること 

・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び管理区域以外の人が立ち入る場所に

滞在する者への被ばくを低減するために、覆土の密度及び厚さを確保

することで、長期的な放射線の遮蔽性能を有する設計とすること 

b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、漏出防止機能を確保する期間に対して、

劣化・損傷に対する抵抗性を有するよう鉄筋かぶり及び材料配合の設計を行

う。また、劣化抵抗性を有していることを「コンクリート標準示方書(設計編)」

(1)に基づく耐久性照査によって確認する。対象項目は、設計条件及び立地条

件を考慮し、耐久性に影響があると考えられる中性化、塩害及び凍害とする。 

・中性化に対する劣化抵抗性を有するために、中性化深さが鋼材腐食発生

限界深さに達しない設計とすること 

・塩害に対する劣化抵抗性を有するために、コンクリート表面塩化物イオ

ン濃度の設計値が鋼材腐食発生限界濃度に達しない設計とすること 
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・凍害における内部損傷及び表面損傷に対する劣化抵抗性を有する設計と

すること 

(b) 覆土 

難透水性覆土及び下部覆土は、化学的安定性、変形追従性及び液状化抵抗

性を考慮し、粒径分布に広がりを持った土質系材料を用いる。 

難透水性覆土及び下部覆土は、容易な露呈を防止する観点から安定した地

盤を掘り下げ、埋設設備の底面を除く外周部に設置する設計とする。 

長期状態において想定される劣化・損傷事象を抽出し、覆土の透水特性に

影響を及ぼす要因に対して、長期的に透水特性を維持するための要求機能を

満たす見通しのある設計とする。 

これらにより、覆土は劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計とする。 

c. 劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様であること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、廃棄体と水が接触することを防止するた

めに、外周仕切設備及び覆い、ポーラスコンクリート層、セメント系充填材

並びに内部防水で多様化し、各部位の劣化･損傷が生じた場合においても、漏

出防止機能を維持する構造・仕様とする。 

(b) 覆土 

覆土は、長期的に発生が予想される力学的影響及び化学的影響のいずれに

対しても機能維持が受動的に期待できるよう、多層化した十分な厚さの覆土

を設置する。 

線量評価上用いる各性能は、線量評価の状態設定における劣化･損傷の程度

及び期間の不確実性を包含する設定とすることにより、廃棄物埋設地全体と

して線量基準を満足できるようにする。 

これらにより、劣化・損傷が生じた場合においても、移行抑制機能を維持

する構造・仕様とする。 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性物

質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないこと 

放射性物質の漏出を低減する機能は、人工バリア及び天然バリアにより確保

し、人工バリアは特性の異なる材料として、セメント系材料及び土質系材料を用
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いる設計とする。また、これらを用いた各部材に対して、次表に示すように、地

下水の浸入を抑制する機能(低透水性)及び放射性物質を収着する機能(収着性)

の複数の異なる機能を期待することにより、一つの機能に過度に依存しないよ

う配慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

○：期待する 

－：期待しない 

*1：下部覆土は土質系材料であり収着性を期待できるが、難透水性覆土又は下部覆土の一方に収

着性を期待することで十分であることから、下部覆土の収着性は考慮しない。 

 

e. 埋設する放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により安全機

能が損なわれないものであること 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には可燃性の化学物質、

可燃性ガスを発生する化学物質を含めない。一方、廃棄物埋設地の安全機能に影

響を及ぼす可能性のあるその他の化学物質としては、廃棄体又は埋設設備内に

含まれる有機物及び塩、さらにはセメント系材料から溶出した高アルカリ成分

を含む地下水との反応による影響を考慮する必要がある。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間の安全機能とし

て、埋設設備及び排水・監視設備は漏出防止機能を、埋設設備は遮蔽機能を有す

る。覆土完了までの間において、埋設設備は水との接触による溶解・変質が容易

に生じないこと及び漏出防止機能によって廃棄体と水の接触を防止することに

より廃棄体に含まれる有機物及び塩が水に溶出しないことから、埋設設備及び

排水・監視設備が有機物及び塩との化学反応により著しく損傷することはない。

さらに、埋設設備及び排水・監視設備はセメント系材料で構成されていることか

ら、高アルカリ成分による影響はない。したがって、覆土完了までの間の漏出防

止機能及び遮蔽機能については、これらの化学物質によって影響を受けない。 

 部材 収着性 低透水性 

人工バリア 

埋設設備 〇 － 

覆土 

難透水性覆土 〇 〇 

下部覆土 －*1 〇 

上部覆土 〇 － 

天然バリア 岩盤(鷹架層) 〇 〇 
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覆土完了から廃止措置の開始までの間の安全機能として、埋設設備及び覆土

は移行抑制機能及び遮蔽機能を有する。遮蔽機能については、覆土が十分な厚さ

を有していることから、化学物質と接触することによって生じる覆土及び埋設

設備の厚さ減少及び密度低下による遮蔽機能への影響は無視できると考えられ

る。移行抑制機能については、廃棄物埋設地内において地下水位が上昇し、地下

水の浸入に伴い溶解及び漏出する化学物質(有機物及び塩)及びセメント系材料

から溶出した高アルカリ成分が埋設設備の収着性並びに覆土の低透水性及び収

着性に影響を及ぼす可能性がある。 

上記のような化学物質の影響に対する対策として、埋設設備及び覆土に使用

する材料については、化学物質による低透水性及び収着性への影響を考慮し、低

透水性及び収着性への影響を確認した材料を使用する設計とする。また、覆土に

ついては化学的安定性の高い材料で構成する設計とする。  
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ハ 施設配置 

施設配置の変更はないことから、既許可の「添付書類五 ハ 施設配置」のと

おり。 
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ニ 廃棄物埋設地 

(1) 構成及び設置位置 

廃棄物埋設地は、管理建屋から運搬した廃棄体を埋設する場所であり、埋設

設備、排水・監視設備及び覆土により構成する。 

廃棄物埋設地は、敷地のほぼ中央北寄りに位置し、廃棄体最大 40,960m3(200L

ドラム缶 204,800 本相当)を埋設する。 

埋設設備は、1 基当たり廃棄体約 1,024m3(200L ドラム缶 5,120 本相当)を埋

設する埋設設備 5 基を 1 埋設設備群とする埋設設備群 8 群で構成し、東西方向

に 5 基、南北方向に 8 基配置する。 

埋設設備は、現造成面(標高約 45m～46m)基準から約 14m～19m 掘り下げて、

標高約 26m～32m となるように N 値 50 以上の岩盤(鷹架層)に設置する。 

 

(2) 主要設備 

(ⅰ) 埋設設備 

a. 構成及び安全機能 

埋設設備は、外周仕切設備、内部仕切設備、廃棄体支持架台、セメント系

充填材、覆い、コンクリート仮蓋及び内部防水により構成する。 

外周仕切設備及び覆いの低透水性及びひび割れ抑制、セメント系充填材の

充填性並びに内部防水の防水性により放射性物質の漏出を防止する。 

外周仕切設備、内部仕切設備、廃棄体支持架台、セメント系充填材、覆い

及びコンクリート仮蓋は、遮蔽性により放射線の遮蔽を行う。 

なお、評価において収着性による移行抑制機能を期待できる設計とする。 

b. 要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

埋設設備の部位ごとに設定した要求性能及び設計要件を添 5 ニ-第 1 表に

示す。 

(a) 技術要件及び設計仕様項目 

(一) 漏出防止機能 

埋設設備の漏出防止機能は、雨水及び地下水の浸入を防止すること

及び放射性物質の漏出を防止することである。水の浸入及び放射性物
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質の漏出は埋設設備の透水特性によって影響を受けることから、埋設

設備に対する技術要件は透水特性(低透水性、ひび割れ抑制、充填性及

び防水性)であり、その設計仕様項目は水結合材比、断熱温度上昇量、

自己収縮ひずみ、乾燥収縮ひずみ、鉄筋量、スランプフロー、ブリー

ディング、遮水性及びひび割れ追従性である。 

また、埋設設備は、漏出防止機能を確保する上で、常時作用してい

る荷重及び操業中に作用する荷重並びに静的地震力に対する健全性を

要求することから、技術要件として力学特性(力学的安定性及び耐久

性)を考慮する。漏出防止機能の要求期間が一般的なコンクリート構造

物の設計耐用期間と同程度であることから、現状の土木建築分野にお

ける構造設計及び耐久設計の方法が適用可能である。したがって、そ

の設計仕様項目は圧縮強度、鉄筋強度、鉄筋かぶり及び材料配合であ

る。 

(二) 移行抑制機能 

埋設設備には、移行抑制機能に対する技術要件として、セメント系

材料が有する収着性を考慮するが、その設計仕様項目は設定せず、収

着性への影響を確認した材料を使用する設計とする。 

(三) 遮蔽機能 

埋設設備の遮蔽機能は、公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の

受ける線量並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線

量(以下「公衆等の受ける線量」という。)を低減することである。公

衆等の受ける線量は埋設設備の遮蔽性能によって影響を受けることか

ら、埋設設備に対する技術要件は遮蔽性能(遮蔽性)であり、その設計

仕様項目は密度及び部材寸法(厚さ)である。 

また、埋設設備は、遮蔽機能を確保する上で、常時作用している荷

重及び操業中に作用する荷重並びに静的地震力に対する健全性を要求

することから、技術要件として力学特性(力学的安定性及び耐久性)を

考慮する。覆土完了までの遮蔽機能の要求期間が一般的なコンクリー

ト構造物の設計耐用期間と同程度であることから、現状の土木建築分

野における構造設計及び耐久設計の方法が適用可能である。したがっ
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て、その設計仕様項目は圧縮強度、鉄筋強度、鉄筋かぶり及び材料配

合である。 

(b) 設計要件 

設計仕様項目である水結合材比、断熱温度上昇量、自己収縮ひずみ、乾

燥収縮ひずみ、鉄筋量、スランプフロー、ブリーディング、遮水性、ひび

割れ追従性、圧縮強度、鉄筋強度、鉄筋かぶり、材料配合、密度及び部材

寸法(厚さ)については、各部位が要求性能を満足するための設計要件を設

定する。 

c. 構造及び仕様 

埋設設備の外形寸法は、約 24.4m(幅 )×約 24.4m(奥行き )×約 6.2m～

6.3m(高さ)であり、底部及び側部は外周仕切設備、上部は覆いにより構成す

る。埋設設備の内部は、内部仕切設備により 1 基当たり 4 行 4 列の 16 区画

とする。 

区画した内部には、廃棄体を定置するための廃棄体支持架台を設置し、8 行、

5 列、8 段積みで廃棄体を定置する。廃棄体の定置後は、有害な空隙が残らな

いようにセメント系充填材を充填する。 

廃棄体の定置開始から覆い施工開始までの間において、作業時を除き、区

画の開口部にコンクリート仮蓋を設置する。 

埋設設備の平面図及び断面図を添 5 ニ-第 1 図に示す。 

以下に、各部位の仕様を記載する。厚さについては、許容誤差を含まない

設計寸法として示す。 

(a) 外周仕切設備 

(一) 概要 

外周仕切設備は、鉄筋コンクリート製の側壁及び底版であり、側壁

の厚さは 50cm、底版の厚さは 60cm とする。 

(二) 設計方針 

外周仕切設備に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れ

の開始から覆土完了までの間の漏出防止機能及び埋設する放射性廃棄

物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間の遮蔽機能である。漏

出防止機能に対しては透水特性を、遮蔽機能に対しては遮蔽性能を確
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保する設計とする。また、その他の必要な特性として力学特性を確保

する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

コンクリートの低透水性及びひび割れの抑制に配慮した設計とす

る。 

低透水性を確保するため、「コンクリート標準示方書(施工編)」(1)

に基づき、水結合材比を 55%以下とする。また、最大ひび割れ幅の設

計目標値を 0.1mm とし、温度応力及び収縮による貫通ひび割れの発生

を抑制するため、低発熱に配慮した材料配合により温度応力を低減す

るとともに、鉄筋によりひび割れを抑制する設計とする。 

外周仕切設備の施工後から覆土完了の間において、可能な範囲に対

し定期的な点検を行う。ひび割れは幅 0.1mm 以上を管理する。幅 0.1mm

以上のひび割れに対しては、排水・監視設備からの排水量及びひび割

れの進展状況を防水性の観点で評価した上で、適切に補修する。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するよう

な密度及び厚さを確保するものとし、密度は 2,100kg/m3以上とする。 

(ｳ) 力学特性 

力学的安定性及び耐久性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、「コンクリート標準示方書(構造性能

照査編)」(2)付録Ⅰに示される許容応力度法により構造強度の照査を

行い、コンクリートの設計基準強度は 24.6N/mm2以上とする。 

耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対して、鉄筋

かぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンクリート

標準示方書(設計編)」(3)に基づき照査を行う。 

(b) 内部仕切設備 

(一) 概要 

内部仕切設備は、鉄筋コンクリート製であり、その厚さは 40cm とす

る。 
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(二) 設計方針 

内部仕切設備に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れ

の開始から廃止措置の開始までの間の遮蔽機能である。遮蔽機能に対

しては、遮蔽性能を確保する設計とする。また、その他の必要な特性

として力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するよう

な密度及び厚さを確保するものとし、密度は 2,100kg/m3以上とする。 

(ｲ) 力学特性 

力学的安定性及び耐久性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、「コンクリート標準示方書(構造性能

照査編)」(2)付録Ⅰに示される許容応力度法により構造強度の照査を

行い、コンクリートの設計基準強度は 24.6N/mm2以上とする。 

耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対して、鉄筋

かぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンクリート

標準示方書(設計編)」(3)に基づき照査を行う。 

(c) 廃棄体支持架台 

(一) 概要 

廃棄体支持架台は、鉄筋コンクリート製であり、埋設設備に設置す

るポーラスコンクリート層と廃棄体の離隔を確保するよう設置する。 

(二) 設計方針 

廃棄体支持架台は、セメント系充填材と一体となって漏出防止機能

及び遮蔽機能を達成する。ポーラスコンクリート層と廃棄体の間のセ

メント系充填材が厚さ 40cm となるよう、廃棄体を固定及び支持するた

めの力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するよう

な密度及び厚さを確保するものとし、密度は 1,600kg/m3以上とする。 
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(ｲ) 力学特性 

力学的安定性を確保するため、「コンクリート標準示方書(構造性能

照査編)」(2)付録Ⅰに示される許容応力度法により構造強度の照査を

行う。 

(d) セメント系充填材 

(一) 概要 

セメント系充填材は、区画内を充填するモルタルであり、廃棄体の

間に有害な空隙が残らないようにする。 

ポーラスコンクリート層と廃棄体の間のセメント系充填材の厚さは

40cm とする。 

(二) 設計方針 

セメント系充填材に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受

入れの開始から覆土完了までの間の漏出防止機能及び埋設する放射性

廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間の遮蔽機能である。

漏出防止機能に対しては透水特性を、遮蔽機能に対しては遮蔽性能を

確保する設計とする。また、その他の必要な特性として力学特性を確

保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

充填性に配慮した設計として、水が廃棄体に接触することを抑制す

るため、区画内の廃棄体周辺を充填する。有害な空隙が生じないよう

充填するため、スランプフローは 65cm 以上とし、ブリーディングを

極力生じないようにする。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するよう

な密度及び厚さを確保するものとし、密度は 1,600kg/m3以上とする。 

(ｳ) 力学特性 

廃棄体の固定に対する力学的安定性に配慮した設計とし、モルタル

の設計基準強度は 10.0N/mm2 以上とする。 
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(e) 覆い及びコンクリート仮蓋 

(一) 概要 

覆いは、鉄筋コンクリート製であり、外周仕切設備及び内部仕切設

備の上部に設置する。その厚さは 50cm とする。 

また、廃棄体の定置開始から覆い施工開始までの間において、作業

時を除き、区画の開口部にコンクリート仮蓋を設置する。その厚さは

60cm とする。 

(二) 設計方針 

覆いに求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始か

ら覆土完了までの間の漏出防止機能及び埋設する放射性廃棄物の受入

れの開始から廃止措置の開始までの間の遮蔽機能である。漏出防止機

能に対しては透水特性を、遮蔽機能に対しては遮蔽性能を確保する設

計とする。また、その他の必要な特性として力学特性を確保する。 

コンクリート仮蓋に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受

入れの開始から覆い施工開始までの間の遮蔽機能である。遮蔽機能に

対しては、遮蔽性能を確保する設計とする。また、その他の必要な特

性として力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

覆いは、コンクリートの低透水性及びひび割れの抑制に配慮した設

計とする。 

低透水性を確保するため、「コンクリート標準示方書(施工編)」(1)

に基づいて、水結合材比を 55%以下とする。また、最大ひび割れ幅の

設計目標値を 0.1mm とし、温度応力及び収縮による貫通ひび割れの発

生を抑制するため、低発熱に配慮した材料配合により温度応力を低減

するとともに、鉄筋によりひび割れを抑制する設計とする。 

覆いの施工後から覆土完了の間において、可能な範囲に対し定期的

な点検を行う。ひび割れは幅 0.1mm 以上を管理する。幅 0.1mm 以上の

ひび割れに対しては、排水・監視設備からの排水量及びひび割れの進

展状況を防水性の観点で評価した上で、適切に補修する。 
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コンクリート仮蓋は、区画内に雨水を浸入させない設計とする。 

(ｲ) 遮蔽性能 

覆いは、遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減

するような密度及び厚さを確保するものとし、密度は 2,100kg/m3 以

上とする。 

また、コンクリート仮蓋も同様に密度及び厚さを確保するものとし、

密度は 2,100kg/m3 以上とする。 

(ｳ) 力学特性 

覆いは力学的安定性及び耐久性に、コンクリート仮蓋は力学的安定

性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、覆いは、「コンクリート標準示方書

(構造性能照査編)」(2)付録Ⅰに示される許容応力度法により構造強度

の照査を行い、コンクリートの設計基準強度は 24.6N/mm2以上とする。 

覆いは、耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対し

て鉄筋かぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンク

リート標準示方書(設計編)」(3)に基づき照査を行う。 

また、コンクリート仮蓋は、「コンクリート標準示方書(構造性能照

査編)」(2)付録Ⅰに示される許容応力度法により構造強度の照査を行

い、コンクリートの設計基準強度は 24.0N/mm2 以上とする。 

(f) 内部防水 

(一) 概要 

外周仕切設備、セメント系充填材、覆い及びポーラスコンクリート

層とともに、雨水及び地下水の浸入を防止し、埋設設備からの放射性

物質の漏出を防止するために内部防水を行う。 

内部防水については、以下の観点から設計する。 

(ｱ) 外周仕切設備側壁部及び覆い部 

ポーラスコンクリート層から廃棄体方向に浸入する水の流れを防

止する。 

(ｲ) 外周仕切設備底版部及び側壁部の立ち上げ部 

外周仕切設備底版からの地下水の浸入を防止するとともに、ポーラ



 

1号－5－43 

スコンクリート層からの放射性物質の漏出を防止する。 

(二) 仕様 

外周仕切設備側壁部及び覆い部における内部防水は、セメント系充

填材上部及び側部とポーラスコンクリート層の間に行う。また、外周

仕切設備の内側で外周仕切設備底版部及び側壁の立ち上げ部に内部防

水を行う。 

内部防水は、遮水性を有し、ひび割れに対して追従性又はそれと同

等の性能を有する設計とする。 

内部防水の設置位置概要図を添 5 ニ-第 2 図に示す。 

(ⅱ) 排水・監視設備 

a. 構成及び安全機能 

排水・監視設備は、ポーラスコンクリート層、排水管及び点検路により構

成する。 

ポーラスコンクリート層は、排水性を有し、埋設設備内に浸入した水を排

水し、廃棄体と浸入した水の接触を抑制する。 

点検路は、排水管からの排水状況を監視できる作業空間を確保する。排水

管には、排水回収作業用の弁を設置する。 

b. 要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

排水・監視設備の部位ごとに設定した要求性能及び設計要件を添 5 ニ-第 2

表に示す。 

(a) 技術要件及び設計仕様項目 

(一) 漏出防止機能 

排水・監視設備の漏出防止機能は、埋設設備内に浸入した水を排水

し廃棄体への水の接触を抑制することである。浸入した水の排水は排

水・監視設備の透水特性によって影響を受けることから、排水・監視

設備に対する技術要件は透水特性(排水性)であり、その設計仕様項目

は排水能力である。排水能力を期待する部位は、ポーラスコンクリー

ト層であり、透水係数、通水断面積及び勾配により排水能力を算定す

る。 
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また、排水・監視設備は、漏出防止機能を確保する上で、常時作用

している荷重及び操業中に作用する荷重並びに静的地震力に対する健

全性を要求することから、技術要件として力学特性(力学的安定性及び

耐久性)を考慮する。漏出防止機能の要求期間が一般的なコンクリート

構造物の設計耐用期間と同程度であることから、現状の土木建築分野

における構造設計及び耐久設計の方法が適用可能である。したがって、

その設計仕様項目はコンクリート圧縮強度、鉄筋強度、鉄筋かぶり、

材料配合及び排水管の腐食抵抗である。 

さらに、排水・監視設備は、漏出防止機能が発揮されていることの

確認のため、排水された水を作業員が適切に回収する必要があること

から、技術要件として作業空間の確保(作業性)を考慮する。したがっ

て、その設計仕様項目は内空寸法であり、それを期待する部位は点検

路である。 

(b) 設計要件 

設計仕様項目である排水能力、コンクリート圧縮強度、鉄筋強度、鉄筋

かぶり、排水管の腐食抵抗及び内空寸法については、各部位が要求性能を

満足するための設計要件を設定する。 

c. 構造及び仕様 

埋設設備の外周仕切設備及び覆いとセメント系充填材の間には、ポーラス

コンクリート層を設置するとともに、集水した水を排水できるように排水管

を設置する。排水管からの排水を覆土が施工された状態でも回収できるよう

点検路を設置する。 

排水・監視設備の平面図及び断面図を添 5 ニ-第 3 図に示す。 

以下に各部位の仕様を示す。厚さについては、許容誤差を含まない設計寸

法として示す。 

(a) ポーラスコンクリート層 

(一) 概要 

ポーラスコンクリート層は、ポーラスコンクリート及びコンクリー

トからなり、外周仕切設備及び覆いの内側の面に設置する。 
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(二) 設計方針 

ポーラスコンクリート層に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄

物の受入れの開始から覆土完了までの間の漏出防止機能である。漏出

防止機能に対しては、透水特性を確保する設計とする。また、その他

の必要な特性として、力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

排水性に配慮した設計とし、ポーラスコンクリートは、排水性の確

保のため透水係数を 1.0×10-3m/s 以上とし、厚さをポーラスコンクリ

ート層の厚さ 10cm の 1/2 以上とする。 

また、排水管に向かって勾配をつける。 

(ｲ) 力学特性 

廃棄体の自重に対する力学的安定性に配慮した設計とし、ポーラス

コンクリートの設計基準強度は 10.0N/mm2以上とする。 

(b) 排水管 

(一) 概要 

ポーラスコンクリート層で集水した水を埋設設備の外に排水するた

めに排水管を設置し、口径は 50A とする。外部に向かって勾配を設け

るとともに、排水回収作業用の弁を設置する。 

(二) 設計方針 

排水管は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了まで

の間において、力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 力学特性 

耐久性に配慮した設計とし、腐食に対して劣化抵抗性を有する材質

(ステンレス鋼)とする。 

(c) 点検路 

(一) 概要 

点検路は、鉄筋コンクリート製であり、覆土施工開始後から覆土完

了まで排水状況の監視を行うため、地上部から埋設設備の排水管取付
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位置までの覆土内における作業空間の確保を目的としている。 

(二) 設計方針 

点検路は、力学特性及び作業空間を確保する。 

なお、排水・監視設備による監視及び測定が終了した後に、有害な

空隙が残らないよう点検路の埋戻しを行う。また、点検路のうち埋設

設備の上方向で難透水性覆土及び下部覆土内を貫通する箇所を解体し、

有害な空隙が残らないよう埋戻しを行う。 

(三) 仕様 

(ｱ) 力学特性 

力学的安定性及び耐久性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、「コンクリート標準示方書(構造性能

照査編)」(2)付録Ⅰに示される許容応力度法により構造強度の照査を

行い、コンクリートの設計基準強度は 24.6N/mm2以上とする。 

耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対して鉄筋か

ぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンクリート標

準示方書(設計編)」(3)に基づき照査を行う。 

(ｲ) 作業空間の確保 

作業性に配慮した設計とし、排水・監視設備により排水された水を

作業員が回収できる作業空間を確保する。 

(ⅲ) 覆土 

a. 構成及び安全機能 

覆土は、難透水性覆土、下部覆土及び上部覆土により構成する。 

難透水性覆土及び下部覆土は、低透水性により放射性物質の移行を抑制し、

遮蔽性により放射線の遮蔽を行う。 

なお、評価において収着性による移行抑制機能を期待できる設計とする。 

b. 要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

覆土の部位ごとに設定した要求性能及び設計要件を添 5 ニ-第 3 表に示す。 
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(a) 技術要件及び設計仕様項目 

(一) 移行抑制機能 

覆土の移行抑制機能は、埋設設備内を通過する地下水の流量を低減

することである。埋設設備からの流出水量は覆土の透水特性によって

影響を受けることから、覆土に対する技術要件は透水特性(低透水性)

であり、その設計仕様項目は透水係数及び厚さである。 

また、移行抑制機能については、長期にわたり機能を維持する必要

があるため、透水係数及び厚さの変化に影響を及ぼす要因について抽

出する。長期状態において覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその

機構を添 5 ニ-第 4 表に示す。影響要因の抽出については、周辺岩盤な

どの外部環境も含めた施設の構成及び影響要因の相互作用を網羅的に

考慮する。抽出した要因は、廃棄物埋設地の覆土完了後の再冠水によ

る水との接触に伴う、ベントナイト特性の変化、有効粘土密度の変化

及び短絡経路の形成である。長期における覆土の技術要件は、これら

の要因に対する長期機能維持特性(化学的安定性、変形追従性及び液状

化抵抗性)であり、その設計仕様項目は透水係数、厚さ及び締固め度で

ある。 

なお、覆土には、移行抑制機能に対する技術要件として、土質系材

料が有する収着性を考慮するが、その設計仕様項目は設定せず、収着

性への影響を確認した材料を使用する設計とする。 

(二) 遮蔽機能 

覆土の遮蔽機能は、放射線を遮蔽する機能であるため、技術要件は

遮蔽性であり、その設計仕様項目は密度及び厚さである。 

(b) 設計要件 

設計仕様項目である透水係数、厚さ、密度及び締固め度については、各

部位が要求性能を満足するための設計要件を設定する。 

c. 構造及び仕様 

難透水性覆土は、埋設設備の底面及び埋設設備間狭隘部を除く外周部に設

置する。下部覆土は、難透水性覆土の外周部及び埋設設備間狭隘部に設置す

る。上部覆土は、下部覆土の上部に設置する。 
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埋設設備間狭隘部とは、具体的には埋設設備の東西方向の間及び埋設設備

間の幅 2.5m 以下の南北方向の間を示す。 

覆土断面図を添 5 ニ-第 4 図に示す。 

以下に各部位の仕様を示す。 

(a) 難透水性覆土 

(一) 概要 

難透水性覆土は、砂を母材としたベントナイト混合土で構成し、埋

設設備の底面及び埋設設備間狭隘部を除く外周部に設置する。 

(二) 設計方針 

難透水性覆土に求める安全機能は、覆土完了から廃止措置の開始ま

での間の移行抑制機能及び遮蔽機能である。 

移行抑制機能に対しては、透水特性を確保し、埋設設備からの流出

水量を低減するために低透水性を考慮した設計とする。また、周辺岩

盤に比して同程度以下の透水係数を長期的に維持できる設計とする。 

遮蔽機能に対しては、遮蔽性能を確保する設計とする。 

移行抑制機能を長期的に維持するための化学的安定性、変形追従性

及び液状化抵抗性は、長期状態評価において考慮する性能を満たす見

通しがあるものとする。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

覆土の透水係数は、廃棄物埋設地の近傍に分布する岩盤(鷹架層)の

透水係数が 1.1×10-7m/s 程度であることを踏まえ、岩盤(鷹架層)の透

水係数以下を長期的に維持することを目標として設計する。 

難透水性覆土は、化学的影響の要因である物質の供給源となるセメ

ント系材料と隣接している。難透水性覆土の透水係数は、長期的に性

能低下が生じることを想定し、施工時点において、空間的なばらつき

を考慮しても全体として期待できる透水係数(以下「巨視的透水係数」

という。)として 1.0×10-10m/s 以下を確保する。また、埋設設備に内

包される金属の腐食膨張及び廃棄体に内包される可溶性塩の溶出に

よる陥没に伴い鉛直方向に変形した場合でも低透水性を維持できる
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よう、難透水性覆土の厚さは、埋設設備の表面から 2m 以上とする。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するよう

な密度及び厚さを確保するものとし、密度は 1,100kg/m3以上とする。 

(ｳ) 長期機能維持特性 

① 化学的安定性 

化学的影響により覆土が変質した場合においても、長期的に低透

水性を維持でき、化学的安定性の高いと考えられる天然の土質系材

料を使用する。 

② 変形追従性 

力学的影響又は化学的影響により覆土が変形した場合においても、

その変形に追従し、覆土全体として埋設設備からの流出水量の増加

を抑制する設計とする。 

③ 液状化抵抗性 

力学的影響により覆土が変状することのないように、粒径分布に

広がりを持った土質系材料で十分に締固めを行う。 

なお、実際に使用する材料の粒径分布に基づいて、道路橋示方書

(4)に示される液状化判定法による確認を行う。 

(b) 下部覆土 

(一) 概要 

下部覆土は、現地発生土に必要に応じてベントナイト、砂及び砕石

を混合したもので構成し、埋設設備間狭隘部並びに難透水性覆土の側

部全体及び上部に設置する。 

(二) 設計方針 

下部覆土に求める安全機能は、覆土完了から廃止措置の開始までの

間の移行抑制機能及び遮蔽機能である。 

移行抑制機能に対しては、透水特性を確保し、埋設設備からの流出

水量を低減するために低透水性を考慮した設計とする。また、周辺岩

盤に比して同程度以下の透水係数を長期的に維持できる設計とする。 

遮蔽機能に対しては、遮蔽性能を確保する設計とする。 
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移行抑制機能を長期的に維持するための化学的安定性、変形追従性

及び液状化抵抗性は、長期状態評価において考慮する性能を満たす見

通しがあるものとする。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

覆土の透水係数は、廃棄物埋設地の近傍に分布する岩盤(鷹架層)の

透水係数が 1.1×10-7m/s 程度であることを踏まえ、岩盤(鷹架層)の透

水係数以下を長期的に維持することを目標として設計する。 

下部覆土の透水係数は、難透水性覆土によってセメント系材料起源

の成分による化学的変質の影響が遅延・緩衝されることから、施工時

点において、巨視的透水係数として 1.0×10-8m/s 以下を確保する。ま

た、難透水性覆土の上部に設置する下部覆土の厚さは 2m 以上とする。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するよう

な密度及び厚さを確保するものとし、密度は 1,100kg/m3以上とする。 

(ｳ) 長期機能維持特性 

① 化学的安定性 

化学的影響により覆土が変質した場合においても、長期的に低透

水性を維持でき、化学的安定性の高いと考えられる天然の土質系材

料を使用する。 

② 変形追従性 

力学的影響又は化学的影響により覆土が変形した場合においても、

その変形に追従し、覆土全体として埋設設備からの流出水量の増加

を抑制する設計とする。 

③ 液状化抵抗性 

力学的影響により覆土が変状することのないように、粒径分布に

広がりを持った土質系材料で十分に締固めを行う。 

なお、実際に使用する材料の粒径分布に基づいて、道路橋示方書

(4)に示される液状化判定法による確認を行う。 
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(c) 上部覆土 

(一) 概要 

上部覆土は、現地発生土に必要に応じて砂及び砕石を混合したもの

で構成し、下部覆土の上部に設置する。表面は地表水による侵食を抑

制する観点から、すべての上部覆土の施工完了後に適切な排水勾配を

設け、植生を行う。 

(二) 設計方針 

上部覆土は、周辺の土壌・岩盤と水理的に連続性を持たせる観点か

ら廃棄物埋設地周辺の第四紀層の透水係数(10-6m/s オーダー)を目安

に施工し、上面は尾駮沼に向かって適切な排水勾配を設ける。 

また、上部覆土は、力学的影響により覆土が変状することのないよ

うに、粒径分布に広がりを持った土質系材料で十分に締固めを行う。 

(三) 仕様 

上部覆土は、粒径分布に広がりを持った土質系材料で締固めを行い、

難透水性覆土及び下部覆土とあわせて埋設設備上面から 6m 以上の厚

さとする。 
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添 5 ロ-第 1 表 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の 

監視測定設備 

監視測定対象 監視測定場所 監視測定設備 施設の区分*1 

排水中の放射

性物質の濃度

及び線量 

廃棄物埋設地 排水・監視設備 ×*2 

低レベル廃棄

物管理建屋 

放射能測定装置 ×(共用)*3 

放射線サーベイ機器 ×(共用)*3 

地下水中の放

射性物質の濃

度及び線量 

廃棄物埋設地 

近傍 
地下水採取孔 〇 

周辺監視区域 

境界付近 
地下水採取孔 △(共用)*3 

低レベル廃棄

物管理建屋 

放射能測定装置 ×(共用)*3 

放射線サーベイ機器 ×(共用)*3 

*1：〇：新設、△：既設設備、×：既許可設備 

*2：点検路については設計変更する。 

*3：1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

 

添 5 ロ-第 2 表 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の 

監視測定設備 

監視測定対象 監視測定場所 監視測定設備 施設の区分*1 

直接ガンマ線及びスカ

イシャインガンマ線 

周辺監視区域 

境界付近 

モニタリングポイント

(積算線量計) 
×(共用)*2,3 

排気中の放射性物質の

濃度 

低レベル廃棄物

管理建屋 

排気用モニタ ×(共用)*2 

放射能測定装置 ×(共用)*2 

排水中の放射性物質の

濃度 

低レベル廃棄物

管理建屋 
放射能測定装置 ×(共用)*2 

*1：〇：新設、△：既設設備、×：既許可設備 

*2：1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

*3：ウラン濃縮工場と共用する。 

  



  

1号－5－54 
 

 

添 5 ロ-第 3 表 地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の 

監視測定設備 

関係する
機能 

監視測定時期 監視測定項目 
監視測定

場所 
監視測定

設備 
施設の区分*1 

漏出防止
機能 

埋設する放射性廃棄
物の受入れの開始か
ら覆土完了まで 

排水中の放射性
物質の濃度及び

線量 

廃棄物埋
設地 

排水・監
視設備 

×*3 

低レベル
廃棄物管
理建屋 

放射能測
定装置 

×(共用)*2 

放射線サ
ーベイ機

器 
×(共用)*2 

排水量 
廃棄物埋

設地 
排水・監
視設備 

×*3 

移行抑制
機能 

覆土完了から廃止措
置の開始まで 

地下水の水位 
(地下水流動場) 

周辺監視
区域境界

付近 

地下水位
測定孔 

△(共用)*2 

地下水の水質 

廃棄物埋
設地近傍 

地下水採
取孔 

〇 

低レベル
廃棄物管
理建屋等 

水質の分
析装置 

〇(共用)*2 

地下水の水位 
(覆土内地下水

位) 

廃棄物埋
設地 

地下水位
測定孔 

〇 
地下水の水位 
(動水勾配) 

廃棄物埋
設地近傍 

地下水位
測定孔 

金属の膨張量 
(廃棄体) 

－*4 －*4 －*4 

分配係数並びに
分配係数に関連
する間隙率及び
密度(廃棄体及び

埋設設備) 
透水係数並びに
透水係数に関連
する間隙率及び
密度(難透水性覆
土及び下部覆土) 

*1：〇：新設、△：既設設備、×：既許可設備 

*2：1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。 

*3：点検路は設計変更とする。 

*4：模擬試験体を埋設した廃棄物埋設地の類似環境下での原位置試験及び必要に応じてそれを補完する

室内試験によって確認を行う。 

 

 



  

1号－5－55 
 

 

添 5 ロ-第 4 表 通信連絡設備の一覧 

種類 設置場所又は配布先 
外部電源喪失時

の供給電源 

通信 

回線 

所
内
通
信
連
絡
設
備 

ページング設備 
管理建屋、1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設地に通

話装置、スピーカを設置 
バッテリ 有線 

所内携帯電話 個人配布 バッテリ 無線 

業務用無線設備 

(アナログ式) 

非常時対策組織の各班、本部及び現場指揮者の活

動場所、組数を考慮した数量を管理建屋及び事務

所に、固有回線で独立した無線設備を設置 

バッテリ 無線 

業務用無線設備 

(デジタル式) 

非常時対策組織の各班、本部及び現場指揮者の活

動場所、組数を考慮した数量を管理建屋及び事務

所に、固有回線で独立した無線設備を設置 

バッテリ 無線 

所
外
通
信
連
絡
設
備 

緊急時電話回線 事業部対策本部室の本部、各班に各 1 台以上設置 
電気通信事業者

の局舎より供給 
有線 

ファクシミリ装置 事業部対策本部室に複数台設置 

非常用電源設備
*1
 

(コンセントに供

給) 

有線 

携帯電話 非常時対策組織の本部、班長の人数分を個人配布 バッテリ 無線 

衛星電話 事業部対策本部室に複数台設置 バッテリ 無線 

*1：非常用電源設備とは、濃縮・埋設事務所に設置しているものをいう。 

 

 

 

 

 

 



  

1号－5－56 
 

 

添 5 ロ-第 5 表 警報装置 

種類 設置場所 
外部電源喪失時

の供給電源 

回

線 

警報装置 

管理建屋内へサイレンを鳴動させることがで

きる設計とし、サイレンを鳴動させるスイッチ

は制御室に設置 

バッテリ 
有

線 



   

1号－5－57 
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－
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添 5 ニ-第 1 表 埋設設備の要求性能及び設計要件 

安全機能 

要求性能 

外
周 

仕
切
設
備 

内
部 

仕
切
設
備 

廃
棄
体 

支
持
架
台 

セ
メ
ン
ト
系 

充
填
材 

覆
い 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

仮
蓋 

内
部
防
水 

設計要件 
技術要件 

(必要な特性) 
設計仕様項目 

漏出防止機能 

透水特性 

低透水性 水結合材比 ○ － －  － ○  － *1 － 緻密なコンクリートであること(基質部)。 

ひび割れ

抑制 

断熱温度上昇量 ○ － －  － *3 ○  － *1 － 温度変化によるひび割れの抑制を考慮すること。 

自己収縮ひずみ ○ － －  － *3 ○  － *1 － 自己収縮によるひび割れの抑制を考慮すること。 

乾燥収縮ひずみ ○ － －  － *3 ○  － *1 － 乾燥収縮によるひび割れの抑制を考慮すること。 

鉄筋量 ○ － －  － ○  － *1 － 最大ひび割れ幅を低減すること。 

充填性 
スランプフロー － － － 〇 － － － 必要な流動性を有すること。 

ブリーディング － － － 〇 － － － 材料分離抵抗性を有すること。 

防水性 
遮水性 － － － － － － 〇 水の浸入及び漏出を防止すること。 

ひび割れ追従性 － － － － － － 〇 コンクリートのひび割れに追従すること。 

 漏 出 防 止 機

能 を 確 保 す

る た め の 要

求機能 

力学特性 

力学的 

安定性 

圧縮強度 ○ ○ 〇 *2 ○ 〇 － － 必要な構造強度を有すること。 

鉄筋強度 ○ ○ 〇 *2 － 〇 － － 必要な構造強度を有すること。 

 

耐久性 

 

鉄筋かぶり ○ ○ － － 〇 － － 中性化に対して必要なかぶりを有すること。 

材料配合 ○ ○ － － 〇 － － 塩害及び凍害に対して劣化抵抗性を有すること。 

移行抑制機能 核種 

収着性 
収着性 － － － － － － － － 

設計仕様項目を設定しない(評価において、埋設設備自

体が副次的にもつ性能として設定するものとする。)*4 

遮蔽機能 
放射線の 

遮蔽性能 
遮蔽性 

密度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。 

部材寸法 

(厚さ) 
○ ○ ○ ○ ○ ○ － 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。 

 遮 蔽 機 能 を

確 保 す る た

め の 要 求 機

能 

力学特性 

力学的 

安定性 

圧縮強度 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － 必要な構造強度を有すること。 

鉄筋強度 ○ ○ ○ － ○ 〇 － 必要な構造強度を有すること。 

 

耐久性 

 

鉄筋かぶり ○ ○ － － 〇 － － 中性化に対して必要なかぶりを有すること。 

材料配合 ○ ○ － － 〇 － － 塩害及び凍害に対して劣化抵抗性を有すること。 

  
 

*1：防水シート等の併用により区画内に水を浸入させないよう考慮する。 

*2：セメント系充填材を充填できるよう、ポーラスコンクリート層と廃棄体の間の厚さを確保する。 

*3：充填性を確保した上でひび割れ抑制の観点についても考慮する。 

*4：分配係数は、材料仕様、施工の際に取得する分配係数データ又は代替指標となるデータにより管理する。 



   

1号－5－58 
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添 5 ニ-第 2 表 排水・監視設備の要求性能及び設計要件 

*1：排水管には、排水回収作業用に弁を設けている。 

安全機能 

要求性能 

ポ
ー
ラ
ス 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
層 

 

排
水
管 

 

点
検
路 

設計要件 
技術要件 

(必要な特性) 
設計仕様項目 

漏出防止機能 
透水特性 排水性 排水能力 ○ － － 十分な排水能力を有する設備が配置されていること。 

 漏出防止機能を確保す

るための要求機能 

力学特性 

力学的 

安定性 

コンクリート 

圧縮強度 
○ － ○ 必要な構造強度を有すること。 

鉄筋強度 － － ○ 必要な構造強度を有すること。 

耐久性 

鉄筋かぶり － － ○ 中性化に対して必要なかぶりを有すること。 

材料配合 － － ○ 塩害及び凍害に対して劣化抵抗性を有すること。 

排水管の 

腐食抵抗 
－ ○ － 供用期間中、腐食に対して劣化抵抗性を有すること。 

作業空間

の確保 
作業性 内空寸法 － － ○ 作業員が水の回収作業を実施できること。 

 

 

 

 

 

 

*1 



   

1号－5－59 
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添 5 ニ-第 3 表 覆土の要求性能及び設計要件 
 

安全機能 

要求性能 
難
透
水
性
覆
土 

下
部
覆
土 

上
部
覆
土 

設計要件 
技術要件 

(必要な特性) 
設計仕様項目 

移行抑制機能 

透水特性 低透水性 

透水係数 ○ ○ － 必要な透水係数を有すること。 

厚さ ○ ○ － 必要な厚さを有すること。 

核種 

収着性 
収着性 － － － － 

設計仕様項目を設定しない(評価において、覆土が副次的にもつ性

能として設定するものとする)。 *1 

 移 行 抑 制 機

能 を 長 期 的

に 維 持 す る

た め の 要 求

機能 

長期機能 

維持特性 

化学的 

安定性 
透水係数 ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。 

変形 

追従性 

透水係数 ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。 

厚さ ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。 

液状化 

抵抗性 
締固め度 ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。 

遮蔽機能 
放射線の 

遮蔽性能 
遮蔽性 

密度 ○ ○ － 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。 

厚さ ○ ○ － 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。 

*1：分配係数は、材料仕様、施工の際に取得する分配係数データ又は代替指標となるデータにより管理する。 

 



  

1号－5－60 
   
 

 

添 5 ニ-第 4 表 長期状態において覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構 
 

設計 

仕様 

項目 

長期状態における影響要因 影響機構 
要求性能 

(技術要件) 

透水 

係数 

ベ ン ト

ナ イ ト

特 性 の

変化 

化学的

影響 

交 換 性 陽 イ

オンの変化 

セメント系材料からの高カ

ルシウム濃度の間隙水によ

るベントナイトの Ca 型化 

化学的安定

性 

廃 棄 体 中 の

ほう酸塩、硫

酸 塩 な ど の

可 溶 性 塩 影

響 

可溶性塩影響により、空隙特

性(空隙率、空隙構造)が変化

するとともに、膨潤性能が低

下。また、陥没による覆土の

変形 

化学的安定

性 

変形追従性 

有 効 粘

土密度*1

の変化 

力学的

影響 

金属の腐食 金属の腐食膨張により、覆土

の隅角部等に、厚さの減少及

び変位に伴う透水性が変化

した領域の発生 

変形追従性 

地震影響 地震力により覆土の変形及

び液状化の発生 

変形追従性 

液状化抵抗

性 

化学的

影響 

モ ン モ リ ロ

ナ イ ト の 溶

解、随伴鉱物

の溶解、二次

鉱物の生成 

セメント系材料からの高ア

ルカリ性の間隙水によるベ

ントナイト構成材料の溶解

に伴う密度低下。溶解成分と

地下水成分などが反応して

二次鉱物が沈殿 

化学的安定

性 

厚さ 短 絡 経

路 の 形

成 

力学的

影響 

ガス発生 金属腐食等により発生する

ガスの破過が生じ、覆土に低

密度部を形成 

変形追従性 

 
*1：単位体積当たりに含まれるベントナイト分の乾燥重量をそれ自身の体積で割ることにより得ら

れる密度であり、ベントナイト混合材料の特性を把握するときの指標のひとつ。 
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添 5 ロ-第 1 図 監視測定設備の設置箇所概略図(埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了まで) 
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添 5 ロ-第 2 図 監視測定設備の設置箇所概略図(覆土完了から廃止措置の開始まで) 

 



 

1号－5－63 
 

 

添 5 ニ-第 1 図 埋設設備平面図及び断面図 



 

1号－5－64 
 

 

 

注
1
：
内
部
仕
切
設
備
直
下
の
内
部
防
水
は
、
選
定
さ
れ
た
防
水
材
・
工
法
に
応
じ
て
施
工
範
囲
を
決
定
す
る
。

凡
例

ポ
ー

ラ
ス

コ
ン

ク
リ

ー
ト

層

内
部

防
水

（
外

周
仕

切
設

備
底

版
部
及
び
側
壁
立
ち
上
げ
部
）

内
部

防
水

（
セ

メ
ン

ト
系

充
塡

材
上
部
及
び
側
部
と
ポ
ー
ラ
ス
コ
ン
ク
リ
ー
ト
層
の
間
）

添
5
ニ

-
第

2
図
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置
概

要
図
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添 5 ニ-第 3 図 排水・監視設備平面図及び断面図 
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添 付 書 類 六 

 

 

変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する

説明書 

  



 
 

 

添 付 書 類 六 

 

変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する

説明書 
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･･････1 号－6－1 
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ハ 廃棄物埋設 
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ニ 線量評価 ･･････1 号－6－21 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に示す図表については、別添 1 に示す図表のとおり。 

添 6 ニ-第 1 表 線量の評価に用いる廃棄体中の放射性物質の組成及び総放射能量

(1/3)～(3/3) 

添 6 ニ-第 2 表 本施設に一時貯蔵及び埋設する廃棄体中に含まれる放射性物質から

の外部被ばくの評価に用いるパラメータ及びその数値 

添 6 ニ-第 3 表 核種に依存する線量評価パラメータ及びその数値(1/2)～(2/2) 

添 6 ニ-第 4 表 元素に依存する線量評価パラメータ及びその数値(1/10)～(10/10) 

添 6 ニ-第 5 表 廃棄物埋設地に関連する線量評価パラメータ及びその数値(1/6)～



 
 

(6/6) 

添 6 ニ-第 6 表 生活様式に関連する線量評価パラメータ及びその数値(1/2)～(2/2) 

添 6 ニ-第 7 表 排気口から放出する気体廃棄物中の放射性物質の移行による内部被

ばくの計算に用いる線量評価パラメータ及びその数値 

添 6 ニ-第 8 表 液体廃棄物中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取による内

部被ばくの計算に用いる線量評価パラメータ及びその数値 

添 6 ニ-第 9 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水に

よる移行評価に用いる線量評価パラメータ及びその数値(1/12)～

(12/12) 
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イ 放射線管理 

(1) 放射線防護に関する基本方針 

放射線防護に当たっては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律｣(以下「原子炉等規制法」という。)及び｢労働安全衛生法｣を遵守するととも

に、放射線障害の防止を図るため、以下の管理を行い、放射線業務従事者及び放射

線業務従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」

という。)の線量が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規

定に基づく線量限度等を定める告示」(平成 30 年 6 月 8 日 原子力規制委員会告

示第 4 号)(以下「線量告示」という。)に定められた線量限度を超えないようにす

るとともに、1 号廃棄物埋設施設(以下「本施設」という。)に起因する公衆の受け

る線量を合理的に達成できる限り低くすることとする。 

 

(2) 放射線業務従事者の個人被ばく管理 

放射線業務従事者の個人被ばく管理は、外部被ばくによる線量当量の測定を行

うとともに、定期的及び必要に応じて健康診断を実施し、身体的状況を把握するこ

とによって行う。また、必要に応じて、内部被ばくによる線量当量の測定を行う。 

(ⅰ) 管理区域立入り前の措置 

放射線業務従事者に対しては、あらかじめ以下の措置を講ずる。 

・放射線防護に関する教育を行うこと 

・被ばく歴及び健康診断結果を調査し、問題のないことを確認すること 

(ⅱ) 放射線業務従事者の線量限度 

放射線業務従事者の線量が、「線量告示」に定められた線量限度を超えない

ようにする。 

(ⅲ) 線量の管理 

放射線業務従事者の線量が、線量限度を超えないように以下の管理を行う。 

a. 外部被ばくによる線量の管理 

放射線業務従事者及び一時立入者は、管理区域に立ち入る際、個人線量当量

測定器を着用する。放射線業務従事者については、個人線量当量測定器により

外部被ばくによる線量当量を測定し、定期的に線量を評価する。また、一時立
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入者については、個人線量当量測定器により、外部被ばくによる線量当量を測

定し、立入りの都度、線量を評価する。 

b. 内部被ばくによる線量の管理 

内部被ばくによる線量の管理は、ホールボディカウンタにより行う。 

c. 線量評価結果の通知及び記録 

線量の評価結果は、定期的に記録し、放射線業務従事者本人に通知するとと

もに、放射線管理及び健康管理に反映する。 

(ⅳ) 健康管理 

a. 「労働安全衛生規則」による健康診断のほか、「電離放射線障害防止規則」に

基づき、放射線業務従事者について健康診断を実施し、定期的にその健康状態を

把握する。 

b. 健康診断結果及び線量評価結果による医師の勧告を考慮し、必要な措置を講

ずる。 

c. 本施設において放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合は、応

急措置を講ずる。 

(ⅴ) 放射線防護教育 

放射線業務従事者に対して、必要な項目について放射線防護教育を定期的に

行う。 

 

(3) 放射線管理施設 

(ⅰ) 管理区域の設定 

本施設においては、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射

性物質の濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度

(以下「表面密度」という。)が、「線量告示」に定められた値を超えるおそれの

ある区域を管理区域とする。 

本施設の管理区域は、外部放射線に係る線量のみの要件により管理区域とな

る区域(以下「第 2 種管理区域」という。)と第 2 種管理区域以外の管理区域(以

下「第 1 種管理区域」という。)とに区分して管理する。 

低レベル廃棄物管理建屋(以下「管理建屋」という。)において、放射性物質

を容器に固型化又は封入した状態で取り扱う場所は第 2 種管理区域とし、本施



 

1号－6－3 

設で発生した放射性物質の分析、液体廃棄物の処理等、放射性物質を非密封の

状態で取り扱う可能性のある場所は、第 1 種管理区域への設定を考慮する。 

廃棄物埋設地は、外部放射線に係る線量のみの要件により管理区域となる区

域であり、一時的に管理区域に係る基準を超えるおそれのある場合は、一時的

な管理区域を設定する。 

なお、これ以外の場所については、非管理区域として取り扱う。 

(ⅱ) 管理区域の管理 

a. 管理区域への立入制限等 

管理区域は、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄

物埋設の事業に関する規則」(以下「事業規則」という。)に基づき、以下の措

置を講ずる。 

(a) 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明ら

かに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制

限、鍵の管理等の措置を講ずる。廃棄物埋設地等に管理区域を設定する場合

には、壁、柵等の区画物によって区画するほか、外部放射線に係る線量、空

気中の放射性物質の濃度又は放射性物質の表面密度の基準により区域区分

し、管理区域である旨及び区域区分の状況を示す標識を管理区域の出入口付

近の目のつきやすい箇所に設ける。 

(b) 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止する。 

(c) 第 1 種管理区域を設定した場合においては、床及び壁並びにその他、人の

触れるおそれがある物であって放射性物質によって汚染された物の表面の

放射性物質の密度が「線量告示」に定められた表面密度限度を超えないよう

にする。 

(d) 第 1 種管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、

その者の身体及び衣服、履物等の身体に着用している物並びにその持ち出そ

うとする物品(その物品を容器に入れ、又は包装した場合には、その容器又は

包装)の表面の放射性物質の密度が(c)の表面密度限度の 1/10 を超えないよ

うにする。 

(ⅲ) 外部放射線に係る線量当量率等の監視及び測定 

本施設内に放射性物質の濃度及び線量の監視及び測定設備を設置する。 
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放射線業務従事者及び一時立入者の受ける線量の管理のため、放射線サーベ

イ機器及びエリアモニタにより、管理区域における外部放射線に係る線量当量

率を測定する。また、必要に応じてダストサンプラ、放射能測定装置及び放射

線サーベイ機器により、管理区域における空気中の放射性物質の濃度及び作業

区域等の表面密度を測定する。 

a. 外部放射線に係る線量当量率の監視及び測定 

管理区域においては、放射線業務従事者及び一時立入者の立入頻度並びに被

ばくの可能性を考慮し、必要な箇所について、定期的及び必要の都度、放射線

サーベイ機器及びエリアモニタによる外部放射線に係る線量当量率及び線量当

量の測定を行う。 

廃棄物埋設地に管理区域を設定する場合は、放射線サーベイ機器によって外

部放射線に係る線量当量率を監視及び測定する。 

b. 空気中の放射性物質濃度の監視及び測定 

空気中の放射性物質の濃度を把握するため、放射線業務従事者の立入頻度及

び汚染のおそれを考慮し、必要な箇所について、定期的及び必要の都度、ダス

トサンプラにより空気中の放射性物質を採取し、放射能測定装置により監視及

び測定を行う。 

c. 表面の放射性物質の密度の監視及び測定 

第 1 種管理区域においては、放射線業務従事者が頻繁に立ち入る箇所につい

て、定期的及び必要の都度、床及び壁並びにその他、人の触れるおそれのある

物の表面の放射性物質の密度を、放射線サーベイ機器により測定を行う。 

(ⅳ) 作業管理 

管理区域内での作業は、放射線業務従事者の線量限度を超えないよう、放射

線業務従事者の線量を低減するため、原則として以下のように行う。 

・作業環境及び放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮した上で、作業時間

の制限、放射線防護具類の着用等の必要な条件を作業計画に定め、必要に

応じて、事前に作業訓練を行う 

・作業中に適宜、外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質濃度及

び表面密度を測定し、必要な場合には、遮蔽物の使用又は除染等を行い、

作業環境の保全に努める 
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(ⅴ) 人の出入管理 

a. 管理区域への出入管理 

管理区域への出入りは、あらかじめ指定された者で、かつ、必要な場合に限

るものとする。なお、事業所内の人が立ち入る場所に滞在する者についても、

管理区域への立ち入りを管理する。 

b. 出入管理の原則 

(a) 本施設の管理区域への出入りは、原則としてゲートを設けた所定の出入口

を通る設計とし、ここで、放射線業務従事者及び一時立入者の出入管理を行

う。 

(b) 管理区域に立ち入る者は、個人線量当量測定器のほか、必要に応じて放射

線防護具類を着用する。 

(c) 第 1 種管理区域から退出する者には、放射線サーベイ機器によって身体、

衣服等の表面の放射性物質の密度の検査を行う。また、放射線業務従事者の

身体の放射性物質の密度が「線量告示」に定められた表面密度限度の 1/10 を

超えた場合には、シャワー等により除染を行う。 

(ⅵ) 物品の搬出入管理 

本施設の管理区域への物品の持込み及び持出しは、原則として所定の場所で

行う。 

第 1 種管理区域から物品を持ち出そうとする場合は、放射線サーベイ機器に

よって持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ、又は包装した場合には、

その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度の検査を行う。 

(ⅶ) 濃縮・埋設事業所内外の運搬 

放射性廃棄物を濃縮・埋設事業所(以下「事業所」という。)内において運搬

する場合は、「事業規則」に基づく運搬に関する措置を講ずる。また、事業所外

へ運搬する場合は、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する

規則」及び「核燃料物質等車両運搬規則」に基づく運搬に関する措置が講じら

れていることを確認する。 

(ⅷ) 異常時の放射線監視 

異常時には、本施設内外の適切な場所において、空気中の放射性物質濃度及

び外部放射線に係る線量当量率を監視及び測定する。 
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(4) 周辺環境における放射線監視 

(ⅰ) 周辺監視区域の設定 

管理区域の周辺の区域であって、外部放射線に係る線量が「線量告示」に定

められた周辺監視区域外の線量限度を超えるおそれがある区域又は空気中若し

くは水中の放射性物質の濃度が「線量告示」に定められた周辺監視区域外の濃

度限度を超えるおそれがある区域を周辺監視区域とする。 

(ⅱ) 周辺監視区域の管理 

「事業規則」に基づき、周辺監視区域は、人の居住を禁止し、境界に柵又は

標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立

入りを制限する。 

周辺監視区域の境界においては、「線量告示」に定められた周辺監視区域外の

線量限度又は周辺監視区域外の濃度限度以下に保つことはもとより、公衆の受

ける線量を合理的に達成できる限り低減するものとし、「発電用軽水型原子炉施

設周辺の線量目標値に関する指針」(昭和 50 年 5 月 13 日 原子力委員会決定、

平成 13 年 3 月 29 日一部改訂)に定める線量目標値(50μSv/y)を下回る線量とす

る。 
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ロ 放射性廃棄物管理 

(1) 気体廃棄物 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される気体廃棄

物は、排水・監視設備から回収する排水の分析等の作業において発生する廃棄

物である。 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で取り扱う廃棄体は、放射能濃度が低い

特徴があり、排水・監視設備から回収する排水中に含まれる放射性物質の濃度

は低いものと想定される。また、分析等の作業に伴って空気中に移行する放射

性物質の割合は 1×10-3～1×10-4 と十分小さく、気体廃棄物の年間推定最大放

出放射能量は、H-3 について 6×104Bq、H-3 以外の合計について 3×103Bq と見

積もっている。ここで、年間推定最大放出放射能量を換気空調設備の交換空気

量(約 1×1012cm3/3 ヶ月)で除することにより求めた空気中の放射性物質の濃度

は、操業中は、周辺監視区域外における空気中の濃度限度を大きく下回る。 

換気空調設備の排気口において、排気中の放射性物質濃度が「線量告示」に

定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を十分下回ることを確認す

る。 

 

(2) 液体廃棄物 

(ⅰ) 液体廃棄物処理 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される液体廃

棄物は、排水・監視設備からの排水及び排水の分析において付随的に発生す

る廃液並びに設備・機器の点検、保修により発生する廃液であり、これらの

年間推定最大発生量は 22m3である。 

これらの液体廃棄物は、管理建屋内に設置する液体廃棄物処理設備にて、

必要に応じてろ過、脱塩の処理を行い、他の一般排水とともに排水口から事

業所外へ放出する。 

(ⅱ) 液体廃棄物の管理 

液体廃棄物の放出に当たっては、サンプルタンクにて試料の採取を行い、

放射能測定装置により、放射性物質の濃度が「線量告示」に定める周辺監視

区域外における水中の濃度限度を十分下回ることを確認する。 
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(3) 固体廃棄物 

(ⅰ) 固体廃棄物処理 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される固体廃

棄物は、液体廃棄物処理設備の脱塩塔から発生する使用済樹脂及び液体廃棄

物処理設備のろ過器の逆洗により発生するスラッジ並びに 1 号、2 号及び 3

号廃棄物埋設施設の操業に伴う作業及び設備・機器の点検、保修により発生

する固体状の廃棄物(液体廃棄物処理設備ろ過器フィルタモジュール、換気

空調設備のフィルタ及びその他雑廃棄物)である。 

これらの固体廃棄物のうち、使用済樹脂及びスラッジは、固体廃棄物処理

設備によりドラム缶にセメントで固型化し、保管廃棄施設に保管廃棄又は事

業所内の埋設設備に埋設する。 

また、1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設の操業に伴う作業及び設備・機器

の点検、保修により発生する固体状の廃棄物は、固体廃棄物として保管廃棄

する。 

これらの固体廃棄物の年間発生予想量は、200L ドラム缶換算で約 7 本であ

る。 

 

(ⅱ) 固体廃棄物の保管廃棄 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設の操業に伴う作業及び設備・機器の点

検、保修により発生する固体状の廃棄物のうち、ドラム缶の容器に収納可能

なものは、可燃性及び不燃性の廃棄物に区別して難燃性の袋等に梱包するこ

とにより放射性物質の飛散を防止する措置を講じて、鋼製のドラム缶の容器

に封入して保管廃棄する。 

項 目 
年間発生予想量 

(200L ドラム缶換算) 

液体廃棄物処理設備脱塩塔樹脂及びろ過器スラッジ 約 4 本 

液体廃棄物処理設備ろ過器フィルタモジュール 約 0.3 本 

換気空調設備のフィルタ 約 1.2 本 

その他雑廃棄物 約 1.5 本 
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ドラム缶の容器に収納不可能な大型のものは、難燃性シートの二重包装等

により放射性物質の飛散を防止する措置を講じ、保管廃棄する。 

固体廃棄物を保管廃棄する場合は、以下の措置を講ずる。 

・建物の遮蔽効果が期待できる管理建屋に保管廃棄する 

・廃棄物の種類及び廃棄物に含まれる放射性物質の数量を記録する。また、

廃棄物を容器に封入した場合には、容器の数量及び比重並びに廃棄の日

時、場所及び方法を記録する 

・放射性廃棄物を示す標識をつけ、記録と照合できる整理番号を付して管

理する 

・保管廃棄施設には、目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する

とともに、柵等の区画物によって区画する 
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ハ 廃棄物埋設 

(1) 埋設する廃棄体 

廃棄物埋設を行う放射性廃棄物で容器に固型化したもの(以下「廃棄体」とい

う。)の種類は、以下のとおりである。 

・実用発電用原子炉(沸騰水型原子炉及び加圧水型原子炉)の運転に伴い発生す

る放射性廃棄物及び本施設の操業に伴って付随的に発生する放射性廃棄物で

あって、廃液、使用済樹脂、スラッジ、焼却灰又はこれらをペレット化したも

のをセメント、アスファルト又は不飽和ポリエステルで固型化したものであ

る。放射性廃棄物をセメント、アスファルト又は不飽和ポリエステルで固型化

したものを「均質・均一固化体」という。 

・実用発電用原子炉(沸騰水型原子炉及び加圧水型原子炉)の運転に伴い発生す

る固体状の放射性廃棄物(加圧水型原子炉の一次系の浄化系で使用している液

体フィルタを除く)、均質・均一固化体として製作したセメント固化体の破砕

物及び本施設の操業に伴って付随的に発生する固体状の放射性廃棄物で、セ

メント系充填材で一体となるように固型化したものである。固体状の放射性

廃棄物をセメント系充填材で一体となるように固型化したものを「充填固化

体」という。なお、充填固化体のうち、セメント固化体の破砕物を固型化した

ものは「セメント破砕物充填固化体」という。 

廃棄物埋設地には東西方向に 5 基、南北方向に 8 基の計 40 基の埋設設備(東西

方向の埋設設備 5 基を 1 埋設設備群とし、最北部の埋設設備群から順に 1 群から 8

群の構成とする。)を設置し、均質・均一固化体は 1 群から 6 群までの埋設設備 30

基及び 8 群の埋設設備 1 基に、充填固化体は 7 群の埋設設備 5 基及び 8 群の埋設

設備 4 基に埋設する。 

(ⅰ) 均質・均一固化体 

均質・均一固化体は、「事業規則」別表第一の放射能濃度を超えないものであ

って、同規則第八条第 1 項第二号及び第 2 項に定められた廃棄物に該当するも

のであり、以下の仕様を満たすものである。 

a. 固型化する方法 

(a) 固型化材料 

固型化材料は、以下のいずれかであること。 
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(一) JIS R 5210(1992)若しくは JIS R 5211(1992)に定めるセメント又はこ

れらと同等以上の品質を有するセメントであること。 

(二) JIS K 2207(1990)に定める石油アスファルトで針入度が 100 以下のも

の又はこれと同等以上の品質を有するアスファルトであること。 

(三) スチレンに溶解した不飽和ポリエステル(以下「不飽和ポリエステル樹

脂」という。）であること。 

(b) 容器 

容器は、JIS Z 1600(1993)に定める金属製容器(1 種、H 級)又はこれと同等

以上の強度及び密封性を有するものであること。 

(c) 一軸圧縮強度 

セメントを用いて放射性廃棄物を固型化する場合は、固型化された放射性

廃棄物の一軸圧縮強度が 1,470kPa 以上であること。 

(d) 配合比 

アスファルト又は不飽和ポリエステル樹脂を用いて放射性廃棄物を固型

化する場合は、廃棄体中の固型化材料の重量が廃棄体の重量から容器の重量

を差し引いた重量のそれぞれ 50%以上又は 30%以上となるようにしたもので

あること。 

(e) 硬さ値 

不飽和ポリエステル樹脂を用いて放射性廃棄物を固型化する場合は、固型

化された放射性廃棄物の JIS K 7215 に定める方法により測定した硬さ値が

25 以上であること。 

(f) 練り混ぜ・混合 

固型化に当たっては、固型化材料若しくは固型化材料及び混和材料と放射

性廃棄物を均質に練り混ぜ、又はあらかじめ均質に練り混ぜた固型化材料若

しくは固型化材料及び混和材料と放射性廃棄物を均一に混合したものであ

ること。この場合において、容器内に有害な空隙が残らないようにしたもの

であること。 

b. 表面密度限度 

廃棄体の表面の放射性物質の密度が、アルファ線を放出する放射性物質は

0.4Bq/cm2、アルファ線を放出しない放射性物質は 4Bq/cm2 を超えないものであ
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ること。 

c. 健全性を損なうおそれのある物質 

廃棄物埋設地に定置するまでの間に、廃棄体に含まれる物質により廃棄体の

健全性を損なうおそれのないものであること。 

d. 耐埋設荷重 

覆土完了までの間において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有するも

のであること。 

e. 落下により飛散又は漏えいする放射性物質の量 

廃棄物埋設地に定置するまでの間において、想定される最大の高さからの落

下による衝撃により飛散又は漏えいする放射性物質の量が極めて少ないもので

あること。 

f. 廃棄物発生からの経過期間 

半減期の短い放射性物質による線量寄与を低減する観点から、受入れ時にお

いてこれらの廃棄体に含まれる放射性物質は実用発電用原子炉で固型化後 6 ヶ

月以上経過したものであること。 

g. 廃棄体の表面線量当量率 

10mSv/h を超えないものであること。 

h. 廃棄体の重量 

1 本当たり 500kg を超えないものであること。 

(ⅱ) 充填固化体 

充填固化体は、「事業規則」別表第一の放射能濃度を超えないものであって、

同規則第八条第 1 項第二号及び第 2 項に定められた廃棄物に該当するものであ

り、以下の仕様を満たすものである(1)。 

a. 固型化する方法 

(a) 固型化材料 

固型化材料は、JIS R 5210(1992)若しくは JIS R 5211(1992)に定めるセメ

ント又はこれらと同等以上の品質を有するセメントであること。 

(b) 容器 

容器は、JIS Z 1600(1993)に定める金属製容器(1 種、H 級)又はこれと同等

以上の強度及び密封性を有するものであること。 
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(c) 充填方法 

固型化に当たっては、あらかじめ均質に練り混ぜた固型化材料若しくは固

型化材料及び混和材料を容器内の放射性廃棄物と一体となるように充填し

たものであること。この場合において、容器内に有害な空隙が残らないよう

にしたものであること。 

(d) 廃棄物の分別・処理方法 

廃棄物を分別し、セメント系充填材が容器の内部に充填され易くなるよう

に、必要に応じて、廃棄物の切断(破砕)、圧縮、小型混練固化、高圧圧縮又

は溶融処理したものであること。 

なお、安全機能への影響を低減するため、焼却可能な可燃物は除去し、大

半がアルミニウムで構成されている製品は除去又は鉄と溶融処理し、鉛製品

は除去したものであること。 

b. 表面密度限度 

廃棄体の表面密度が、アルファ線を放出する放射性物質は 0.4Bq/cm2、アルフ

ァ線を放出しない放射性物質は 4Bq/cm2を超えないものであること。 

c. 健全性を損なうおそれのある物質 

廃棄物埋設地に定置するまでの間に、廃棄体に含まれる物質により廃棄体の

健全性を損なうおそれのないものであること。 

d. 耐埋設荷重 

覆土完了までの間において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有するも

のであること。 

e. 落下により飛散又は漏えいする放射性物質の量 

廃棄物埋設地に定置するまでの間において、想定される最大の高さからの落

下による衝撃により飛散又は漏えいする放射性物質の量が極めて少ないもので

あること。 

f. 廃棄物発生からの経過期間 

半減期の短い放射性物質による線量寄与を低減する観点から、受入れ時にお

いてこれらの廃棄体に含まれる放射性物質は実用発電用原子炉で発生後 6 ヶ月

以上経過したものであること。 
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g. 廃棄体の表面線量当量率 

10mSv/h を超えないものであること。 

h. 廃棄体の重量 

1 本当たり 500kg を超えないものであること。 

 

(2) 主要な放射性物質の種類 

埋設を行う放射性廃棄物は、実用発電用原子炉の運転に伴って発生する放射性

廃棄物及び本施設の操業に伴って付随的に発生する放射性廃棄物であり、放射性

物質の起源に変更はないことから、主要な放射性物質の種類は、「廃棄物埋設事業

変更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付け、10 安(廃規)第 49 号をもって事業変

更許可)の「添付書類五 イ 安全設計の方針 (6) 廃棄物埋設を行う放射性廃

棄物に含まれる主要な放射性物質の種類」のとおり。 

また、「別添 1 添付書類六 ニ 線量評価」においては廃棄体中に含まれる放

射能量に係る知見(2)を踏まえ、Cl-36 による線量影響を評価する。この評価により、

線量への寄与が最も大きい放射性物質の線量の最大値と比較して、Cl-36 の線量の

最大値が 1%以上となることから、Cl-36 を主要な放射性物質として追加する。 

 

(3) 廃棄物埋設の方法 

廃棄物埋設は、廃棄物埋設地において、廃棄体定置、充填材充填、覆い設置及び

覆土の順でそれぞれ以下のとおり行う。 

なお、これらの作業は、公衆及び放射線業務従事者の受ける直接ガンマ線及びス

カイシャインガンマ線の放射線量が低くなるよう配慮しながら行う。 

(ⅰ) 廃棄体定置 

廃棄体は、管理建屋から廃棄物埋設地に構内輸送車両により運搬する。廃棄体

の定置前には、廃棄体を定置しようとする埋設設備の区画内の排水、危険物等の

有無の確認を行う。廃棄体は、埋設設備の区画内に、専用の吊具を取り付けた埋

設クレーンにより、8 本を取扱単位として定置する。定置は、俵積み方式とし、

1 区画当たり 8 行、5 列、8 段積みの計 320 本を標準的な 1 日作業単位とする。 

廃棄体の定置に当たっては、放射能濃度に極端な片寄りがないよう、以下のと

おりとする。 
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・1 群から 6 群までは埋設設備 1 群ごとの放射能量が 1 群から 6 群までの区画

別放射能量の 1/6 倍を超えないこと、かつ埋設設備 1 基ごとの放射能量が 1

群から 6 群までの区画別放射能量の 2/30 倍を超えないように定置する 

・7,8 群のうち、充填固化体(セメント破砕物充填固化体を除く)を埋設する埋

設設備は、埋設設備 1 群ごとの放射能量が 7,8 群の区画別放射能量の 7 群

は 5/8 倍、8 群は 3/8 倍を超えないこと、かつ埋設設備 1 基ごとの放射能量

が 7,8 群の区画別放射能量の 2/8 倍を超えないように定置する 

・均質・均一固化体を埋設する埋設設備については、セメント以外で固型化し

た廃棄体が集中しないよう、セメント以外で固型化した廃棄体が、1 群から

5 群までは埋設設備 1 群ごとに 20%を超えないよう、かつ埋設設備 1 基ごと

に 40%を超えないよう、6 群全体では 40%を超えないよう定置する 

・埋設設備の最上段(8 段目)及び北側側面に定置する廃棄体は、公衆及び放射

線業務従事者の放射線防護の観点から表面線量当量率 2mSv/h を超えないも

のとする 

また、以下の措置を講ずる。 

・埋設設備区画内への雨水等の浸入を防止するとともに外周仕切設備、内部仕

切設備等の点検を随時行う 

・爆発性の物質、他の物質を著しく腐食させる物質及びその他の危険物は埋設

しない 

・廃棄体定置後は速やかにコンクリート仮蓋を設置する 

(ⅱ) 充填材充填 

廃棄体を区画内に所定数量定置後、コンクリート仮蓋を設置した状態で、埋設

設備の区画内に有害な空隙が残らないように、セメント系充填材を充填する。 

(ⅲ) 覆い設置 

充填材の充填後、埋設設備の区画上部のコンクリート仮蓋を取り外し、充填材

上部にポーラスコンクリート層を、その上部に覆いをそれぞれ設置する。 

(ⅳ) 覆土 

埋設設備の覆い設置が終了した後、埋設設備の上面及び側面は、土砂等を締め

固めながら覆土を行う。 
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(4) 段階管理の計画 

廃棄物埋設地には、廃止措置の開始までの段階的な長期間の管理(以下「段階管

理」という。)を確実に行うため、「事業規則」に基づいて埋設保全区域を設定し、

放射性廃棄物の種類、埋設を開始した日及び埋設を終了した日並びに保安のため

の注意事項を表示した立札を設置して、保全のための措置を講ずる。また、「原子

炉等規制法」に基づいて保全の措置の終了時期を設定するとともに、放射線防護の

観点から事業所敷地(以下「敷地」という。)内の居住を禁止し、放射能の減衰に応

じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置を行う。 

放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置

とは、本施設において、公衆の受ける線量を合理的に達成できる限り低く抑えるた

め、埋設した廃棄体の放射能が時間の経過に伴って低減することによって、放射性

物質の生活環境に及ぼす影響が安全上支障のない状態になるまで、廃棄物埋設地

に設置したバリアの施工状況や放射能の減衰に応じ、廃棄物埋設地を段階的に管

理することをいう。 

また、「事業規則」に基づいて実施する定期的な評価等では、本施設の廃止措置

の認可を受ける日までの10年を超えない期間ごと及び放射能の減衰に応じた第二

種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置を変更しようとするときに、

最新の技術的知見を踏まえて、核燃料物質等による放射線の被ばく管理に関する

評価を行い、「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

(以下「許可基準規則」という。)への適合性を確認する。 

本施設では、安全機能を維持すべき期間のうち、放射性物質の漏出を防止する必

要のある埋設の終了時期を覆土完了時点とする。 

(ⅰ) 埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了まで 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間は、人工バリア

により埋設設備から放射性物質の漏出を防止する段階である。 

この段階の終了予定時期は、埋設設備の設置、充填材充填、覆い設置及び覆土

施工の期間を考慮し、1 群から 6 群は埋設開始以降 35 年以内、7,8 群は埋設開

始以降 43 年以内とする。 

この段階における保安のために必要な措置は、以下のとおりである。 

a. 周辺監視区域及び埋設保全区域を設定する。 
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b. 周辺監視区域境界付近における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の

放射線量及び地下水中の放射性物質の濃度及び必要に応じて線量を監視及び測

定する。 

c. 排水・監視設備からの排水中における放射性物質の濃度の測定により、埋設設

備からの放射性物質の異常な漏えいがあったと認められる場合には、速やかに

埋設設備の修復又はその他の放射性物質の異常な漏えいを防止するために必要

な措置を講ずる。 

d. 本施設の巡視及び点検を行い、覆土施工中は必要に応じて覆土を修復する。 

e. 定期的な評価等に必要なデータを取得するため、人工バリア及び天然バリア

の放射性物質の漏出を防止する機能(以下「漏出防止機能」という。)、廃棄物埋

設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制す

る機能(以下これらをあわせて「移行抑制機能」という。)並びに移行抑制機能に

影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその地下水の状況等を監視及び測定し、必要に

応じて廃棄物埋設地の保全のための措置を講ずる。 

(ⅱ) 廃棄物埋設地の覆土完了から廃止措置の開始まで 

覆土完了から廃止措置の開始までの間は、人工バリア及び天然バリアにより、

廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出の低減及び生活環境への移行の抑制を

行う段階である。 

この段階の終了予定時期は、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としな

い状態に移行する時期とし、敷地内の他の廃棄物埋設地の保全措置の終了時期

を踏まえ、本施設の覆土完了後 300 年とする。 

ここで「廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態」とは、廃止措

置の開始後の評価において、自然事象シナリオのうち科学的に合理的と考えら

れる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのう

ち、最も可能性が高いと考えられるパラメータを設定し、評価される公衆の受け

る線量が 10μSv/y を超えないこと、科学的に合理的と考えられる範囲の人工バ

リアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち最も厳しいシナ

リオであっても公衆の受ける線量が 300μSv/y を超えないこと、自然事象シナ

リオ以外の廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、

天然バリア中の移行及び当該掘削後の土地利用を考慮した人為事象シナリオに
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おける公衆の受ける線量が 1mSv/y を超えないことをいう。 

この段階における保安のために必要な措置は、以下のとおりである。 

a. 周辺監視区域及び埋設保全区域を継続して設定する。設定した周辺監視区域

は、本施設の覆土完了及び管理建屋の供用終了後に廃止する。 

b. 周辺監視区域境界付近における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の

放射線量及び地下水中の放射性物質の濃度及び必要に応じて線量を監視及び測

定する。 

c. 廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えい状況を監視し、異常な漏えいがあっ

たと認められる場合には、放射性物質の異常な漏えいを防止するために必要な

措置を講ずる。 

d. 本施設の巡視及び点検を行い、必要に応じて覆土を修復する。 

e. 周辺監視区域廃止後は、公衆が敷地内へ立ち入る可能性があるため、放射線防

護の観点から沢水の利用を禁止し、地表面の掘削を制約する。また、周辺環境に

おける直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の放射線量及び地下水中の放

射性物質の濃度を監視及び測定し、公衆の受ける線量が、線量告示に定められた

周辺監視区域外の線量限度以下であることを確認する。 

なお、地下水中の放射性物質の濃度の監視及び測定においては、地下水採取孔

から地下水を定期的に採取して、地下水中の放射性物質の濃度を測定し、「線量

告示」に示されている周辺監視区域外における水中の濃度限度以下であること

を確認する。 

f. 定期的な評価等に必要なデータを取得するため、人工バリア及び天然バリア

の移行抑制機能並びに移行抑制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲

の状況を監視及び測定する。また、必要に応じて廃棄物埋設地の保全のための措

置を講ずる。 

 

(5) 埋設保全区域 

「事業規則」に基づき、廃棄物埋設地の保全のために、特に管理を必要とする場

所であって、管理区域以外のものを埋設保全区域として定める。埋設保全区域は、

廃棄物埋設地を含み、放射性物質の漏出を防止及び廃棄物埋設地の外への放射性

物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制のために保全を行う必要



 

1号－6－19 

のある区域とする。 

なお、埋設保全区域を明らかに他の場所と区別するために、標識を設ける等の措

置を講ずる。 
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ニ 線量評価 

各廃棄物埋設施設の安全機能の設計に大きな違いはなく、線量評価は、同一事業所

内の複数の廃棄物埋設施設の重畳を考慮しているため、「別添 1 添付書類六 ニ 線

量評価」のとおり。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 七 

 

 

変更後における廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災、

爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に

関する説明書 

  



 
 

 

添 付 書 類 七 

 

変更後における廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災、

爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に

関する説明書 

 

 

目  次 

 

イ 基本的考え方 

 

･･････1 号－7－1 

ロ 異常時評価 ･･････1 号－7－2 

 



 

1号－7－1 

イ 基本的考え方 

既設設備における異常の評価については、構造及び設備の変更はないことから、「廃

棄物埋設事業変更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付け、10 安(廃規)第 49 号をもっ

て事業変更許可)の「添付書類七」のとおりとし、安全機能を有する設備における基本

的考え方について明記する。 

(1) 基本的考え方 

異常時の安全性を確認するという観点から、廃棄物埋設施設(以下「本施設」と

いう。)における安全機能を有する埋設設備 7,8 群及び覆土を対象に異常の発生の

可能性を検討し、異常が発生した場合における事業所周辺の公衆の受ける線量を

評価する。 

安全機能を有する埋設設備 7,8 群及び覆土は、静的な設備であり、動的な設備・

機器ではないことから、故障、誤動作又は誤操作による異常の発生は想定されない。

また、本施設で取り扱う廃棄体は、容器に固型化されたものであり、放射性物質の

飛散又は漏えいは起き難いとともに、放射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる

放射性物質の量は十分少ないという特徴があるため、埋設設備 7,8 群及び覆土が

一部破損した場合においても、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。

したがって、「誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散」及び

「その他機器等の破損、故障、誤動作又は操作員の誤操作等に伴う放射性物質の外

部放出等であって、公衆の放射線被ばくの観点から重要と考えられる異常」の発生

は想定されず、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。また、「廃棄物

埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、埋設設備 7,8 群は不燃性のコ

ンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設計とすること、覆土は不燃

性の土質系材料を使用する設計とすることから、火災により廃棄体が損傷に至る

ことは想定し難い。さらに、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質は使用し

ないことから、爆発も発生しない。したがって、火災及び爆発による異常の発生は

想定されず、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。 
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ロ 異常時評価 

既設設備における異常時評価については、構造及び設備の変更はないことから、「廃

棄物埋設事業変更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付け、10 安(廃規)第 49 号をもっ

て事業変更許可)の「添付書類七 ロ 異常時評価」のとおり。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 八 

 

 

変更後における廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に 

必要な体制の整備に関する説明書
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別添 1「添付書類八」のとおり。 


